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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（中村芳隆議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は25名であります。 

  21番、相馬義一議員より遅刻する旨の届出があ

ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（中村芳隆議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（中村芳隆議員） 日程第１、市政一般質問

を行います。 

  質問通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 鈴 木   紀 議員 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 皆さん、おはようござ

います。 

  議席番号12番、公明クラブ、鈴木紀です。 

  今期最後の質問者となりました。最後まで平常

心で努めたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  初めに、水道事業についてから質問をしていき

ます。 

  定住自立圏構想の中で、那須塩原市は住みやす

いまちづくりをうたっており、定住促進を目指し

ています。 

  定住を目的に住居を新築する場合、給水管より

分水して給水を受けることがあり、そのことにつ

いて問題が生じる場合があると考えるため、水道

事業者管理者としての見解を伺います。 

  例えば、市道に接続された私道がＴ字路の形状

にあり、その私道の先に居住している方がいます。 

  先に居住している方は、私道に自己負担で給水

管を布設し、水道を利用しています。 

  後に、この私道沿いで市道に近い方に家を新築

する場合、市は新築する方に給水条例施行規程第

３条（他人の給水装置から分岐して給水装置を設

置する場合、当該他人の給水装置の所有者の分水

同意書）を必要とすることを説明します。 

  この規定により、新築する方は、先に居住して

いる方に分水同意書のお願いに行きますが、先に

居住している方から費用負担を求められる場合も

あると聞いています。 

  理由は、先に居住している方は給水管布設費用

を先に負担して水道を利用しているためというこ

とです。 

  新築する方は、分水同意書に伴う負担と自分専

用の給水管布設をする場合の自己負担を比較した

ときに、自分専用の給水管布設をする方は負担が

少ない。また、分水同意書に費やす時間を考えた

ときに、自分専用の給水管布設をしたほうがよい

と判断をして進めてしまいます。 

  そのため、道路の下には複数の給水管が埋設さ

れている道路があります。 

  このような状態のままで私道として使用されて

いると、漏水発生時等の処置や個人が維持管理を

していると限界も生じてきていると思われます。 

  給水管という個人の財産に対する指導では、行

政のかかわり方に限界があると思われますが、水
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道事業者管理者としての見解を伺います。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員の質問

に対し、答弁を求めます。 

  副市長。 

○副市長（片桐計幸） 水道事業者、水道事業管理

者へのご質問でございますが、水道事業者、管理

者である市長が不在でございますので、私のほう

から答弁をさせていただきます。 

  １の水道事業について、住居を新築する場合、

給水管より分水して給水を受けるに当たっての問

題が生じる場合があると考えるが見解はとの質問

にお答えします。 

  市の配水管から給水する際には、利用者個人が

引き込むことになりますが、個人の財産のままで

は漏水など維持管理上の対応が難しいため、現在

は、道路を縦断する形で給水管を布設する場合に

は、市に寄附をお願いしております。 

  寄附に伴い、市が管理する配水管になりますの

で、維持管理や分水といった課題が解消されるこ

とになります。 

  しかし、従前の給水管につきましては、ご質問

のような事例が発生することが考えられますので、

既存の給水管が埋設されている道路へ新たな給水

管を引き込む場合には、複数の給水管を一本にま

とめた配水管になるよう、関係者にご理解をいた

だき、寄附のお願いとあわせて市も負担を行うこ

とで、市が管理する配水管への切りかえを進めて

おります。 

  給水管は個人の財産ということもありますので、

ご理解いただいた上での対応になりますが、今後

も、先ほど申し上げました対応により、給水管の

分水や維持管理に対する課題解消に努めてまいり

ます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） それでは、順次再質問

をさせていただきます。 

  最初に、今までの中でトラブルとか苦情等の件

数がありましたら、お聞かせ願いたいと思います。 

  いずれにしろ、市のほうにそういった問い合わ

せという形でのトラブル、苦情だと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（邉見 修） それでは、トラブル

それから苦情といったところの内容というところ

でございますので、私のほうからお答えをさせて

いただきます。 

  まず最初に、平成27年度の状況でお答えをさせ

ていただきます。 

  給水の申請全体で637件ほどございまして、そ

のうち、新たに道路を縦断するような形で給水管

を布設するような事案が33件ございました。 

  この33件のうち、給水管を一つにまとめた、い

わゆる複数管解消ということでは１件ございまし

て、これにつきましては全て市に寄附をいただい

ているという内容でございますので、これに伴う

トラブルというのはございませんでした。 

  また、個人の給水管から分水をするというよう

な場合、いわゆる同意を求めてというところでご

ざいますが、トラブルの未然防止という観点から、

給水の申し込み時にこの同意をいただいておりま

すけれども、平成27年度におきましては、同意が

必要な件数は３件ほどございまして、いずれも分

水同意が得られたということでございます。 

  しかしながら、今年度において、同意が得られ

ないというような事例がございました。 

  内容といたしましては、分水をいたしますと、

自分のところの水の出が悪くなると。それから、



－364－ 

自分たちが引き込んだものだというようなところ

で、使わせたくないといったような内容だという

ことで聞いてございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） ３件ほどの同意書とい

うことですけれども、また、水が出なくなるとい

うような、水の量が少なくなるといいますか、そ

ういった苦情があったということですけれども、

そういった場合に対しての、市当局としての水道

部局では、どのような指導をしているのか、お聞

かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（邉見 修） お答え申し上げます。 

  最初に、寄附についてでございますけれども、

寄附につきましては、今後の維持管理についてご

説明を申し上げております。 

  また、複数管の解消というところでは、一つに

まとめることによる水道管の口径を大きくする分、

いわゆる増口径という部分でございますが、ここ

につきましては、大きくする部分と、それから既

存管の切りかえという部分も発生してまいります

ので、この部分については、先ほど副市長が答弁

申し上げましたように、市が一部負担をするとい

ったところでご説明をいたしまして、ご理解をい

ただくというようなところでございます。 

  それから、給水管からの分水につきましては、

給水管は個人の所有ということでございますので、

関係者からご理解をいただかないとというところ

でございますので、分水が同意が必要な理由とい

うようなところを丁寧に説明を申し上げまして、

ご理解をいただけるように努めているというよう

なところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 市のほうで一部負担、

また丁寧な説明をしているということですけれど

も、市当局での指導が受けられないといった場合

も考えられると思うんですが、申請者に対しては

丁寧な説明ということですけれども、詳細にお聞

かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（邉見 修） 寄附とか、それから

分水といったところの同意が得られない場合とい

うことだと思いますけれども、これにつきまして

は水道法で、正当な理由がない限りということで、

給水を拒めないということになってございますの

で、同意が得られない場合であっても、市の配水

管から給水をするということが可能ということで

ございます。 

  しかしながら、このような場合、先ほど申し上

げましたように複数管ということになりますので、

維持管理上の課題が残ってしまうということでご

ざいますので、いずれにしましても、丁寧なご説

明を申し上げまして、このような事態が発生しな

いようにというところで、ご説明申し上げている

というような状況でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 維持管理等に課題が出

てくるということですけれども、今までにもこの

ような課題解決に向けて、今までどう向き合って

きたのかということも大事だと思うんですけれど

も、これからどう対処していくのかということが

一番大事ではないのかなと思うんですけれども、

そういった中で、今後将来的になっていくと考え

た場合、どういった改善等を考えているのか、お

聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 
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  上下水道部長。 

○上下水道部長（邉見 修） これからの改善策と

いうようなご質問だと思いますけれども、先ほど

の答弁の繰り返しになってしまって恐縮なのでご

ざいますが、道路を縦断するような形で複数管の

個人管が埋設されるということになりますと、漏

水でありますとか、そういったところでの維持管

理上の対応が非常に難しくなるというところでご

ざいますので、先ほど申し上げました増口径の負

担、それから寄附の受け入れの推進によりまして、

こういった課題解消に努めていきたいというとこ

ろが１点でございます。 

  また、道路改良にあわせて配水管を整備する中

で、複数管があった場合には、これらを解消して

いくというようなこともやってございますので、

このような取り組みを引き続き行うことによりま

して、課題解消に努めてまいりたいというふうに

考えてございます。 

  それから、複数管が埋設されているというとこ

ろの維持管理上の課題につきましては、他の自治

体も非常に苦慮しているというようなところも聞

き及んでおります。 

  他の自治体の事例なども参考にしながら、今後

研究、それから課題解消に向け、取り組んでまい

りたいというふうに考えてございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） しっかりと今後に向け

て対処していっていただきたいと思います。 

  今後、ますます人口減少・超高齢化が進む中で、

移住・定住促進を進めていくということは、そこ

に住みやすいまちづくりや優しいまちづくりが底

辺にあると私は思っています。 

  合併して12年を経過していることも考慮すると、

今後もっと積極的に市当局が問題解決を進める姿

勢が大事になると思います。 

  それが市長の進める市民優先につながることと

思いますので、ぜひ、財政的な負担も出てきます

けれども、積極的に進めていただきたいと思いま

す。 

  以上で水道事業は終わります。 

  次の教育行政について質問をさせていただきま

す。 

  教育行政について。 

  最近は、価値観やライフスタイルの多様化を背

景に、地域社会のつながりが希薄化しています。 

  世界を見ても、グローバル化が進んでいると感

じますが、一方では排他主義が急激に進んできて

います。 

  寛容から排他主義ではなく、お互いさまという

寛容性が大事であると思います。 

  日本は人口減少・超高齢化が進む中、地域の重

要性はますます高まります。 

  今後、さらに地域、家庭、学校との連携を充実

し、子どもは将来の宝、人材として育てていくこ

とが、我々大人としての責務があります。 

  以上の観点から、主に平成28年度教育要覧の中

から伺います。 

  初めに、小中一貫教育（義務教育学校を含む）

について、28年度から全小中学校区で実施され、

約１年を経過しようとしていますが、所感を伺い

ます。 

  次に、開かれた学校づくりについて、学校評価、

学校評議員制度の取り組み状況と、地域と家庭、

学校の連携事業としての地域学校協働本部の内容

と取り組みについて伺います。 

  次に、英語教育の推進について、現状の取り組

みを伺います。 

  次に、特別支援教育の推進について、障害特性

の理解と一人一人の校内対応の取り組みと、保護

者との連携による校内教育支援体制の現状につい
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て、あわせて伺います。 

  最後に、教職員の指導力・授業力の向上と自己

研さんの取り組みと、人権教育について教職員み

ずからの人権感覚を高揚する取り組みをあわせて

伺います。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員の質問

に対し、答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、鈴木議員のご

質問に、私のほうから順次お答えをさせていただ

きます。 

  初めに、⑴の小中一貫教育について、平成28年

度からの実施による所感についてお答えを申し上

げます。 

  本市では、小中一貫教育を通して人づくり教育

の実現を目指しており、義務教育９年間を見通し

ながら、それぞれの発達段階に応じた取り組みが

中学校区ごとに展開をされてきております。 

  まず、各中学校区では、小中学校共通の目指す

子ども像を掲げ、４・３・２の各期でどういう力

や態度を身につけさせるかという具体的な指標を

設けて、小中学校の教職員が連携を密に図りなが

ら、その実現のために熱心に取り組んでいるとこ

ろであります。 

  また、保護者や地域の理解を得るための情報発

信にも力を入れてまいりました。 

  緒についたばかりではありますけれども、本市

の小中一貫教育は順調にスタートしたと、このよ

うに感じております。 

  次に、⑵の開かれた学校づくりについて、初め

に学校評価、学校評議員制度の取り組み状況につ

いてお答えをさせていただきます。 

  各小中学校では、教育目標の実現を目指し、さ

まざまな教育活動を実施をしておりますけれども、

学校評価というものは、それらが適切に実施をさ

れているか、教育効果が十分に上がっているかを

確認するチェック機能を果たしており、実際には

教職員による自己評価と、保護者や学校評議員な

どによる学校関係者評価により適宜行われ、教育

活動の改善に役立てられております。 

  また、学校評議員制度につきましては、各学校

で校長から推薦された、教育に識見を有する方を

教育委員会が学校評議員として委嘱をし、校長が

直接それらの方々から学校経営に対する意見を伺

うことにより、各学校の教育活動の見直しや、課

題の把握と改善方策を明確にする機会として有効

に機能しております。 

  各学校では、学校評価の結果や学校評議員から

の意見等を踏まえて、次の年、次年度の教育計画

の改善に生かしているというふうな状況にござい

ます。 

  次に、地域学校協働本部の内容と取り組みにつ

いてお答えをいたします。 

  国が進めようとしております地域学校協働本部

は、地域全体で子どもたちの健やかな成長を育む

ため、学校と幅広い層の地域住民、団体等が緩や

かなネットワークを形成し、地域学校協働活動を

推進するための組織でございます。 

  本市といたしましては、活動を小中一貫教育の

視点から中学校区を単位として、平成33年度まで

には市内全地区に順次設置をしてまいりたいと、

このように考えております。 

  今後は、目的実現に向けまして、地域・学校・

関係団体のつなぎ役となります地域コーディネー

ター、公民館職員、地域連携教員を中心に、地域

と学校それぞれが持っている人的、物的な教育資

源を連携させることにより、子どもたちが生活の

場である地域で、地域のさまざまな人とかかわる

活動を通して、子どもの健全育成と地域の活性化

が図られるように、各地域の実情に応じて組織的
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に展開していく予定でございます。 

  次に、⑶の英語教育の推進について、現状の取

り組みについてお答えをいたします。 

  市内全校へのＡＬＴ常駐配置も３年を経過いた

しますが、各小中学校では、小中一貫英語教育カ

リキュラムをもとに授業が行われ、義務教育９年

間を通して、コミュニケーション力育成を中心と

した英語教育を展開しているところでございます。 

  また、グローバル・コミュニケーション・デー、

それからＡＬＴフェスティバル、幼稚園・保育園

訪問、公民館活動等、ＡＬＴとの交流を通して気

軽に英語や異文化に触れる機会を多くつくり出し

てきております。 

  その結果、各学校において、多くの児童生徒が

物おじせずにＡＬＴたちと堂々とコミュニケーシ

ョンをとる姿が見られるようになってきておりま

す。 

  豊かな国際性と国際的に通用するコミュニケー

ション力育成を目指した本市の英語教育が、着実

に浸透してきていると、このように感じておりま

す。 

  次に、⑷の特別支援教育の推進について、各学

校の取り組み状況と校内支援体制の現状につきま

してお答えをいたします。 

  各小中学校におきましては、特別支援学級に在

籍する児童生徒の実態を把握し、個別の指導計画

を作成して、適切な指導と支援に当たっていると

ころであります。 

  この計画の作成に当たりましては、保護者の思

いを聞き取り、個別の検査の結果を参考にしなが

ら、どういう力や態度を身につけさせていくか、

スモールステップで具体的な手立てを示すように

しているところでございます。 

  同様に、通級指導教室に通級している児童や、

通常の学級に在籍する児童生徒につきましても、

特別な支援や配慮が必要な場合には、個別の指導

計画を作成し、保護者と連携をとりながら適切に

指導に当たっているというようなことであります。 

  また、学校全体での指導・支援体制を整えるた

めに、各学校におきましては校内教育支援委員会

を設置したり、ケース会議を実施したりして、教

職員間の共通理解を図るとともに、専門機関の助

言を得ながら、指導の方向性や指導方法を確認し

て教育の一層の充実に努めているというところで

あります。 

  最後に、⑸の教職員の指導力・授業力の向上と

自己研さんの取り組み、人権教育について教職員

みずからの人権感覚を高揚する取り組みにつきま

してお答えをいたします。 

  市教育委員会におきましては、教職員の指導

力・授業力の向上のために、校長、教頭、教務主

任や担当者ごとの職位別研修や、担当教科・領域

に関する専門性を高めるための研修、また、全教

職員を対象とする一斉研修を実施するなど、研修

体制を整えているところであります。 

  また、若手教員の授業力を向上させるため、指

導力のある中堅教員を授業力向上委員、これに任

命をし、教職経験10年未満の教職員を対象に手本

となる授業を示し、授業力向上に努めてもおりま

す。 

  また、各小中学校が校内研修を実施する際には、

ほかの学校にもその案内を通知し、希望者が受講

できるようにしてきております。 

  本市ではこれをクラウド型研修というふうに呼

んでおりまして、教職員の自己研さんに活用でき

るような体制を整えてきているところであります。 

  なお、教職員ネットワークシステムを活用して、

研修会での講話や授業の様子を動画でアップをい

たしまして、各自のＰＣ端末からいつでも視聴が

できるような、そういった環境も現在整えている
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ところであります。 

  次に、人権教育についてお答えをいたします。 

  各学校では、教職員一人一人が、常に公正公平

で思いやりのある言動をとることはもちろん、学

校全体として人権感覚や人権意識を高めるための

取り組みを行っております。 

  具体的には、チェックシートを使って自己の言

動を振り返ったり、子どもが目にする掲示物に不

適切な表現がないかなどを確認したりしておりま

す。 

  また、外部講師を招いて人権に関する研修会を

実施し、ワークショップを行っている学校もあり

ます。 

  いずれにいたしましても、「教育は人なり」と、

こう言われておりまして、人権感覚や人権意識と

いったものは教職員の重要な資質の一つ、このよ

うに捉えております。 

  さまざまな取り組みを通しまして、今後さらに

これを充実させていきたいと、このように考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） それでは、順次再質問

をしていきます。 

  初めに、小中一貫教育についてですけれども、

順調にスタートしたと感じているというような答

弁がありました。 

  28年度の教育行政視察も、英語教育の推進を含

め、小中一貫教育は４件ありました。 

  私も何よりのスタートだと感じています。 

  そういった中で、小中一貫教育のそもそもの目

的は、小４・中１ギャップの解消と不登校児童の

減少につながるということですけれども、そうい

う観点から４・３・２制の体制づくりだと捉えて

います。 

  ４・３・２制の内容をお聞かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） ただいまの議員がおっし

ゃるとおり、この小中一貫教育の目的、そのスタ

ートに当たりましては、小４・中１ギャップ、そ

れから不登校の児童生徒の減少、これは大きな課

題、解決的な課題であったわけであります。 

  また、あわせまして、全国的には多分、最初の

スタートは広島県の呉市あたりだったのではない

のかな、その後全国に展開していくわけでありま

すけれども、この取りかかりとなった部分という

のは、やはり今の教育の学年割制度が、子どもた

ちの成長の実態に合ってこなくなったと。 

  私の記憶の範囲の中だけですけれども、最初の

部分は、子どもたちの心身の発達が加速してきて、

前倒しになってきているということが、もともと

の発端の一つにあったような記憶があります。 

  統計的にとりましても、私も実際、那須地区の

子どもたちの過去30年間の身長とか体重とか、そ

ういったものの統計を洗いざらい調べてみますと、

確かに過去と比べて現在の子どもたちというのは、

かつての小学校６年生や中学校１年生の身長や体

重というのが、現在の小学校の４年生とか、１年

や２年前倒しになってきている。 

  それだけ子どもたちが心身ともに成熟が早くな

ってきている、そういったことを意識して、それ

にあわせた、発達段階に応じたかかわり方という

のをしていかなければならないというところに、

小中一貫教育の大切な部分が、私はあると思って

おります。 

  あわせて、子どもたちの思考の傾向というもの

も、小学校１年生から大体４年生ぐらいまでの間

というのは、どちらかというと具体的な思考をし

ていくという、そういう特性があります。 
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  ですので、早い段階の子どもたちには、繰り返

しの指導が非常に効果がある。 

  つまり、ドリル的な学習、そういったものを何

度も何度もやりながら、基礎的なものをしっかり

と身につけさせていく。それに対して、子どもた

ちも何ら受け入れをしないということではなくて、

かえってそれが効果的になる。 

  ところが、４年生から中学校１年生ぐらいにな

ってきますと、だんだん抽象的な思考ができる段

階に入ってくる。それから、思春期に差しかかり

ますので、いろんなことを考え出す。 

  そういう傾向のときに、どういうふうに先生方

がかかわっていくかというような、それは低学年

のときとは少し変えていかなければならないと、

そういう意識を変えていく。 

  特に中学校１年生ですと、教室に行って、前か

ら子どもたちの顔を見たときに、多分、夏休み前

までの時期が一番顕著だと思いますが、子どもた

ちの発達には、やはり遅い早いがあります。発達

とか成長には。 

  ですから、まだ本当にあどけない表情をしてい

る子もいれば、それから、中学生っぽい顔をして

いるなという子も混在をしている。 

  それが、不思議と夏休み過ぎますと、どの子も

中学生らしい表情になって椅子に座っていると。 

  ですから、その部分、ちょうど微妙に移ってい

く部分、これがまさに４・３の５年生、６年生、

中学校１年生、いわゆる思春期に差しかかる、抽

象的な思考に移りつつある、そのところをくくっ

て、それに応じたかかわり方を意識的にしてい

く。 

  そして最後、中学２年生、３年生、これはまさ

に抽象的な思考力がしっかりとできるようになり

ますので、それに応じたかかわりをしていく。 

  授業の仕方とか、生徒たちのかかわり方、そう

いったことを強く意識することが、この４・３・

２というふうにくくっていくということによって、

９年間の連続した成長の中で、しかもその時期そ

の時期に適切な指導ができるということに、この

小中一貫教育のメリットというのが、私もそれが

あるんだろうというふうに思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 心身ともにの成長に伴

ってのかかわり方という部分だと思います。 

  そういった中で、適切な指導ということがなか

なか難しいという時代背景にもきているんだなと

いうようにも感じました。 

  そういった中でスタートしまして、研究期間も

含めますとやはり４年近くたっているわけであり

ますから、そういった中において、成果等につい

てはどのような成果が出ているのか、お伺いをい

たします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 今年度から全体で本格実

施をしましたが、ここに至るまでには、今おっし

ゃったとおり、数年間の研究期間を経てスタート

しております。 

  今年度はそのスタートに当たりまして、各中学

校区ごとに、先ほど申し上げましたように、目指

す子ども像というようなことで、具体的に成果指

標を掲げて取り組みを始めました。 

  ですので、その各目指すイメージというものを、

中学校区ごと、中学校と小学校の先生方、そして

リーフレットをつくって保護者や地域にもお配り

をいたしましたので、共通の認識を持って、この

教育活動に取り組みだしたというのが、スタート

の段階に当たっての成果の一つかなというふうに

思っております。 

  また、これらをもとに、より具体的なかかわり
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方、学校で、それぞれの発達段階をみて、誰が何

をどうするか、それから保護者としてはどういう

ふうなことを考えていただくか、あるいは地域と

してはどうかというような、そういう意識の高ま

りというのは、一つの今年度の大きな成果ではな

いのかなというふうに思っております。 

  もちろん、それだけではないわけで、もっとも

っと高みを目指していかなければならないわけで

ありますので、次年度以降、この１年間の取り組

みの様子を振り返って、また次年度のリーフレッ

トを今作成しているところでありますので、そう

いったものを通して、さらに充実したものにして

いきたいと考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 各学校の目指す像とい

うことでありました。 

  そういった中において、答弁の中に、たしか数

値目標的なものがあったと思われますけれども、

その数値目標に対しての、１年間ですから、なか

なかこういった成果が出ていますと数字的なもの

は難しいと思います。 

  ましてや小中一貫教育といいながらも、やはり

５年、10年、30年先という、見据えた中での成果

ということになりますが、難しいところだと思う

んですけれども、その数値目標に向けての何か、

この１年間だけですけれども、ここは難しいなと

いった点があれば、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 学校のほうで掲げました

成果指標というものなんですけれども、これはい

ろんな角度から設定をしております。 

  大くくりでいきますと、目指す児童生徒の育成

の部分で１つ、それから不登校児童生徒の減少に

向けての取り組みということで１つ、大きく２つ

のところを掲げております。 

  ですので、その指標のハードルを高目に設定し

てしまうと、なかなか、１年間という限られた時

間の中では達成することは非常に厳しい場合もあ

りますが、ものによりましては８割方、設定とし

て指標を掲げたけれども、行ったというような学

校もあれば、２割ぐらいにとどまっているという

ふうなものもあります。 

  これは、例えばｈｙｐｅｒ－ＱＵを使って、こ

ういうレベルの学級ができるようにといっても、

アンケートの結果からそれを測るわけであります

ので、思うような結果がまだ出ないというような

ことがあれば、評価としては低い評価をせざるを

得ないというようなこともありますので、各中学

校区ごとに差はありますが、先ほど申し上げまし

たように、９年間にかかわりをもつ先生方が全て

同じ意識を持ってかかわることができたという点

におきましては、これは十分とはいかなくても、

かなりの成果として達成できているのかなと。 

  まだ十分とはいえない部分もありますけれども、

そんなふうには認識をしております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 成果目標数値という中

で、育成、不登校ということも出まして、また、

２割達成、８割達成といろいろあるということで

すけれども、また、その先生の中でも、同じ意識

を持つということも一番大きいところかなという

ように、私も思います。 

  そういった中において、不登校というお話にな

りますけれども、一つは成果という中において、

不登校につながった件数がどのぐらいあるのか、

お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 今申し上げましたとおり、



－371－ 

不登校の減少に向けた指標というのも掲げました。 

  ただ、不登校、これが不登校の減少だというふ

うにして、完全に分けて上げるということは大変

難しいわけでありますけれども、おかげさまで今

年度は、昨年度の小学校や中学校における出現の

数から比較しますと、かなり下回ってきておりま

すので、ある意味、トータル的に小中一貫教育の

取り組みといったものが、本市の大きな課題であ

ります不登校の減少、こういったものにも大きな

効果を示してきていると。 

  直接的には、ｈｙｐｅｒ－ＱＵというアンケー

ト形式の調査書を使いまして、年間２回実施をし

て、これによりまして居心地のいい学級づくりと

いうのを全校全学級で取り組んでおりますので、

そういったことも一因としては挙げられるのでは

ないのかな。こんなふうに思います。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 数値的には難しいとこ

ろがあると思います。 

  それではちょっと視点を変えて、別なところか

らお聞きしたいと思います。 

  塩原小中学校のように、施設一体型の場合に、

生徒たちが９年間一緒の場合の影響等もあるとい

われております。 

  一つには、その影響してしまう場合のという影

響ですけれども、それらの課題に対しての対処方

法はできているのか、お聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 議員おっしゃるとおり、

単学級の学校でございますので、６年間と３年間

合わせて９年間、ある意味人間関係が固定化して

しまう、そういうおそれのある環境は確かに否定

できないというふうに思っております。 

  ですので、そういったことを意識したときに、

塩原小中学校におきましては、いろんな行事等、

さまざまな活動が学校では計画されております。 

  それを実施するに当たりましては、その担当す

る学年を変えたり、それから主にその中で中心的

な役割を果たす子どもたち、その役割を毎回毎回

変えて、全ての子どもが何らかの形で活動に中心

的にかかわれると。 

  そういう経験を積ませるということによりまし

て、子どもたち一人一人の中に所属意識であった

り、自己肯定感、自己有用感、こういったものが

育ってきておりますので、こういうようなことを

通して、できるだけ人間関係が固まらないように、

どの子も活躍できる場面があるし、どの子もすご

く大事にされる、自分も大事にされているなとい

う、そういう思いを感じられる場面を積極的につ

くっていくというようなことを、学校のほうでは

工夫していると答えます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） まだ始まったばかりで

すので、長い時間かけていったときに、どういう

形になって出てくるのかというところもあり、検

証しながら進めていっていただきたいと思います。 

  そのほかに、もうすぐやはり出てくるのが、３

月ということで人事異動ということが時期になっ

てくると思います。 

  そういった中で、他の自治体から来る先生もい

ると思います。 

  当然、他の自治体、ここへ来ての小中一貫教育

という中では戸惑いもあると思いますので、そこ

ら辺ところの対処方法はスムーズにきているのか、

お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 確かにこれは学校現場の



－372－ 

宿命でありまして、定期的な人の入れかえという

ものがございます。 

  市内だけではなくて、他市町との間での人事の

交流というのも当然ございます。 

  加えて年々、各自治体におきまして、特色のあ

る教育活動を展開する例が多くなっておりますの

で、特に他市町から転任されてきた先生方には、

本市で取り組んでいる教育について十分に理解を

していただいて、子どもの前に立っていただく、

あるいは学校経営に当たっていただくということ

は大変重要なことだろうと、私も思っております。 

  ですので、ここ数年でありますけれども、新た

に管理職として他市町から本市に転入してくる方

につきましては、年度末に、つまり今月中に一度

おいでいただいて、私のほうからいろんな資料を

用意させていただきまして、それをお渡しして、

本市における教育というのはこういうことだとい

うようなことを、時間をかけて理解をしていただ

くことに努めております。 

  それに基づきまして、４月１日、いわゆる学校

開きを管理職はするわけでありますので、最初の

第一声、特に他市町から転入してこられた管理職

が、きちんと本市の教育を踏まえた上で第一声を、

各学校において発していただけるように、そんな

取り組みをしているところであります。 

  また、一般の教職員に対しましては、４月１日

に辞令の口頭発令式というものがございますので、

その折に私のほうから、本市の教育施策あるいは

具体的な内容等につきまして、ある程度時間をか

けて、挨拶を含めて話をさせていただいて、理解

をしていただくと。 

  もちろんその後、各学校をお邪魔する際には、

いろんな形で多くの先生方に、私のほうから話を

直接させていただく機会も設けておりますが、ス

タートに当たりましては、そのような取り組みを

しているということであります。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 十分な理解をしていた

だけるように、よろしくお願いしたいと思います。 

  また、その通常の小中学校から本市の小中一貫

教育を実施している学校に転校してくる場合、児

童生徒が転校してくる場合、また反対にこちらか

ら転出といいますか、そういった形になったとき

について、学習内容等についての適応性といいま

すか、そういうようなところで困難が生じる場合

もあると思いますけれども、ここら辺についての

対処はスムーズにいっているのか、お聞かせ願い

たいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 塩原小中学校は、４月か

ら義務教育学校ということで名前が変わるわけで

ありますけれども、中で勉強している内容は、で

は特別なのかというと、実はそうではなくて、日

本におきましては文部科学省のほうが定めており

ます学習指導要領というもので、全国どこに行っ

ても、どの学年ではこういった内容を学ぶという

のは、きちんと規定がございます。 

  塩原小中につきましても、義務教育になりまし

ても、いわゆるこれまでの小学校の６年分という

のは、前期教育課程というくくりで、既存の小学

校と同じ、各学年ごとの学ぶ内容が決められてい

て、それをきちんと学ばせる。 

  中学校の分につきましては、後期教育課程とい

うことで、いわゆる中学校３年分のというような

ことをやっておりますので、子どもたちの出入り

があったとしても、これは何ら問題なく、きちん

と学びはつながっていくというふうになってござ

います。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 
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○１２番（鈴木 紀議員） 学びがつながっている

ということで、安心をいたしました。 

  次に、教職員に関する課題として、塩原小中学

校のような施設一体型と、黒磯北中学校区のよう

な施設分離型では、施設一体型以上に小中学校の

教職員の連携、また共通認識を深める必要がある

と思いますけれども、お互い研修、教職員が多忙

で、なかなか打ち合わせする時間が、なかなかと

れないという、厳しいということを聞いておりま

す。 

  そういった中で、どのような工夫をしているの

か、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） おっしゃるとおり、施設

分離型の場合には、本当に課題が大きいと思いま

す。 

  特に、やはりこの小中一貫教育で大事なことは、

９年間子どもにかかわり合う先生方が、絶えず情

報を共有化していくということでありますので、

当然打ち合わせが必要となってまいります。 

  学校が離れておりますと、物理的に移動の時間

が発生しますので、なおさら非常に時間がとりに

くくなるという課題があります。 

  そこで、本市におきましては、幸いにも教職員

ネットワークシステムというのが、今全校に整備

をされております。 

  その中に、テレビ会議システム、具体的にはＳ

ｋｙｐｅ ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓというツー

ルを使うんですけれども、これによりまして、机

に座っていながら、自分の目の前のＰＣを使って

他校の先生方とパソコンの画面上で、オンライン

で打ち合わせをできるというようなシステムが利

用できますので、これを使うことによりまして、

移動せずにいながら、時間だけ決めて、資料を最

初にメール等で送付しておいて、お互いに手元に

共通のものを置いてテレビ会議ができるというよ

うなことが、今広がりつつあります。 

  ですので、今後、こういったものを活用しなが

ら、少しでも先生方に負担をかけずに、しかも的

確に打ち合わせができると、こんなことをどんど

ん広めていきたいなというふうに思っております。 

  大変、教職員ネットワークシステムは有効であ

ります。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 教職員ネットワークシ

ステムを使ってのテレビ会議ということの中で、

情報の共有化、期待したいと思います。 

  小中一貫教育のスローガンについてであります

けれども、各中学校区で違います。 

  特に青木小学校の場合においては、高林中学校

または黒磯北中学校に分かれる生徒がおります。 

  同様に、横林小学校についても、箒根中学校と

三島中学校に分かれる生徒がいます。 

  これらの小中学校との連携に問題は発生したの

か、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） ご指摘のとおり、市内の

小学校の何校かは、住んでいる地番によって別の

中学校に進学するというケースがございます。 

  小中一貫教育研究の段階では、やはりこれをど

うするかというのが一つの大きな課題でありまし

て、当初は、かかわりのあるその２つの中学校区

に関係する先生方が行くというようなことでやっ

ておりました。 

  ただ、そうなりますと、会議の量が２倍にふえ

ます。 

  これはやはり、先生方にとっては負担な部分が

ございます。 
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  そこで、どちらかの学区に決めて、先生方は活

動しようというふうに整理をいたしました。 

  では、子どもたちが違う中学校に進むに当たっ

てどうなのかといったことも十分考えまして、管

理職や担当の先生方は、そのかかわりのある中学

校区の研究にも時折出席をしたり、情報をもらっ

たりしながら、情報の共有をして、それらを踏ま

えた上で子どもたちにかかわりを持つというよう

なことをやっておりまして、現在のところ、進学

に際しまして、別の中学校に行くに当たりまして、

支障は出ていないというふうに認識をしておりま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 支障が出ていないとい

うことで、安心をいたしました。 

  この後も引き続き、そういった形で進めていた

だきたいと思います。 

  次に、本市における小中一貫教育の評価方法に

ついての考え方について伺います。 

  評価の目的としては、各中学校区及び教育委員

会が小中一貫教育の取り組みの成果と課題を把握

して、取り組み内容や取り組み方法を見直して改

善につなげていくためには、評価が必要と思いま

す。 

  現在、市教育委員会では、評価についてどのよ

うな評価方法をとられているのか、お伺いをいた

します。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 先ほどお話をさせていた

だきましたように、今年度から各中学校区におき

ましては、目指す児童生徒像の育成、それから不

登校児童生徒の減少、この２つの大きな観点から

成果指標を設定いたしまして、その進捗状況を評

価しております。 

  年度末を迎えまして、その評価が上がってきて

いるところでありますけれども、これ以外に、教

育委員会におきましては、市内の全小中学校を対

象といたしまして、全学年というわけにいきませ

んので、小学校５年生以上の児童生徒、それから

その保護者、さらには教職員に対しまして、小中

一貫教育推進に関するアンケート調査、これを作

成いたしまして、現在その調査をかけているとこ

ろでございます。 

  ですので、これらの調査もあわせて、今年度１

年間の最初の年の取り組みについては、しっかり

と評価・検証をしていきたいと、このように考え

ております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） アンケート調査という

ことで、しっかりとそのアンケート調査の中身を

詳細に分析していただいて、ぜひ生かしていただ

きたいと、そのように思います。 

  次に、市教育委員会による学校支援についての

かかわり方についてお伺いをいたします。 

  小中一貫教育推進のためには、市教育委員会で

は研修会の実施や市採用教師配置、各調査実施費

用の補助など、多方面に学校支援を行っておりま

す。 

  学力・体力の向上から、豊かな心、感性の育成

について、大きく３点掲げてあります。 

  その中で、学力・体力の向上の中に、学び創造

プロジェクトの実施について、これまでの授業観

の転換を図り、新たな学び・授業プロセスを創造

するために、学校と市教育委員会がチームを組ん

で授業づくりをしますとありますけれども、具体

的にはどのようなチームでどう進めていくのか、

お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 
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○教育長（大宮司敏夫） 学校支援についてのお尋

ねでありますけれども、これまで私たちは、先生

方の授業力を向上するために、定期的に学校を訪

れて、先生方の授業を見させていただき、それに

対して指導・助言をするという機会は多く持って

おりました。 

  ただ、それは本当にその日だけ、その１時間の

授業を見ただけで、そのことについていろいろ議

論するというだけに終わっておりました。 

  これからの授業のあり方を考えたときには、１

単位時間では収まらないということを考えたとき

に、先生方にはその教材の大くくりになるものを

単元という名前で我々呼んでおりますが、これは

短いものでも４時間、あるいは長いものでは十数

時間かけて授業をする中で、子どもたちが学ぶわ

けですが、それをどういうふうな順番で、その授

業をつくっていくかということも含めた授業づく

りというものを今後進めていくためには、その日

だけ行って１時間だけ見てというわけではなくて、

単元の指導計画をつくる段階から、ある日のこの

授業に至るまでの部分について、初めから、各学

校には担当する指導主事がおりますので、その指

導主事を中心に、スタートの段階からかかわりを

持つというようなことを行っております。 

  授業のこま数ですが、小規模校だと２つ、ある

いは３つぐらいの授業を見ることになりますし、

大規模校になりますと６つから８つぐらいになる

んでしょうか、そういう数になりますので、その

数ごとにチームをつくるんですが、それは学校に

よっては学年単位でという場合もありますし、あ

るいは学年を超えて、低・中・高の先生方が集ま

ってもらったり、そして本市の特徴の一つとして、

小中一貫教育の観点から、例えばＡ小学校で授業

研究会をやりますよといった場合には、そのＡ小

学校が所属する中学校区の中学校の先生を、全員

とはいきませんけれども、何人かの方が初めから

その授業づくりに入ってくる、あるいは中学校で

やる場合には、その中学校区の小学校の複数校の

学校から先生方が何名か入って、一緒にその授業

づくりをやるというような形で、初めからチーム

をつくって授業づくりをすると。 

  その中で、その授業観というものをみんなで話

し合ったり、あるいは指導主事からアドバイスを

したりするというようなことを通して、まさに１

日の１時間の授業だけでの指導・助言ではなくて、

継続して教育委員会が複数の先生方にかかわりを

持つということは、大変特徴的なものかなという

ふうに思っております。 

  また、実際にその授業を行った後には、ラウン

ドテーブルといいまして、円卓ですよね。丸くな

って、きょうの授業がどうであったのか、あるい

いはこの授業の仕組みに当たって、この単元の指

導計画がよかったのかどうかということについて、

それぞれが意見を出し合うということで、より充

実した次の授業を仕組んでいこうということが、

単に授業をやった先生だけの力に収まるのではな

くて、それに、授業づくりに参加した一人一人の

先生方にも全部その力がついてくるというような

ことにもなります。 

  当然、私もその授業を見る当日はお邪魔させて

いただいて、短い時間ですけれども、そのラウン

ドテーブルの中にちょっと口を挟ませていただい

て、先生方とディスカッションをするというよう

なことをできるということもありまして、これは

大変有効なものであろうというふうに考えており

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 小学校と中学校の先生

が、いかにつながりを持って進めていくのかとい

うところを、最初の段階から、スタートの段階か
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ら入って、打ち合わせをしていくということだと

思います。 

  本当に将来を期待したいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

  次に、約１年を過ぎようとしているとはいって

も、研究期間を含めると数年を経過しているわけ

であります。 

  この間を含めて、現場の先生からの意見、問題

点等を聞く機会を設けてきたのか、お聞かせ願い

たいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 先生方の声をどう把握す

るかということ、これも大変重要なことであろう

というふうに思っております。 

  手前みそになるかもしれませんけれども、本市

の教育委員会のスタッフ、特に指導主事を中心と

して、学校との接点を多く持っている中で、学校

との距離感は非常に近いと。 

  それから、上から下という、そんな関係でもな

く、本当にフラットで、お互いに言いたいことを

言い合える、そういう関係性をつくろうと、我々

は努力をしてきておりますし、ある程度そういっ

た評価、学校からもしていただけるのではないの

かなというふうに思っております。 

  先ほどの、学び創造のラウンドテーブルではご

ざいませんけれども、できる限りいろんな機会に

学校に入って、先生方と一緒に、それぞれの学校

の悩み等を聞きながら、同じ方向を向いて、その

課題解決に向けて取り組んでいるという、そうい

う姿勢が随所に見られるなというのは、私自身は

思っております。 

  もちろん、これで十分とはいえませんので、今

後もそのかかわり方を十分に改善して、本当に、

真に風通しのいい学校と教育委員会の関係を、さ

らに構築していきたいと、こう思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 課題解決に向けた、そ

ういった機会を、本当にこの後も、できることな

らば定期的に設けていただいて、現場の先生の意

見等、問題点等をやはり受け入れてくれる、そう

いう体制づくりも大変重要なのかなと思います。 

  市教育委員会としても、積極的に学校を支援し

ていくことは、教師の環境づくりだと私は思って

おります。 

  教師の成長なくして子どもの成長なしと思いま

す。 

  今まで以上に、市教育委員会として、現場の意

見、考え方も取り入れることによって、教師の成

長にもつながると思っております。 

  教師の環境づくりと生徒の成長のために、今ま

で以上の支援をよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５９分 

 

再開 午前１１時０８分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） それでは、次に、学校

評価についてお伺いしたいと思います。 

  那須塩原市においては、学校評価について、全

小中学校区で実施しているのか、お聞かせ願いた

いと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 学校評価につきましては、
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これは学校教育法施行規則第66条に規定がござい

まして、これによりまして全校におきまして実施

をしております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 学校評価で出されたも

のに対しての改善策なんか等については、現状で

もとられてきたと思うんですけれども、具体的に

あればお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これは最初の答えで申し

上げましたとおり、自己評価と、それから学校関

係者評価という形で、校内における先生方が自分

たちの教育計画を実施して、それに対してどうだ

ったのかということ、それから学校関係者という

ことですから、保護者やそれから学校評議員さん

とか、そういった方々から見てどうだったのかと

いう２通りでやっておりますので、当然のことな

がら、基本的には学校、次年度の教育計画にそれ

を反映させるという形になりますけれども、例え

ば、学校関係者評価の中から、校内だけでは思い

つかないような新たな発想から、こういうことは

どうなんですかというふうにして、気づかされる

というんですか、そういう新たな発想というもの

を当然この中に取り入れることもあり得ますので、

この制度をさらに充実したものにしていくという

ことは、今後学校も我々も考えていかなければな

らないと考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 評価結果ですけれども、

これに対しての公表、改善策について等の情報提

供等については実施していると思いますけれども、

お伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） この評価結果につきまし

ては、全ての学校におきまして、ＰＴＡの会議と

かそういった機会を捉えて、資料をもとに説明を

したり、あるいは学校評価結果を文書にして、保

護者あるいは地域に配布をしたりというような形

をとっております。 

  今後、これらを積極的に発信することによって、

学校がこう変わっていくというようなことを広く

理解をしてもらうことは大変重要だと思っており

ます。 

  ですから、今後、今年度途中から全校でオープ

ンしました学校のホームページ等、これらもやは

り有効に活用する一つのツールとしては大事にな

ってくるのかなと、このように考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 評価結果を、当然なが

ら設置者のほうへの報告という形で、また、発信、

ホームページということですけれども、次の学校

評議員制度の活用についてですけれども、最近取

り入れた学校はあるのか、具体的にあれば、お聞

かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） この学校評議員制度につ

きましては、大分時間もたってきて、有効に活用

される場面がふえてきているのかなというふうに

思っております。 

  幾つか実例をご紹介しますと、１つは、学校評

議員さんからの意見の中で、災害があったときの

避難訓練につきまして、学校では複数回やってい

るわけでありますけれども、これを回数をふやす

だけではなくて、ぜひ引き渡し訓練とか、あるい

は新たな災害への対応等についても避難訓練を実

施してはどうかというような提案を受けて、この

避難訓練の中身を充実させたという例もあります。 
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  また、子ども会育成会のことにつきまして、や

はりどこの地区でも少子化の影響で、子ども会育

成会の参加者が大変少なくなっていると、こうい

ったことを受けて、評議員さんからの意見をいた

だいて、第３日曜の家庭の日は、できるだけ部活

動とか練習試合とかそういったものを控えて、親

子で過ごす時間をつくりましょうというようなこ

とで、既にもう先行して取り組みを始めた、そう

いう例もございます。 

  それからもう１つ紹介しますと、通学路の交通

安全について、危険箇所の指摘を受けてその通学

路を見直したり、安全策を講じるために市のほう

に要望書を提出するなんていう、そういった取り

組みも、この学校評議員の方々の貴重なご意見の

中から生まれてきております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） この評議員さんの中に

は、当然ながら地域の方も入っています。 

  そういった中においては、地域と、この後出て

きますけれども地域との連携が、非常に重要なと

ころになってくるのかなと思います。 

  そういった中において、今後、この学校評議員

制度をどのように活用していくのか、考え方をお

聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 実は、この学校評議員制

度は、さらに先に行くと、いわゆるこれから国と

かが広げていこうとしているコミュニティースク

ールというものにも、限りなく近づいてくる部分

もあります。 

  ただ、本市としましては、この学校評議員制度

は今後も充実させていきたいと考えておりますの

で、いかにこの評議員の方々に学校の情報をつぶ

さに理解をしていただく、そういう工夫を今後続

けていくことが一つではないのかなというふうに

思っております。 

  ですので、一応、年間限られた会議、本来は会

議ではなくて、一人一人の評議員さんから随時意

見をいただくと、校長が意見を聴取するというの

がこの学校評議員制度の趣旨でありますが、効率

を考えて会議形式をとっている学校が結構多いか

と思うんですが、そういうところで広く貴重な意

見をもらうためには、学校評議員の方々がいかに

学校教育活動を広く見て、さまざまな情報を持て

るかという部分、これが大変大きいであろうと思

いますので、今後そういう学校評議員への細かな

情報の提供、あるいは学校に自由に来ていただい

て、つぶさに学校を見ていただく、そういった機

会の確保というのはしっかりとしていかなければ

ならないと思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 評議員制度をさらなる

充実をさせていただいて、今後の活動に広げてい

ただけたらなと思います。 

  次に、地域学校協働本部についてですけれども、

内容と取り組みについてお伺いしたいと思います。 

  また、そういった中において、組織を立ち上げ

るに当たりまして、どこにポイントがあったのか、

お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 地域学校協働本部につい

てのお尋ねでございますけれども、これを今後次

年度から、本市におきましては５年間をかけて、

全中学校区に設置をしていくという計画を立てて

いるわけでありますけれども、この組織を立ち上

げるに当たってのポイントというのは、やはり、

いかにその地域を知っている方々を、地域のお世

話役、地域コーディネーターと申しますが、こう
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いった任を持っていただける方をどれくらい確保

できるか、それからその地域の受け皿がどの程度

熟度を増しているかという部分あたりがポイント

になるのかなと、こんなふうに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） つなぎ役としての地域

コーディネーターということだと思います。 

  そういった中での確保ということが難しいかな

というように思いますけれども、説明の中には、

つなぎ役として地域コーディネーター、また公民

館職員、さらには地域連携教員を中心というよう

な説明がありました。 

  具体的にはどういうような役割があるのか、お

聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 既に設置されております

のは地域連携教員というものでございます。 

  これは学校の中に、学校では校務分掌というの

をつくりまして、それぞれ先生方がなにがしかの

役割を担うわけですけれども、この地域連携教員

というものは、地域の教育資源を学校教育活動の

中に取り込むために、地域の方々との橋渡しとい

うんですか、窓口というような役割を持つ方を指

定しております。 

  多くの場合には、社会教育主事の資格を持った

先生方が多くあります。 

  そうでない場合には、学校の教頭先生がこれを

担うというケースが多いかなと思いますが、まさ

に、繰り返しになりますけれども、地域の方々へ

のつなぎ役、あるいは今後地域コーディネーター

が設定されれば、その地域コーディネーターとの

連絡調整、あるいは他学校の地域連携教員との連

絡調整、こういったものをこの地域連携教員とい

う先生には担っていただくことになるのかなとい

うふうに思います。 

  また、もう一方で地域のほうの地域コーディネ

ーターという方、この方々を今後どれだけ確保す

るかというのが、この地域学校協働本部の活動に

大きくかかわって、その成否にかかわってくるわ

けでありますけれども、学校の、先ほど申し上げ

ました地域連携教員との連絡調整役、それから同

じように他学校区の地域コーディネーターとの意

見交換・情報交換といったこと、そして公民館に

一応本部は置こうと考えておりますので、その事

務的な処理をしていただく役割を果たす公民館職

員との連携、こういったことがそれぞれ出てくる

のかなと、こんなふうに思います。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 公民館が本部の事務局

になるのかなと思います。 

  そういった中において、地域コーディネーター、

公民館職員、地域連携教員というものがやはり一

体とならないと、なかなか進められないのかなと、

そのように思います。 

  先ほど目標とスケジュールということで、目標

年度という話で33年度目標に全中学校区でつくっ

ていくということですけれども、それまでの33年

度までのスケジュール等について、今年度も含め

て今年度は各中学校区で何校をメーンに進めてい

くのか、その辺も含めてお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これはこちらの計画では

５年間の中でありますけれども、相手があっての

ことと言ったら変ですけれども、何度も申し上げ

てあるとおり、やっぱり地域の受け皿がどれだけ

準備できるかという部分が大変予想としては大き

いのではないのかなと思っております。 
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  多くの各中学校区にはコミュニティーという組

織ができておりまして、それぞれ大変特徴のある

活動をしております。中には子どもを巻き込んで

の活動をなさっているところもあります。そうい

ったところを十分考えた上に、こちらとして今後

こういうような体制で、こんな取り組みをという

ようなことで理解をしていただきながら進めてい

くためには、やっぱりある程度モデル地区のよう

なものを設定して、そこからさまざまな課題等洗

い出しながらこの事業を確かなものにしていく必

要があるのではないのかなというふうに思ってお

りますので、次年度は複数のモデル地区を設定さ

せていただいて、まずは進めていくというような

形をとりたいと思います。 

  そして、国の政策の一つとしてこれは位置づけ

られておりますけれども、私は形にはこだわらず、

本市ならでは、あるいはこの地区、中学校区なら

ではの活動が大切だというふうに思っております

ので、あえて那須塩原版地域学校協働本部活動に

しようというふうに思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 来年度の目標について

はまだ答えがなかったような気がするんですけれ

ども、29年度に対しての先ほどモデル地区という

ことですけれども、何校か考えていると思います

けれども、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 大変失礼いたしました。 

  今のところ黒磯地区で１地区、それから西那須

野地区で１地区、それから塩原地区で１地区がで

きればいいかなと思っています。 

  ただ、これもその地域の様子をさらによく我々

も把握をした上で、無理をするとなかなか先に進

みませんので、十分理解をしていただきながら、

まずはやっぱり地域の方々に理解をしていただか

なければこの活動は前に進んでいかないというふ

うに思っておりますので、次年度前半の部分はそ

れらを理解を深めていただくことを十分時間をか

けて努力してまいりたいと思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 黒磯、西那須野、塩原

地区ということで進めていくということですけれ

ども、また受け皿の準備ということについては最

初の答弁の中にたしかあったと思うんですけれど

も、緩やかなネットワーク化というものがそこに

大事になってくるのかなと思います。 

  そうした中において、やはり地域住民の方の多

くの方に参加していただくということも大変重要

であろうと思いますけれども、その地域の方に、

たくさんの方に参加していただくような形での進

め方はどういった形で進めていくのか、お伺いを

したいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 緩やかなネットワークを

つくっていく、これはお互いに無理をしてしまっ

ては長続きはしないわけでありますので、負担が

なるべくない形、ちょっと表現が不適切ですけれ

ども、逆を言えば、子どもを中心とした活動に

「よし、参加してみよう」というふうにみんなが

思ってくれる、そういうふうな気持ちをいかにつ

くっていくかという部分であろうというふうに思

っております。 

  全然今までそういった活動はないかというとそ

うではなくて、やっぱりこれまでも実は地域の教

育資源を学校は少なからず活用させていただいて、

いろんな活動をしてきていることは事実でござい

ます。あるいは、学校ボランティアといった活動

とか、さらに事業所を巻き込んだマイチャレンジ
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事業、こういったものも少なからず地域の教育資

源を学校教育活動の中に取り入れさせていただい

ているようなもの、さらには公民館を中心とした

学社連携融合事業、こういったものも現実的にも

う既に実施をされております。 

  ですので、そういったものをさらに広げていく、

既にあるものをさらに充実させていくという発想

でいけば負担感なり、あるいはやらされ感とちょ

っと言葉が不適切かもしれませんけれども、そう

いうものはなくなっていくのではないのかなとい

うふうに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 地域の子どもは地域で

守っていくんだということが、冒頭に言った将来

は子どもが宝だというところにつながっていくの

かなと思います。 

  地域によってはやはり地域の希薄化ということ

が進んでおります。地域と学校が連携を強化する

ことで、地域全体で未来を担う子どもたちの成長

を支え、地域を創生する活動を推進する新たな体

制が地域学校協働本部だと思います。 

  来年度予算にはたしか先進地視察ということで

計上されておりますけれども、参考までに候補地

というか、何カ所でも結構ですけれども、想定し

ているものをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、来年度視察をどこ

に考えているかということでございますけれども、

先ほど申し上げましたように先行事例を学ぶこと

はとても大切なことであると思いますが、それを

そっくりまねしてということでは意味はないとい

うふうに思っております。 

  そういう中で一応候補として挙げているのは３

カ所ございまして、１つは埼玉県飯能市で展開し

ておりまして、これは自治会と連携をした活動が

展開されているというふうにお聞きをしておりま

す。 

  もう一カ所は千葉県の野田市ですが、こちらは

中学校区ごとの取り組みということなので、すご

く興味が私もあります。また、公民館と連携して

地域人材を学校に呼び込むそういう仕組みがもう

できているというようなことでありますので、大

変いろんな思慮が得られるのかなと思います。 

  もう一つは神奈川県の小田原市でございまして、

こちらは地区における一体教育の推進であったり、

地区で目指す児童生徒像の設定とかというところ

がこれはどちらかというと小中一貫教育、我々が

取り組んでいる部分と大変似た部分があったりし

ます。 

  こういうそれぞれ特色のある先行事例のところ、

予算の範囲内で情報収集等できればいいかなと考

えております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 候補地として３カ所と

いうことでしっかりと研修していただきたいと思

います。 

  小中一貫教育の先駆けとして今まで以上に子供

たちへの愛情を注いでいただきたいと思います。

それに期待をいたしまして、次に移ります。 

  英語教育の推進についての再質問をしていきま

す。 

  各学校において、多くの児童生徒がＡＬＴと

堂々とコミュニケーションをとっている姿を見ら

れるようになってきたとのことです。何よりだと

思いますし、私も実際目の前でそのような光景を

遭遇したことがありますし、また感動もしたし、

うらやましくも思ったこともしかりです。 

  そこでお聞きいたします。 

  小規模校と大規模校との環境の違いというもの
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は、１つにはＡＬＴに関して言わせていただきま

すと、小規模校のほうが常にＡＬＴの方が近くに

いるという中においてはやはり英語力、コミュニ

ケーション力というものは大規模校よりも数段先

に行くのかなとそのように考えていますけれども、

その辺についての捉え方はどのように捉えている

のか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） この本市が取り組んでお

りますＡＬＴの全校常駐配置というのは、やっぱ

り絶えず子どもたちのそばに日本人以外の、日本

語以外の言葉をしゃべる人がいるというこの環境

をどう構築するかという部分が大変重要なことで

あろうと思っております。 

  そういう意味でありますが、実際には学校に在

籍する児童生徒数は各学校違いますので、いわゆ

る平均的なものをしていったときに、ある程度差

というものは当然出てきてしまうのは仕方ないこ

とであります。そういう点で大規模校につきまし

てはおかげさまで予算をつけさせていただきまし

て、複数校４校、現在、大規模の小学校２校、そ

れから中学校２校には２名のＡＬＴを常駐配置を

させていただいておりまして、一人でも多くの子

にかかわりを持てる時間を確保しようと努力をし

ております。 

  もう一方で、小規模校の場合には確かに子ども

がＡＬＴに接する時間は多い、これはいたし方な

いことだなというふうに思っております。ですの

で、この常駐配置に加えまして、グローバル・コ

ミュニケーション・デーという時間を設けて、年

間３回程度であったと思いますけれども、10人程

度のＡＬＴたちがグループをつくって、１日ある

特定の学校に押しかけて、たっぷりと英語漬けに

するというものをやっております。 

  それから、夏休みにはサマーイングリッシュス

クールというのを開いて、もう３年が終わったと

ころですけれども、年を追うごとにすごい参加の

数になってきておりまして、これでこの先もっと

ふえたら実施の方法をちょっと工夫しなきゃなら

ないかなというぐらい子どもたちに大変人気のあ

る事業でありますけれども、こういったもの等を

通して少しでも市内の小中学生に満遍なくという

言い方は変ですけれども、ＡＬＴとの接点を少し

でも多く持つ機会を今後とも工夫してまいりたい

と思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 何よりも子どもたちが

楽しみにしているというところが一番大事なとこ

ろかなと思いますし、また、グローバル・コミュ

ニケーション・デー、サマーイングリッシュスク

ールということでできるだけ平均化と変な言い方

ですけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、９年間の小中一貫英語教育カリキュラム

をもとに授業実施しているということですけれど

も、各学校においては進みぐあいというものに違

いが出てくるのかなと思います。そういった中に

おいて修正が出てくるように思いますけれども、

そういった修正等が起こることがあるのかどうか

をお伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 本市が作成しました９年

間をつなぐ小中一貫英語教育カリキュラム、これ

は日本語版と英語版ということでございまして、

これはもうまさに全国にも例のないすごいカリキ

ュラムでございます。 

  ただ、これも実はこの年明けに出ました次期学

習指導要領で、今度はいよいよ小学校におきまし

ても３、４年生で英語活動、５、６年生では英語
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科というようなことで教科化が進みます。 

  これも実は国のほうが前倒しができる自治体は

前倒しをどうぞというようなことで来ておりまし

て、これは実はどの自治体でも先行実施をしよう

というようなことで取り組む準備を始めておりま

す。ただ、準備期間が実は平成29年１年間しか、

30年から前倒しで実施をするというようなことに

なってまいりますので、この29年度中に実数がふ

えた分のカリキュラムを新たにつくらなければな

らないというのがこれが大きな課題でございます。 

  議員の質問の学校によって進み方違うんじゃな

いのというのとこれはありません。ですが、つく

ったものにさらにつけ足す部分、三十数時間の授

業がふえるわけでありますので、その部分につい

ては今ないので、それを大至急つくらなきゃなら

ないということが平成29年度起こってまいります

ので、カリキュラム作成委員会を設置しまして、

その準備を怠りなくしていきたいと思っておりま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 来年度から英語科とい

うことで大変苦慮するところだと思いますけれど

も、よろしくお願いしたいと思います。 

  各学年終了時における表現ということに関する

学習到達目標を小学１年から中学３年生までの６

段階に分けてあります。この学習到達目標の表現、

例えば小学校１年、２年生では、誰にでも笑顔で

挨拶することができる、誰にでも感謝の気持ちを

言葉で伝えることができるの２点を挙げています。 

  また、中学３年生では、ＡＬＴに那須塩原市や

日本の暮らし、文化について１分間程度のプレゼ

ンテーションをすることができる、また、自分の

夢について、理由を添えてまとまりのある文章を

書くことができるとありますけれども、この表現

という部分についてはどういった場面で到達度を

見るのか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） この小中一貫教育英語カ

リキュラムを活用した授業の中におきまして、コ

ミュニケーション活動、あるいは学習活動そうい

った場面の中でＡＬＴと子どもたちのインタビュ

ー、何ていうんでしょうかインタビューと片仮名

で言っちゃいますが、そういう活動を通して子ど

もたちがどういうような力を今持ってきているか

ということを把握するということ。それから、日

本人の教師がふだんの子どもの学習活動の様子を

見ながら評価をしていくというのが実態でござい

ます。 

  これに加えて年度末には、全校の児童生徒やあ

るいは教師、保護者を対象としたこの表現に関す

る部分のアンケートも実は調査をかけております

ので、こういったものも１つの評価として我々は

扱ってまいりたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） ぜひ表現等がこれから

先、ある部分においては９年先という部分にもな

ってくるのかなと思いますけれども、よろしくお

願いしたいと思います。 

  英語についてはやはりコミュニケーション力と

いうものが養うということが言われましたけれど

も、日本語ではやはり敬語というすばらしい文化

があります。そういった中においてはコミュニケ

ーション力という部分に英語のコミュニケーショ

ン力というものは、ある部分ではいじめ防止につ

ながっているのかなと思いますけれども、この点

についてはどう捉えているのか、お伺いしたいと

思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 
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○教育長（大宮司敏夫） 議員おっしゃるとおり、

本市が進めている英語教育というものは究極のコ

ミュニケーション力を養うことだろうと私も思っ

ております。 

  つまり、コミュニケーションですので、お互い

に思っていることをしっかり相手に伝える、そし

て相手のことをしっかりと理解をするとこれが基

本です。ですので、こうではないのかな、ああで

はないのかなというような推測するというだけで

はおさまらない、ここのところに私は大変大事な

ところがありまして、このいじめのケースでやっ

ぱり相手がこう思っているんじゃないのかな、あ

るいはこう感じているんじゃないのかなというと

ころからいろいろなことが起こっているケースが

よく見られますので、そうではなくて、しっかり

とお互いの思いを理解し合うということを十分本

市の子どもたちは力をつけつつあるのかなという

ふうに思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） よろしくお願いしたい

と思います。 

  次に、英語教育推進室の役割としてはどのよう

な役割なのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 英語教育推進室、これは

ＡＬＴ全校常駐配置を機に設置させていただきま

した部署でございますけれども、主たる業務は今

申し上げましたとおり全校へのＡＬＴ常駐配置に

伴いまして教員とかＡＬＴの指導、あるいは研修、

それから労務管理、それからカリキュラムの検証

そういったものをやっております。あわせて中学

生海外交流事業こちらもこの英語教育推進室が担

当しております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 子どもたちのことを考

えるとやはり一番最初に考えるのは現場の学校の

先生と英語教育推進室の連携だと思います。どの

ように連携をとっているのか、お聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 大変これも重要なことで

ございますが、英語教育担当者会議、それから英

語教育情報交換会、こういったことを定期的に開

催をしております。 

  担当者会議につきましては年２回の開催、それ

から担当の英語教育推進室に所属しております指

導主事等が学校に随時訪問をしておりますので、

そういった中で本市の進めております英語教育に

つきまして、学校現場とのコミュニケーションを

しっかり図っていると思います。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） ぜひ連携を密にとって

いただきたいと思います。 

  それでは、次の特別支援教育の推進について再

質問をしていきます。 

  個別の指導計画を作成して保護者と連携をとり

ながら指導をしているとのことです。指導計画の

見直しについては当然、児童生徒の発達や成長も

考慮した上で定期的に行っていると思いますけれ

ども、詳細にお伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 特別支援教育推進に当た

りましては個別の指導計画を作成するということ

になっておりまして、この計画は本市の場合には

２期制をしいておりますので、前期、それから後

期それぞれの学期が始まるときにこの計画を作成

して、その学期が終わる段階でこれまでの指導を
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振り返って反省をし、見直しを図るというような

ことを繰り返しております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 前期、後期で検証しな

がら進めているということだと思います。 

  各学校の中では校内教育支援委員会を設置して、

教職員間の共通理解を図ると答弁されましたけれ

ども、委員会のメンバーは当然ながら校長を委員

長としていると思うんですけれども、どのような

メンバー構成になっているのかお聞かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 校内支援委員会の構成メ

ンバーのお尋ねでございますけれども、これは統

一的なものはありませんけれども、おっしゃると

おり校長、教頭、それから教務主任、そして各学

校にはこの特別教育を推進するに当たって中心と

なる役割を果たす特別支援コーディネーターとい

うことを担当する教員がおりますので、この方、

それから学習指導主任、あるいは児童生徒指導主

任、養護教諭、あるいはその子が所属する学年が

ありますので、学年主任、こういった方々が構成

メンバーになっている学校が大部分だろうと思い

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） それでは、教職員全員

が共通理解をするための校内研修についてはほと

んどの小中学校で実施しているのかをお伺いをい

たします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 先生方の共通理解、これ

を図るためには先ほど申し上げましたように特別

支援教育コーディネーター、この先生が中心に校

内研修を仕組んでおりまして、現職教育、あるい

は場合によっては学校課題として学校で１年間か

けて研修を深めるとか、あるいは関係する資料を

配付するとかこういったことを通して全職員が共

通理解する努力をしております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） ぜひ共通理解をしてい

ただき、それが結果的にいじめ防止等につながっ

ていくのだろうと思っています。 

  次に、保護者との連携についてですが、子ども

の成長を願うのは親として当たり前です。その親

御さんとはどのような、そして具体的に連携をと

っているのかをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これも大変重要なことで

あります。 

  各学校におきましては、年度当初に先ほど申し

上げましたような個別の指導計画を作成する折、

対象となるお子様の実態とか興味関心等細かな部

分を保護者の方に確認をさせていただきながら計

画を立てている。あわせて随時学校生活を通して

学習状況、あるいは友達の関係、それから学校で

の様子等を事細かに保護者と連絡を取り合ってい

るというような現状でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） ぜひよろしくお願いし

たいと思います。 

  特別支援教育については、私は県内でも屈指の

教職員のレベルの高さにあると思っています。ま

た、全国でもハイレベルの高さであるとも思って

いますし、安心して学校に預けられる環境である

と思っています。ぜひ所感をお聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 
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○教育長（大宮司敏夫） これ特別支援教育という

のは特別支援学級に在籍している子どもたちのた

めだけにあるわけでありませんで、当然のことな

がら、どの子にもそれぞれ個別に対応しなければ

ならない事柄に対してはきちんと対応していくこ

とが当然学校教育では求められております。 

  そういったことをしっかり踏まえた上で、特に

特別支援教育につきましては、どの先生たちも先

ほど申し上げましたように共通理解を深めて、同

じような意識を持ってこの教育にかかわっていく

というようなことが大切であります。 

  ですので、これで十分というものは私はないと

いうふうに思っております。また、今後も次の新

しい特別支援教育のエキスパートをつくっていく

ということも大変重大でありますので、そういう

人材の育成も含めてしっかりと推進してまいりた

いと思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） ぜひ人材育成よろしく

お願いしたいと思います。 

  最後になります。 

  教職員の指導力についての再質問をさせていた

だきます。 

  答弁では、校長、教頭、教務主任等々の研修が

あるというふうに言われていました。そういった

中において、研修では十分に研さんされていると

思うんですけれども、そういった認識、またマン

ネリ化はしていないのか、お聞かせ願いたいと思

います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 職位別研修、それからテ

ーマ別研修と十分こちらとしてもテーマをその

時々の必要なものに絞って、マンネリ化にならな

いような工夫をさせていただいております。 

  やっぱりこの研修というのは先生方が学びたい

意欲が持てるような、やっぱり今自分としても、

ぜひこのテーマについて勉強してみたいと思って

もらえるようなテーマをいかに設定するかという

部分がとても大切なことではないのかなというふ

うに思っております。 

  また、座学のようにただ座って一方的に話を聞

くだけではなくて、ワークショップ型というんで

しょうか、参加をしながらそこで先生自身にいろ

いろ考えてもらうとそういったものであったり、

あるいは研修に参加してもらった後、アンケート

をとって我々としても改善を図っていく、そうい

った努力を今後もしていきたいと思っています。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 人の温かさが感じられ

る、子どもの痛みや苦しみ、うれしさを共感でき

る先生が近くにいるというだけで子どもたちは幸

せを感じると思います。 

  自尊感情を高める教師になれているのか「教育

は人なり」と言われました。さまざまな取り組み

を通してとたしか答弁があったと思いますけれど

も、市教育委員会では先生のための人権教育の研

修は何か実施しているものがあるかをお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 人権教育というものは研

修をすればそれでいいというものではなくて、や

はり全教育活動を通じていろいろな場面で教師が

学んでいく、あるいは自分を振り返るということ

がとても大切なことでないのかなというふうに思

っております。ですので、ある意味、日々の先生

方の教育活動の場そのものが研修と私は考えてお

ります。ですので、そういったことを意識してい

ただけるような働きかけを市教育委員会としても
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していきたいと思っております。 

  幾つか例はありますが、１つ挙げるとすれば、

先ほど申しましたようにワークショップ型という

ことで、先生方が参加して自分自身として何をこ

こから考えるのかといったことを意図的に進める

ような人権教育支援訪問というものがございます

ので、これは県の教育委員会が主催しております

が、こういったものを学校に取り込んで実施をし

たりしておりますし、また、人権教育を中心に進

めるための人権教育主任という方も学校の中には

位置づけられておりますので、そういった先生方

を中心に年数回の人権強調週間といったものをつ

くって、ふだんよりもさらに意識を高めるといっ

たことをやったりしております。 

  加えて、やっぱりこれには管理職の先生方への

かかわりというのもとても大切なことであろうと

思っております。日々の先生方の教育活動の中で、

必要に応じて管理職がかかわりを持つということ

も大変重要だと私は思います。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 人権感覚、私は一言で

言うと人の優しさ、相手を思う気持ちだと思いま

す。全てここから出るものであると信じています

し、心にあるもの、心で思う気持ちが言動や行動

にあらわれるものであると思っています。特に行

動にあらわれるものであると思います。 

  心の成長なくして全ての成長はないと思います

し、どうしたらその人の優しさや相手を思う気持

ちを養うことができるのか、自分本位ではなく、

寛容性のある人権感覚をどう養わせられるか、今

の各職位別研修以外に何か先生方に対しての自己

研さんまたは自己を磨く道徳研修というのか、そ

ういったことの教育長直轄の研修は必要だと思い

ますが、その点についてはどうお考えなのかお聞

かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 直轄の研修ということで

ございますが、実はこの人権につきましては、私

日ごろから自分の心にとめている言葉がございま

して、それは議員もご承知かもしれませんけれど

も、中国の孔子の「論語」の中に出てまいります

「恕」という言葉であります。これは「衛霊公」

という編のところに入っておりまして、弟子の子

貢という方が孔子に対して、一言で言って生涯貫

き通すべき言葉があったら何でしょうか、教えて

くださいというふうに言ったときに、孔子がそれ

は「恕」だというふうにおっしゃったそうです。 

  つまり、相手の身になって自分が思い、言葉を

発する、行動するということを心がけること、こ

れがとても大事なことだというふうにおっしゃっ

たわけでありますが、孔子はさらにつけ加えて、

これ大変有名な言葉ですけれども、「己の欲せざ

る所、人に施すこと勿れ」と。わかりやすく言っ

て、自分が人からされて嫌だなと思ったことは自

分は人にはしない。そういったことも含めてこの

「恕」という言葉が私は一番人権教育の核心に迫

る部分ではないのかなというふうに思っておりま

すし、ふだんも自分の身を処すときにはこの

「恕」という言葉をとても大切にしているわけで

あります。 

  それで、塾というわけにはいかないんですけれ

ども、現在この立場で校長会議を年６回ほど開催、

あるいは教頭会議とか回っておりますが、そうい

った会議の資料の冒頭には多くの場合、その「論

語」から取り込んだ言葉とか、もう一つ、江戸時

代に儒学者で佐藤一斎という方がいらっしゃった

んです。この方はいわゆる今で言えば管理職のマ

ネジメントの際にこういったことを心得よという

ものをたくさんの言葉を残しまして、「言志四
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録」という言葉で残したんです。これの中から何

遍か拾って、西郷隆盛なんかは自分の本としてそ

の「言志四録」の中から自分で気に入った言葉を

かき集めて１冊の本にしたぐらいのものが、これ

は漢文で全部書いてあるので、なかなか読むのは

難解なんですけれども、こういった言葉も私大変

好きでありますので、そういった言葉なんかを挙

げて、人の上に立つ者としての心得とはこうある

べきではないのかなという、自分もそういうこと

を言えない自分がいるんですけれども、みんなで

そういったことを考えてはどうですかというよう

なことを繰り返し問うていたりするのが１つの塾

的なものなのかもしれません。 

  あわせて、やっぱり自分自身を磨いていかなけ

ればならないというふうに思っておりますので、

ふだんからたくさんの書物を読むようにしており

ます。 

  その中から大変共鳴したもの、あるいは先生方

に読んでいただいてもらったり、あるいは主導主

事たちが読んでもいいのかなという本につきまし

てはすぐに紹介をして、「この本、読んでみたら

どうなの」と、後で読み終わったあたりに「どう

思った」というようなことを何気なく会話する中

でやったり、あるいは先ほど言いました教職員ネ

ットワークシステムでメールを使います。私もメ

ールを使いますので、そのメールを使いまして、

直接各学校の校長先生方にこのことについては私

はこんなふうに今思っているけれども、どうです

かというようなことでメールを送らせていただい

てその返信をいただいたりというような形で、特

に校長先生方とは意思の疎通を積極的に図ってい

るつもりではおります。 

  これもまだまだ自分を磨いていかなければなら

ない、自分のことは一番よくわかっておりますの

で、今後ともまずは自分を磨き、そして一緒に仕

事する人たちとお互いに磨き合うとそういった努

力をしていきたいなと思っています。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） ぜひよろしくお願いし

たいと思います。 

  いじめ問題やいじめによる自殺など、また障害

者施設での殺人事件、肉親同士の殺人などがあり、

余りにも痛ましい殺傷事件があり過ぎるように思

います。ネグレクトもしかりであります。そのた

めにも人としての人権教育に重きを置かなくては

ならないと思いますし、先生の人権感覚がますま

す重要だと思います。本当に信頼される先生なの

か、本当に信頼される先生に育っているのかが問

われる時代だと思います。 

  ウィリアム・ウォード、教育学者ですけれども、

この人の言葉の中に「平凡な教師は言って聞かせ

る。よい教師は説明する。優秀な教師はやってみ

せる。しかし、最高な教師は子どもの心に火をつ

ける。」と言われました。 

  大宮司教育長が先生方、特に学校の責任者であ

る校長がどこにいるのか、その位置をどうしたら

上げられるか、校長が上がれば先生も上がり、結

果、子どもたちの意識も変わっていくはずです。 

  リーダーの力量以上に組織は強くならないとも

言われております。先ほど管理職とのかかわり方

ということを言われましたけれども、教育長の成

長、そして校長の意識を成長させるためにも主に

校長をメーンにして大宮司塾等をつくり、ともど

もに人権感覚を磨く塾を立ち上げることを提案い

たしますけれども、どう考えますか、お聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 大変重い課題だというふ

うに思います。 
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  くしくも新しい教育委員会制度のもとでの教育

長という立場で仕事をさせていただくようになる

わけでありますので、国も申しておりますとおり

教育長は学び続けなければならないというふうに

言われております。実際、実は先週の土曜日と日

曜日とつくばの教員研修センターのほうに行きま

して、全国から各県数名ずつの教育長さん方が集

まった中で教育長セミナーというのに実は参加し

てきて、全国の教育長さん方と意見を交換させて

いただいてきました。 

  やはり次々と新しい教育課題が今沸き起こって

おります。ましてや次期学習指導要領が示されて、

これは大変衝撃的な出来事であったと私は受けと

めております。つまり、明治５年に日本の学校教

育制度が発足したわけでありますけれども、そこ

から脈々と流れてきた日本の教育のあり方という

ものをここに来て、国は思い切り変えなければと

いう思いで今回の学習指導要領改訂に踏み込んだ

んだと思います。 

  その背景にやはり今後21世紀の社会の中で子ど

もたちが生きていくときに我々が想像もしないよ

うな社会が待っている、その中では既定の知識だ

けでは勝負はできない、そういう時代に来ている、

知識基盤社会ということです。 

  だから、何かを知っていればいいんじゃなくて、

自分はこの問題についてどう考える、つまり自分

軸というんでしょうか、自分というものをしっか

りと考えられる、そしてそこから自分の意見をき

ちんと相手に伝えられる。それから、相手のこと

も理解する、そしてチームをつくって新たな課題

解決に向かってパートナーを組んで仕事をしてい

くというそういう力、そういったものが今後求め

られてくる中で、やっぱり義務教育段階だったと

しても、そういった力の素地をつけるための取り

組みというのはしっかりやっていかなきゃならな

いんだろうというふうに思っております。 

  これを後押ししているのは実は高大接続改革と

いうか、大学入試改革です。これは今までいろん

な教育改革を進めていく中でもやはり入試という

壁が大きく立ちはだかっていて、真の意味の改革

が前に進まなかったという部分があります。です

が、これは３年後から大学入試改革に突入します

ので、今の中学生たちが大学入試に差しかかると

きには新しい入試制度のもとです。それに今の大

学センター試験はありません。 

  全く今までのように知識の量を問う、そういう

テストではなくなってくる、それを国は本気にな

って考え始めたところに、我々も本気になってこ

の新しい教育に取り組んでいかなきゃならないの

ではないのかなというふうに思っております。で

すので、国も積極的に前に進めようとしておりま

す。 

  今は幸いにも国から直接いろんな情報が我々の

ところにも届けてもらえます。ですので、今後進

めるに当たっても国が今何を課題とし、何を考え

ていこうとしているのかということを絶えず我々

も把握しながら、義務教育を預かる立場としてで

きるものについてはしっかりと施策として組み立

てて、計画的に取り組んでいくとそういったこと

を今後やっぱりやっていく必要があるのではない

のかなと思います。そういったことをぜひ学校現

場ともディスカッションするそういった機会とし

て塾というのはおこがましいので、そういったデ

ィスカッションをする場というものを今後何かの

形でつくっていければいいのかなというふうに思

っています。 

  そして、本市の子どもたちにとって、本市の教

育受けてよかったとそんなふうに今後やっていけ

ればいいなと思っています。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 
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○１２番（鈴木 紀議員） ディスカッションでき

る場をぜひつくっていただきたい、それが教育長

の成長であり、先生方の成長になると思いますの

で、ぜひ進めていただきたいと思います。 

  最後になりますけれども、５年後、10年度、50

年後を見据え、歩き始まった小中一貫教育です。

先生の教育力をいかに高めるか、そこの教育環境

をどう構築するか、ここに私は一番力を注ぐべき

であると思っています。 

  この教育環境の一つが教育現場の建設的な意見

をどう吸い上げていくか、教育部局との信頼関係

をどう築いていくかがひいては子どもの成長につ

ながると思っています。 

  先生たちが子どもたちを教えるなら、那須塩原

市で教えたいと希望されるくらいに先生の教育力

を高めていただきたいと思います。 

  寛容から保護主義へ世界のリーダーと言われる

アメリカがハンドルを切りました。またイギリス

もしかりです。フランス、ドイツの中にも保護主

義が台頭してきているようです。 

  では、日本はといいますと、人口減少による都

市間競争が激しくなってきているように思います。

今後、人口減少による財源の減少が懸念される中

で、どう地域力を磨くか、そこにポイントがある

と思います。 

  また、各自治体の財政力の差が教育力の差にな

ってくると伺ったことがあります。確かに財政力

も当然必要です。しかし、財政力に全て頼るので

はなく、職員のアイデアで勝負することも大事な

要点であります。地域力の中には当然人材も含ま

れますし、まさに知識よりアイデアを出し、活用

するか知恵の時代に入ってきていると感じます。

いかに人材を発掘し、育てることが重要な課題で

もあり、人材育成が重要な課題であります。教育

がそこの土台にあると思うことからこそ今回の質

問のテーマに上げました。地域創生、それは教育

の勝負であると思います。那須塩原市の未来を教

育長、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上で私の一般質問は終了いたします。 

  私も今期限りで身を引く考えでいます。３期12

年の最後の質問で大変にありがとうございました。 

  ４年前、私は福祉教育常任委員会の委員長でし

た。当時事務局の福祉教育担当は前年１年が石塚

補佐、後半１年が増田補佐でありました。委員会

の先駆けとして職員、教育長、他市と合同での行

政視察、委員会、協議会、また市内や近隣市への

行政視察など多くの委員会活動を実施させていた

だきました。委員会の委員の皆さんと石塚補佐、

増田補佐、記憶に残る活動を最後のメンバーで活

動できたこと心から誇りに思っています。大変に

ありがとうございました。お世話になりました。

絶対に忘れません。 

  また、３月末で退職する執行部の皆さん、大変

にご苦労さまでした。これから第２、第３の人生

のスタートです。大いに楽しんでいただきたいと

思います。 

  議員の皆さん、大変にお世話になりました。あ

りがとうございました。局長、ありがとうござい

ました。議長、この２年間、本当に本当にありが

とうございました 

  那須塩原市の未来に万歳です。大変にありがと

うございました。 

  以上で終わります。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で12番、鈴木紀議員

の市政一般質問は終了いたしました。 

  以上で質問通告者の質問は全て終了いたしまし

た。 

  市政一般質問を終わりたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  市政一般質問を終了いたします。 

  ここで昼食のため休憩いたします。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１６号～議案第１８号の

質疑 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第２、議案第

16号から議案第18号までの条例制定にかかわる案

件３件を議題といたします。 

  以上に対し質疑を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 質疑がないようですので、

議案第16号から議案第18号までの３件に対する質

疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１９号～議案第３１号の

質疑 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第３、議案第

19号から議案第31号までの条例改正案件13件を議

題といたします。 

  以上に対し質疑を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 質疑がないようですので、

議案第19号から議案第31号までの13件に対する質

疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３２号～議案第３４号の

質疑 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第４、議案第

32号から議案第34号までの条例の廃止案件３件を

議題といたします。 

  以上に対し質疑を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 質疑がないようですので、

議案第32号から議案第34号までの３件に対する質

疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７号の質疑 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第５、議案第

７号 平成29年度那須塩原市一般会計予算を議題

といたします。 

  質疑の通告者に対し、順次発言を許します。 

  初めに、１番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） それでは、通告に従っ

て質疑を行います。 
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  予算執行計画書10ページ、13款使用料及び手数

料、農林水産手数料、農林水産手数料、堆肥セン

ター処理手数料が対前年より減っている理由は何

かお聞かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 堆肥センター手数料

の件でございます。 

  前年より減っている理由は何かということでご

ざいますが、これまで当初予算の歳入では施設の

計画処理能力をもとに予算計上をしていたところ

ですが、例年、予算と実収入額に差が大きいとい

うことから、平成29年度からは実績の数値をもと

にした数値に改めたということでございます。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） ということは、今後ず

っとこの方向性で行くということでよろしいでし

ょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） はい、そう考えてお

ります。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） では、次に移ります。 

  予算執行計画書20ページ、17款寄附金、衛生費

寄附金、衛生費寄附金、廃棄物処理施設等周辺整

備事業助成寄附金とはどこからの寄附かお伺いし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） この寄附金につきま

しては、産業廃棄物処理施設の設置業者からの寄

附金と栃木県からの補助金これを合わせまして、

栃木県環境保全公社のほうに一旦入りまして、そ

こから市のほうへ寄附されるということになりま

す。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 栃木県環境保全公社と

はどのような団体なのか教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） この栃木県環境保全

公社につきましては、昭和54年に栃木県とそれか

ら市長会、町村会、商工４団体これらの団体が発

起人になりまして設立された公益財団法人であり

まして、産業廃棄物の処理施設の周辺の地域の環

境の保全、環境の整備を図る目的で設立された法

人であります。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） この金額が決まった基

準というんですか、この経緯を教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） この寄附額につきま

しては、中間処理施設の能力、それから最終処分

場のほうのキャパシティーというか容量、これに

あわせてそれぞれ寄附の限度額というのが決まっ

ております。その中において地元とそれから事業

者の間で環境保全協定というのを結びまして、そ

の中で幾らにするかという話し合いをして決まっ

た後に県のほうと話を進めていくとこういう流れ

になっております。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） これは今年度だけのも

のなのでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） これは今年度という

わけではなくて、古くからやっていまして、制度

開始自体は平成元年度から始まっている事業であ
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りまして、本市においては、平成元年度から寄附

を受けているという状態であります。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） では、次に移ります。 

  同じく予算執行計画書36ページ、２款総務費、

企画政策費、経営総合調整費、委託料の内訳を教

えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 委託料の内訳ということ

でございますが、こちらにつきましては３つの業

務委託があるということでございます。 

  まず、１つ目といたしまして外部専門家招へい

アドバイザリー業務委託、こちらは182万5,000円

ということでございます。２点目といたしまして

は公会計管理台帳システムの保守業務、こちらに

つきましては132万9,000円。そして、最後になり

ますが、公共施設マネジメントシステムの保守業

務ということで、こちらは38万9,000円、合わせ

まして354万3,000円となっております。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 外部専門家招へいアド

バイザリーの委託について詳しく教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） こちらの業務委託につき

ましては、ＮＰＯ法人地域から国を変える会の朝

比奈一郎氏をアドバイザーとして招聘するという

ことでございます。 

  来年度の調査研究につきましては、まず１点目

が地方創生に関する新たな施策、２点目は企業版

ふるさと納税、３点目につきましては行財政改革

プランというものが来年度からまた新たにスター

トしますが、この中で新たな収入、歳入というも

のを要はこれからしっかりと確保していかなくち

ゃならないということで、新たな歳入確保に関す

る施策、この３つを調査として、テーマとしてや

っていくところでございますが、こちらについて

アドバイスをいただくというものでございます。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） この方についてはこれ

までもずっと継続して定住促進関係でお願いして

いた方だと思うのですが、全く目的が別のもので、

全く別のアドバイスを受けるという計画ですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 今年度に関しては、今言

ったようなテーマの施策を調査研究していく上で

アドバイスをいただくということでございます。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） この方が幅広いご専門

なのかと思うのですが、これまで数年受け続けて、

さらにまたこの方でなくてはならないという理由

だったのでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 議員ご指摘のとおり、こ

の方には複数年アドバイザーをお願いしていると

いうことがございます。 

  そんな中で私どもとしましては、今までアドバ

イスをいただいた中で、やっぱりそれがしっかり

と私どもが認識する限りでは成果と新しい施策と

いうのに結びついているというふうに考えるとこ

ろから来年度もお願いして、いろんな部分でのア

ドバイスをいただくという予定でございます。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） ずっと同じ方に継続し

て４年、５年とずっとアドバイスを受け続けると

いうことに対して、市として市民に対してどのよ

うに説明をするのですか。 
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○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 議員ご指摘のとおり、い

ろいろな方からアドバイスをいただくというのも

１つの選択肢かとは思います。 

  そんな中でこの方に複数年アドバイスをいただ

いているといった中には、私どもとしましてはや

はりこの方、政界、官界、財界といったものに太

いパイプを持っている、しかももとは経産省のキ

ャリアということで幅広い見識、パイプを持って

いるというところがアドバイスをいただく上で、

我々としては非常に参考になっているというよう

なところで複数年お願いするということでござい

ます。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） では、今、来年度地方

創生の分野でもアドバイスをいただくというお話

でしたが、今までの市の地方創生の分野ではアド

バイスはいただいていなかったということですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 今までのまち・ひと・し

ごと創生総合戦略の策定等においても、定住施策

等についてはアドバイスをいただいているという

ことでございます。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） その定住促進に関して

継続してずっとアドバイスをいただいてきて、な

おかつ今後も地方創生でさらにアドバイスをいた

だくということなんですが、これまでアドバイス

をいただいたことで、これから市として自力で考

えていくことができなかったということでよろし

いですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） アドバイスをいただいた

ことに関しては、それはアドバイスをいただいた

中で、また市が吟味する中で１つの施策にまとめ

上げていっているというものは具体的なものとし

てはあるんだと思うんです。 

  そういう中でまたさらに新しいものの施策のア

ドバイスをいただくといった考え方だということ

でございます。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） では、次に移ります。 

  同じく予算執行計画書37ページ、２款総務費、

企画政策費、移住・定住促進事業費、新規の移住

定住コーディネーターとはどのような人で、何を

するのか教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 移住定住コーディネータ

ーでございますが、こちらの設置につきましては

国の支援というものを活用してまいりたいという

ように考えております。 

  具体的に何かと申しますと、１人当たり350万

円の支援がございます。この支援をいただくため

には国のほうが示しているところでは、移住を検

討している人に対してその人に必要な情報を適宜

迅速に発信できるような人を選んでくださいとい

うことになっていまして、具体的な例といたしま

しては例えばＵターンの実践者、あるいは行政経

験者、さらには地域おこし協力隊のＯＢあるいは

ＯＧ、こういうところから選定してくださいとい

うようなことになっていますので、市としてもこ

のようなところの中からコーディネーターという

ものを選定してまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

  あとは何をするのかについてでございますが、

こちらにつきましては移住定住関係の相談業務、
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あとは移住定住者向けの情報発信、そして３つ目

といたしましては移住定住イベントの開催実施、

そして４点目としましては転入者、転出者に向け

たアンケートというものを実施していく予定でご

ざいます。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） では、この移住定住コ

ーディネーターの方がかかわる事業の費用は全て

国費ということでよろしいんですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） おっしゃるとおりでござ

います。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） では、次に移ります。 

  同じく予算執行計画書39ページ、２款総務費、

情報管理費、行政情報システム管理費、新規のビ

デオ会議システムとはどのようなものかお聞かせ

ください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） ビデオ会議システムにつ

いてでございますが、こちらにつきましては本庁、

西那須野支所、塩原支所、箒根出張所の会議室同

士を情報ネットワークで結びまして、双方向の映

像及び音声による会議を行うためのシステムとい

うことでございます。 

  こちらを導入する主な目的ということでござい

ますが、こちらは平成27年の９月７日から９日に

かけて発生いたしました関東・東北豪雨によりま

して塩原地区が孤立してしまったといったところ

の中で、塩原支所と本庁間においての災害に関す

る情報のやりとりといったところがスムーズじゃ

なかったといったところの反省に立って、今回災

害時における視覚的な情報共有を迅速かつ正確に

可能とするためにこのシステムを導入するんだと

いうことでございます。 

  あわせまして平常時においてもやはり別々の庁

舎にいる職員同士の打ち合わせ、さらには遠方の

業者との打ち合わせも可能になるということでご

ざいますので、そういうものにも活用しながらシ

ステムの稼働率を上げてまいりたいというに考え

ています。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 現時点で想定している

どのような会議に使うのかということで、どの程

度の頻度で使う予定でしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 平時の利用頻度というの

が我々も１つの課題になっていますので、どんど

ん上げていかなくちゃならないと思います。 

  そんな中で本庁と支所の中で定例的な打ち合わ

せをやっている部局がございますので、そちらの

ほうの会議といったものをこのシステムを使って

こなしていただければというふうに思っています。 

  実際、このシステムを導入するに当たって、や

はり稼働率を上げなくちゃならないというような

ところの中で、要は関係する部局と私どもの企画

情報の担当が集まりまして、どういうものがある

のかといったところについて整理して、じゃ、そ

ういうものはこのシステムに乗っけた中でやって

いきましょうといったところの確認をとっている

という実態がございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） このビデオ会議システ

ムというのは使う上で、例えば立ち上げに時間が

かかるとか、スムーズに使えるかどうかとかその

ような心配な点はないのかお伺いします。 
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○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） システムの設置または運

用に関してということだと思うんですが、私も確

認させてもらった中では、要はネット環境がある

会議室であればすぐに立ち上げることができると

いうことでございます。 

  そんな中で運用についてもメーンサーバーはク

ラウドを使うということでございますので、大き

な支障なく運転もできるのかなというふうに判断

しています。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 例えばほかにこのシス

テムを導入する以外に代用の方法はなかったので

しょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 本庁と支所の間の緊急時

の要は情報の共有、しかも団体、団体での情報共

有といったところが目的だったものですから、そ

れについて現在のシステムといったものを踏まえ

た上で何がベターかといったところを検討した中

でこのシステムにたどり着いたということでござ

います。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） あと、新庁舎のことも

想定しないといけないと思うのですが、それはど

のように考えられたのでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） うまく新庁舎のほうまで

つながってくるということであれば、それに越し

たことはないんですが、こちらは主に費用的なも

のをちょっとご説明させていただきますと、まず

は先ほど申し上げましたクラウドサーバーの使用

料といったところに金目のお話をさせていただく

と63万6,000円。 

  そして、あとは備品の購入ということでござい

ます。備品の購入ということでビデオプロジェク

ターの購入、これ２台です。あとはスクリーン、

これは簡易的なものですが２台、そしてあとは専

用機というものが必要になります。こちらが大型

のものが３台、そして小型ポータブルのものが１

台ということで備品については合わせまして131

万3,000円ということになっております。こちら

については、新庁舎が建設になった際にも備品は

そのまま使用することは可能だということでござ

います。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） では、次に移ります。 

  同じく予算執行計画書86ページ、４款衛生費、

塵芥処理費、那須塩原クリーンセンター管理運営

費、委託料が減少した理由は何か教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 委託料が減少した主

な理由でありますが、クリーンセンターの管理運

営包括的業務、この委託費が減少したことによる

ものでございます。 

  この業務委託につきましては平成25年から29年

までの５年間の契約期間となっておりまして、各

年度の契約額はその年度の修繕内容によって変わ

ってきております。 

  28年度につきましてはタービン、ボイラーの法

定点検、分解清掃、灰溶融の施設の耐火物の保守、

リサイクル棟の回転破砕機の更新等々大規模な修

繕が28年度にありましたので、比較しまして29年

度は１億近くの減となっているところであります。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 了解しました。 
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  では、次に移ります。 

  同じく予算執行計画書91ページ、６款農林水産

業費、農業振興費、中山間地域活性化事業費、新

規の魅力ある中山間づくり事業の内容は何か教え

てください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 魅力ある中山間づく

り事業の内容でございますが、こちらのほうは県

の補助事業でありまして、パイプハウス、それか

ら水耕栽培を予定していますので、ハウス内での

設備その経費の２分の１を歳入で受けまして、事

業主体のほうに交付するという内容でございます。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） これは利用予定がもう

既に計画がある程度上がっているということでよ

ろしいですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） こちらのほうはある

程度要望が県のほうに通っている。ただ、事業採

択の確定ということではございません。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） では、次に移ります。 

  同じく予算執行計画書93ページ、６款農林水産

業費、畜産業費、畜産担い手育成総合整備事業費、

補助金の畜産担い手育成総合整備事業費はどこに、

何のために補助を出すものか教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） どこに何のためにと

いうお話ですが、畜産経営の安定化を図るためと

いうことで、事業の中身は牧草等の畑地造成、そ

れから畜舎等の整備ということで、これは直接農

家の方、事業主体に移行するのではなくて、国・

県の補助金を受けまして、市は県の農業振興公社

のほうに交付するという内容でございます。 

  ちなみにこちらもある程度事業が固まっていま

して、ここに参加する本市の農家は13戸の予定で

ございます。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） これは28年度のクラス

ター事業と一体的なものなのかというのをお聞き

してもいいですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） クラスター事業とは

別な事業でございます。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） では、次に移ります。 

  予算執行計画書102ページ、７款商工費、商工

イベント支援事業費、補助金、那須塩原市盆踊り

大会事業の内容は何か教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 那須塩原市盆踊り大

会の内容、こちらのほうは例年黒磯の駅前の通り

でやっています盆踊り大会の補助金でございます

が、29年度についてはこちらの盆踊り大会が100

回を記念するというところで、また、（仮称）交

流センターの建設と駅前の整備事業に入りますの

で、現在のところ、開催場所を変えて開催すると

いうようなことが昨年との違いでございます。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 場所については決まっ

ているのでしょうか、教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） こちらのほうは商工

会が主体となって行う事業ですが、現在の情報で
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は黒磯小学校を借りて開催するというようなお話

を聞いています。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） わかりました。 

  次、同じく７款商工費、商工イベント支援事業

費で補助金のふれあいまつり整備事業の内容につ

いてお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  西那須野支所長。 

○西那須野支所長（関谷正徳） ふれあいまつり整

備事業の内訳ですが、西那須野ふれあいまつりに

ついては当日とその２週間前から会場となるとこ

ろにちょうちんを設置しているんですけれども、

一般県道の西那須野停車場線が道路拡幅に伴い電

柱が地中化したということで、電柱のかわりにな

るちょうちん添架用の取り外し可能なポールを12

基つくるものでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 次に、20番、山本はるひ

議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、予算執行

計画書の40ページ、国際交流費。 

  最初に、負担金の新規、海外姉妹都市交流促進

事業と交付金の新規、海外姉妹都市交流促進事業

の内容を伺います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 海外姉妹都市交流促進事

業の交付金と負担金の内容ということでございま

す。 

  まず、負担金につきましては、このリンツ訪問

団については総勢で12名を予定しているというこ

とでございまして、市長、議長、そして随行等々

で６名、そしてあとの６名の方につきましては、

各種団体の方からの推薦ということでの構成にし

てまいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

  そんなことを前提とさせていただきまして、負

担金につきましては１人当たり60万かかります。

それの２分の１ということで、議長さんも含めて

の市役所側６名分ということで180万を計上させ

ていただきました。 

  また、交付金のほうにつきましては、60万のう

ちの半分というようなところで12名全員の分とい

うことで掛け合わせまして360万。ここに事務費

ということであちらに対する手土産、あとは消耗

品的な事務費等がございますので、そういうもの

を足し合わせまして22万2,000円、合わせまして

交付金については382万2,000円ということになっ

ております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） この交流事業につき

ましては今年度所管が変わったんですが、内容に

ついてはどのようになっているのでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 姉妹都市交流促進事業の

内容ということでございますが、まず、目的でご

ざいますが、こちらにつきましてはリンツ市との

今後の友好親善及びさまざまな分野での交流、協

力に向けての関係の構築を図っていくとともに、

具体的な交流の方向性についてやっぱり議論をし

てまいりたいというのが目的でございます。 

  あわせまして今回の交流の狙いでございますが、

まず１つは、昨年６月ルーガー市長がお見えいた

だきましたので、そちらに対するお礼の意味を込

めて市長さんと議長さんが表敬訪問させていただ

く。あわせましてブルックナー音楽祭へのご招待

をいただいていますので、こちらの関係で日時は

大体決まってくるということでございます。 

  もう１点は、各分野における今までは産業交流
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ということでございましたが、これからは文化も

ありますし、芸術もありますし、スポーツもあり

ますので、各分野における交流促進の糸口づくり

をしたいというところ。 

  あともう一つは東京オリ・パラの誘致というこ

とがございますので、こちらについてはトップで

ある市長さん、議長さんのセールスをやっていく

ということでございます。 

  次に、実施時期でございますが、さっきのブル

ックナー音楽祭の関係で９月14日から17日にかけ

てということで７日間を予定させていただいてお

ります。 

  訪問先につきましてはリンツ市とウィーン市と

いうことで予定しております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、２項目め

なんですが、交付金の新規、リンツ市姉妹都市提

携１周年記念「木版画展覧会」について具体的な

内容をお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 続きまして、木版画展覧

会の内容についてでございます。 

  こちらにつきましてはリンツ市在住の芸術家フ

ェーリクス・ディーックマン氏による木版画展覧

会を開催するということでございます。 

  氏はリンツ市美術大学で特任教授、そしてブル

ックナー音楽大学で教授を務められているという

方で、やはり特に木版画に造詣が深いということ

でいらっしゃるということでございます。 

  この展覧会にあわせまして交流レセプション、

あるいはワークショップということで、私どもの

市の子ども向けの木版画教室を開催していただく、

あるいはこれは私どものほうでやる仕事でござい

ますが、リンツ市の紹介パネルなんかを展示して

まいりたいというふうに考えております。 

  実施時期につきましては７月15日から23日まで

の９日間ということで、場所につきましてはギャ

ラリー等の関係もございましたので、那須野が原

ハーモニーホールということにさせていただいて

おります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 同じく予算執行計画

書61ページです。 

  民生費の中の高齢者生きがいと健康づくり支援

費の中に委託料で新規、陶芸活動用窯移設とあり

ますが、その内容を教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） この内容につきま

しては、現在わかば保育園の駐車場のところに陶

芸窯がありまして、もともとは老人憩いの家若葉

荘という施設がありまして、そちらのほうで昭和

59年のころから高齢者の健康づくりと生きがいづ

くりのためにということでいろいろな教室があり

まして、その中の一つで陶芸教室のために使って

いた窯でございます。 

  これにつきましては平成27年度をもって高齢者

趣味の教室というものが終了して、ただ、今後や

はりこういうところを継続していただきたいとい

う要望があったものですから、今後は生涯学習活

動というような位置づけの中で活動していただく

ために、新たに旧稲村公民館の敷地のほうへ陶芸

用の陶芸棟をつくってもらいまして、そこに移設

するための経費で、現在のところ高齢福祉課のほ

うでこの部分については管理をしておりますので、

現在の陶芸窯を取り外して移設するというか、そ

の部分のための予算でございます。 
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○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） ここにあります42万

9,000円というのは、現在わかば保育園の隣に設

置してあるあの窯をそのまま稲村公民館のところ

に移設をするための費用ということでよろしいん

ですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 予算執行計画の中

ではほかのものも入っていまして、これに係る経

費は35万ほどの予算を計上しております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 59年から始まった事

業だということだったのですが、あそこにある窯

はこの後35万円のお金を使って移設するだけの価

値があるものなのでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） この窯は実際には

平成３年度に購入したものでありまして、かなり

二十五、六年はたっていると思うんですけれども、

ただ、これ専門の業者に聞いたところ、まだまだ

移築してそのまま使用することが可能だというこ

とを確認いたしましたので、今回移設をして使っ

ていただくというような計画をしております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 27年度でこの事業が

終わったと先ほどおっしゃっていたと思うんです

けれども、そういたしますと特別扱いなのかわか

りませんが、何人の方がこの窯を現在使っていら

っしゃって、何日ぐらい使っているのか教えてく

ださい。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 27年度には趣味の

教室とあとは一般の方というか、クラブとかそう

いう方たちが使っておりまして、28年度は趣味の

教室はなくなったんですけれども、１月末現在の

利用状況についてお話をいたしますと、延べ回数

が198回、延べ人数で2,088人、１月末現在で利用

しているというような状況にございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 次にいきます。 

  143ページ、教育費の中の公民館費で、稲村公

民館整備事業費、稲村公民館の新規、陶芸棟新築

の詳細についてお聞かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 稲村公民館の陶芸棟の新

築の概要でございますが、旧稲村公民館の敷地と

いうんですか、あの稲村公園の向かい側に今回、

陶芸棟ということで旧若葉荘の敷地内の窯を移設

をするそれを入れる建物ということで、一応建物

の大きさが約50㎡ということで空調等も完備した

形のもので整備を考えております。 

  もちろん窯を置くスペース、それと作業台、ま

た棚等の設置ということで、それと事業費につき

ましては設計、測量、管理等も含めて90万円、そ

れといわゆるプレハブという形になりますが、工

事請負費で800万ほどを計上しております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 高齢者のためにつく

ってあった窯を今回は生涯学習のほうの予算でそ

れを入れる建物をつくるということだと思うんで

すけれども、生涯学習のほうでつくる建物の中に

窯を移設してくるということは、今後はこの陶芸

の窯の使い方が変わるということでよろしいんで

しょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 
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○教育部長（伴内照和） 実は市内で陶芸をされて

いる方相当の方がいらっしゃいます。現在は西那

須野地区の南公民館、それと塩原地区のハロープ

ラザそちらに窯を設置して、趣味というか社会教

育、生涯学習の一環で利用していただいています。 

  今回、旧稲村公民館敷地に移設をする生涯学習

という位置づけでということで、隣接に現在児童

クラブなんかも整備中でございますが、ほかの地

区なんかを見ても、そういった子どもたちの学習

の１つの分野として利用しているというのも現実

にございます。そういったものも含めまして今回、

生涯学習という位置づけの中で窯を設置し、多く

の教育の現場、生涯学習、趣味を生かすとかそう

いったものも含めて活用していきたいということ

で、生涯学習課のほうで建物は設置する予定でご

ざいます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） そういたしますと、

イメージとしては今、南公民館のあの陶芸の窯の

使い方と同じように今後はなっていくということ

でよろしいでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 基本的には、ただいま申

し上げましたように生涯学習の一環ということで

ございます。南公民館の利用についても個人、趣

味のサークルの利用もありますし、南小学校の子

どもたちも使っていらっしゃるということもあり

ますので、ぜひそういった分野に広げていきたい

というふうに考えています。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） そういたしますと、

高齢者学級で始まったものをここに移すというこ

とで、今まで使っていた方がこれによって何か不

便が強いられるということは想定されていますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） これまで利用されていた

方が不便を来すということでございますが、いず

れにしても陶芸という１つの趣味の中でやはりつ

くる、またそれを情報として伝えるといろんな生

きがいづくりにも活用できると思いますし、極端

に制限をしていこうとかそういったようなことは

ございません。今後細かいところは調整させてい

ただきますが、社会教育の一環として活用させて

いただきたいと思っています。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 次に移ります。 

  73ページ、74ページ、民生費の中の放課後児童

対策費、放課後児童クラブ管理運営費について。 

  １つ目が公設児童クラブへの委託料について、

28年度までとの違いは何か伺います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 28年度までとの違

いということでございますが、28年度までの公設

児童クラブの運営につきましては、黒磯地区は保

護者会、西那須野、塩原地区は運営委員会に委託

しておりまして、クラブごとに保育料、開所時間

及び支援員の給与などを決めておりました。 

  平成29年度からは運営委託先を法人に一本化し、

それにより保育料、開所時間及び支援員の給料基

準などが統一されてくる予定でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、ここに掲

載されております予算で何カ所、何人の児童を受

け入れられるのかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 平成29年度につき
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ましては今まで23クラブあったところが24クラブ、

40人程度を１つのクラス、支援の単位という言い

方をしておりますけれども、支援の単位としまし

ては25から29に増加するというところで、受け入

れ人数、利用定員になりますが、28年４月１日が

1,041人、29年４月１日は1,149人ということで予

定はしております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） そういたしますと、

来年度から希望される児童は全員入ることができ

るのかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 平成29年度の入会

申し込みはもう既に行っているところですが、現

在のところなんですけれども、定員超過というと

ころで、一部児童の不承諾をしたクラブが４クラ

ブございました。 

  その不承諾で、なおかつ保育の必要性があると

いう児童につきましては、民間の児童クラブを紹

介しているところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 次に行きます。 

  執行計画書の129ページ、学校給食費、共英学

校給食共同調理場改築事業費について、まず、新

規調理場改築と厨房機器購入についての詳細を伺

います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 調理場の関係でございま

すが、まず、今回の改築事業の中では、まず調理

場の本体の工事、それと車庫等の建物ということ

で、大きくは２つの建物を整備する予定でござい

ます。あわせまして、その建築工事に加えて電気

設備であるとか、いわゆる排水等も含めた設備工

事というものの一式を考えているところです。 

  施設の概要でございますが、建物につきまして

は、鉄骨造の２階建て、延べ床面積が2,948.26㎡

ということで、トラックヤード等のひさし等が

450ｍほど加わっております。 

  そのほか、車庫等につきましては、やはり鉄骨

造の平屋建てで、延べ床面積が215.37㎡、そちら

を予定しております。 

  それと厨房機器関係でございますが、こちらに

つきましては、今年度28年度に設計業務とあわせ

てプロポーザルを行った中で、厨房機器を設定し

ております。それに係る購入の費用ということで、

特に本体工事と切り離せないもの、いわゆる給排

水や動力との接続が必要な機器ということで、具

体的には調理用の釜であるとか、あとは食器とか

食缶、コンテナなんかを一どきに洗浄する機械、

それとコンテナイン方式というんですが、それを

消毒する保管庫であるとか、いわゆる一遍に建物

と付随して整備しなければならないもの、それを

あわせて今回改築する予定で、予算計上しており

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、黒磯、ま

た西那須野調理場、今あるところと比べて、違う

点、あるいは特色について伺います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 今回建設を予定しており

ます共墾社の地内につきましては、周辺が住宅地

ということもありますので、やはり周辺環境との

調和というか影響負荷を抑えるということで、特

に空調関係の室外機等がございます。そういった

ものについては、できるだけ音が漏れないような、

２階の一番住宅街から離れた場所の陰に置くとか、

また、調理に伴って多少なりとも臭気が出ます。
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そういったものを抑えるために、いわゆる脱臭装

置というんですか、そういったものを２基ほどあ

わせて設置するということで、ほかの黒磯、西那

須野の調理場とは特に注意を払った点でございま

す。 

  それと、もう一点なんですが、いわゆる嘔吐等

によって学校のほうから戻ってきたものとか、そ

ういう汚染された危険性がある、そういったよう

なものが戻ってくるようなことも考えられますの

で、そういった食器類を専門的に洗浄する部屋、

大きくはないんですが、そういったものを処理す

る洗浄部屋というのを改めて設置をして、２次汚

染の防止に努めているというのが特徴的なものか

と思います。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 建物とそれから機器

が新しくなるということなんですが、それに伴っ

て、今おっしゃった食缶とか食器とかも変わると

いうことでよろしいんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 食缶、食器につきまして

も、今回債務負担行為を設定させていただいてお

りますが、そちらも全て新しくしていくという考

え方ではおります。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 音とかにおいにも関

係するんですが、この調理場の熱源は何を使う予

定でしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） できるだけ効率的な熱源

ということで考えております。その使う機器によ

って、熱の消費量であるとか、そういったものも

ありますので、今回の整備に当たりましては、電

力も含め、いわゆる灯油関係であるとかガスであ

るとか、そういったものをより効率的に使えるよ

うに全体計画の中で配備をする予定でおります。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） ただいま複数の熱源

を使うんだという意味だと思うんですが、効率的

というのはお金にとって効率的なのか、あるいは

調理をする面において効率的だということでしょ

うか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 私どもは両方考えたいと

思っています。もちろん太陽光も設置する予定で

おりますので、通常必要な最低限の電力は太陽光

から受ける、そういった部分では経費的な節減に

もつながる部分があろうと。また、熱効率が悪い

ようなものに、例えば電気だけで熱を求めるとい

うことになると、いろいろな設備が必要になって

まいりますので、そういったところも十分工夫し

ながら、効率的ということで、経費的にも、また

熱の利用という面でも効率性を図っていきたいと

いうふうに考えています。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） そういたしますと、

今まである黒磯、西那須野とつくれる給食の数か

らすると、今回の西那須野調理場は、１食当たり

安くできるということを考えているというふうに

理解してよろしいでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） １食当たりのつくる経費

ということでございますが、いろいろな形で調理

というのはされておりますので、熱源が仮に効率

的になって経費が落ちるということだけで、全て

が安くなるというものではありません。ただ、そ
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ういうような努力をもちろんしているということ

で、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 次に行きます。 

  135ページと138ページ、２つにかかるんですが、

10款教育費の中の小学校教育振興費と中学校の教

育振興費についてです。 

  小学校の市採用教師配置費と中学校市採用教師

配置費、２つ同じだと思うんですけれども、新規

で介護支援員と書いてありますが、どのような仕

事をするのでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） この介護支援員につきま

しては、いわゆる身体に障害を持たれている児童

生徒に対して、その不自由な部分を持たれている

ところに対して、これまでは保護者の方が学校に

足を運んでいただいてフォローしていただいたと

いうような経過もあるわけなんですが、そういっ

たことを念頭に、介護支援員を配置することで、

学校生活の中で、介護が必要な児童生徒の個々の

状況に応じてフォローしていくと。 

  なお、そのフォローするに当たりましても、医

師であるとか、もちろん保護者の方と十分相談を

しながら、介護支援員となられる先生については、

看護師または准看護の資格を有する方を予定して

おりまして、実際には食事であったり排泄であっ

たり、また、たんの吸引であるとか、そういった

ところも含めて支援を行うということで考えてお

ります。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員）改めてここで来年度か

ら介護支援員を設置した理由があると思うんです

が、それをお聞かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 実は、来年度から新たに

そういった障害を持たれているお子さんが学校に

入学をしてくるというような物理的な要因もござ

います。また、今現在もそういうような方はいる

んですが、これまで保護者の方の支援の中で学校

生活を送っていたわけなんですが、今後、複数に

なってきたということもありましたので、今回、

支援員を配置したいということでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） ２番目の質疑になり

ますが、支援教師と支援員の人数、それと各学校

への配分はどのようにして決めているのかお聞か

せください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 支援教師と支援員の人数

の各校への配分の仕方でございますが、基本的に

は、各学校における子どもたちの個々の状況とい

うものを学校と連携しながら、教育委員会でも状

況把握を行っております。 

  そういった中で、学校から支援員であるとか、

県採用の非常勤の講師の配置とか、そういったも

のが決まってくる中で、要望をとらせていただい

て、その実情に合わせて、教育委員会のほうで配

置をさせていただいているというのが現状でござ

います。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） そういたしますと、

小学校で１億4,886万8,000円、中学校もまたある

んですが、この金額の中で、今のところ、29年度

何人の教師あるいは支援員を予定した予算なのか、

お聞かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 
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○教育部長（伴内照和） 小学校、中学校合わせま

して、29年度の配置人員でございますが、一応私

どものほうで積み上げている数字としては163と

いう数字なんですが、ちょっと今、はたいた電卓

ですので、間違いがあるといけませんので、160

名を超える小中学校の支援教師、支援員を配属す

予定でおります。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、次に移り

ます。 

  151ページ、同じく教育費の図書館費、図書館

管理運営費の中で、印刷製本費、新規として読書

通帳はどのような形式になるのか、28年度と同じ

ようにつくるのかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 図書館費の中の印刷製本

費、いわゆる読書通帳の関係ですが、29年度につ

きましても、現在試行的に行っておりますいわゆ

るお薬手帳タイプのもので考えております。 

  これにつきましては、２月に実はアンケートを

とっておりますので、今、その結果を分析中でご

ざいます。 

  その内容によっては、中の体裁であるとか、そ

ういったものは今後調整をさせていただきますが、

同じような形のものを考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） そういたしますと、

28年度途中からそれを導入したと思うんですけれ

ども、今回も28年度導入したときと同じようなや

り方でこれを導入するということですか。新規と

書いてあるので、お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 今年度につきましては、

あくまで試行的な形でやらせていただきました。

どういったものが利用者に利用しやすいのかとか、

その辺をとる意味でやったものでございますので、

あえて29年度から新規という表現でさせていただ

いたのは、年度当初に正式に予算を計上させてい

ただいたという意味合いでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、今見せて

いただいたその読書通帳の印刷はどなたがやるの

か、そして、それを折りたたむのはどなたがやる

のか、ここの中の予算を教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） まず、印刷につきまして

は、図書館関係を所管する生涯学習課の中で発注

をさせていただこうと思っております。 

  それと、折りたたみにつきましては、ちょっと

今後、いろいろやり方を考えているんですが、基

本的に、たたむことの楽しさというのももちろん

あります。そういった部分で、直接、読書通帳を

手にする方に折っていただくのもあるんですが、

ただ、最初、ある程度配りたいという考え方もあ

りますので、その辺については図書館と協議をし

ながら、図書館の指定管理者とも十分調整をさせ

ていただいて、今後詰めたいというふうに考えて

います。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、大枠28年

度にやった方法で、ことしも行うという理解でよ

ろしいわけですね。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 大枠は同じ考え方です。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 同じ新規の中に、図
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書館利用者カードという言葉がございますが、こ

れを新たに作成する理由をお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 次年度当初に入れた図書

館カードの印刷でございますが、やはり本に親し

むというのは非常に大切なものということで、小

学校の新１年生を対象に、図書館の利用促進を図

って、いろいろな形での本の楽しみを発見しても

らいたいということで、改めて、新１年生児童に

対する分をカードを作成する予定でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 次の質問にも関係す

るんですが、新１年生の図書館利用者カードだと

いうことだったので、それの配布はどのような方

法で行うのかお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 配布に当たりましては、

それぞれカードに個人の名前を書くというような

作業が出てまいります。それについては、やはり

個人情報という取り扱いもありますので、しっか

り学校側と連携をとりながら、新しい１年生の保

護者の方にもご理解をいただくということで、理

解をいただく中で、実際には先ほど見ていただい

た読書手帳であるとか、あとは図書館のおすすめ

本というのが図書館だよりなんかでも情報提供し

ているんですが、そういったもの、それと図書館

の利用案内とか、そういったものを１つにまとめ

て、図書館の職員と学校側と、十分今後調整をさ

せていただいた上で、どういうふうな形で配布す

るのがいいのか、今検討を進め始めたところでご

ざいます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） いただいた資料によ

りますと、21万円でそのカードをつくるというふ

うにあったとは思うんですけれども、これは、基

本的には、先ほど個人情報ということをおっしゃ

いましたので、新１年生へカードを配るのは、学

校が配るという、そういう、生涯学習課ではある

んですけれども、学校で新１年生に対してカード

を配るということで、つまり、持っている方もい

らっしゃいますので、という理解をしてよろしい

ですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 配布の方法につきまして

は、学校で配布するのが一番間違いないというふ

うには思っておりますが、実際に先生方に全てお

願いするのかという部分もございますので、その

辺につきましては、生涯学習課が所管する図書館

の関係、そういった方々と今、調整を図っており

ますので、結果的には学校を利用させていただい

て配るというような形になかろうかとは思います。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 最後の項目になりま

す。157ページ、教育費、体育施設費、ホースガ

ーデン管理運営費について伺います。 

  管理運営を委託にしている理由をお伺いします。

括弧、指定管理にしないのはなぜか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） ホースガーデンの管理運

営につきましては、ことし７月で丸２年という形

になかろうかと思います。現在、所期の目的であ

りますいわゆる小中学生の乗馬であるとかホース

セラピーであるとか、いろいろな効果を求めて事

業を進めているわけなんですが、まだできて間も

ないということで、事業自体が安定的に行われて

いないといいますか、否定的な意味ではなく、今
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後いろいろな部分が広がる可能性もありますので、

事業が安定的に行われるような段階になってから

指定管理に移行したいというふうには考えていま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、委託の内

容の詳細を伺います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 委託内容につきまして、

まず、施設の管理ということで、厩舎であるとか

屋内馬場、パドック等の管理がまず１つ。それと

飼育ということで、乗用馬、今６頭、それとポニ

ーが２頭、８頭おりますので、そちらの飼育業務、

それと、乗馬事業ということで、実際には引き馬

であったり乗馬であったり、乗馬教室であったり、

そういった業務をまとめてお願いをしているとい

うのが委託の内容でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） これは利用者の人数

を何人と見込んでの委託料でしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 利用者の人数でございま

すが、一昨年からオープンをして、月平均400人

強になっておりますので、それを単純に積み上げ

て5,000人弱ということで、4,800程度をまず１つ

のベースに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 先ほど少し言葉が出

ましたが、この運営費の委託の中に、ホースセラ

ピー事業が含まれているのかどうかお尋ねいたし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） ホースセラピー関係、今

年度も予算計上させていただきました。先月16日、

東京農大の川嶋先生をお呼びして、特別支援にか

かわる学校の先生方とか、ふれあい・あすなろの

相談員の方とか、そういった関連の方をお呼びし

て、100名程度で講習会を行ったんですが、来年

度につきましても、やはり内容を整理をしながら、

同じような形でまた継続していきたいというふう

には考えています。 

○議長（中村芳隆議員） ここで10分間休憩いたし

ます。 

 

休憩 午後 ２時０９分 

 

再開 午後 ２時１８分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の訂正 

○議長（中村芳隆議員） ここで、企画部長より発

言があります。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 先ほど、山本はるひ議員

の質問の中で、海外姉妹都市交流促進事業の日程

の関係なんですが、私、９月14日から17日までと

言いましたが、17日が20日の間違いでございます

ので、訂正いただければと思います。 

  申しわけございません。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○議長（中村芳隆議員） 次に、３番、相馬剛議員。 
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○３番（相馬 剛議員） それでは、質疑いたしま

す。 

  予算執行計画書７ページ、歳入13款１項７目社

会教育施設使用料、那須野が原博物館観覧料、前

年比３倍強の予算となる根拠を伺います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 今回の入館使用料につき

ましては、ことし７月に第２回目になります恐竜

展、トリケラトプスとアジアの食肉恐竜というよ

うな企画展を予定しております。 

  これにつきましては、平成22年に実施をした第

１回目の恐竜展、そのときの年間の使用料が590

万円ほどございましたので、それをもとにはじい

たものでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） そうしますと、これは入

館する人数がふえるだろうということなんでしょ

うか。それとも入館料自体が相当高くなるという

ことでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） これにつきましては、料

金ではなく人数ということで、実は27年度につき

ましては、年間観覧料をいただいている方が

8,197人でございました。22年のときに入館者数

は２万5,000人近くおりましたので、その辺をも

とに計算しております。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 続きまして、予算執行計

画書62ページ、歳出３款１項６目、6001事業、街

中サロン支援費が前年比33％減となる理由を伺い

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 街中サロンの支援

費が33％減になった理由といたしましては、昨年

度予算では、３カ所の街中サロンの予算を計上し

ておりました。１件当たり700万円の運営費とい

うことで2,100万円、実は27年度末に西那須野地

区の１カ所、なじみ庵というところなんですが、

こちらが閉所になりまして、この分の減額という

ことで、33％の減額というような予算計上でござ

います。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） そうしますと、西那須野

地区には街中サロンは、その後、運営される予定

はないということでよろしいでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） その後、新たな相

談といった動きというものは、まだ現在のところ

はございません。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 続きまして、同じく62ペ

ージ、歳出３款１項６目、7001事業、生きがいサ

ロン支援費が前年比で１団体分の増額というふう

になっているかと思うんですが、これで十分な予

算措置ということなんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 29年度の予算が十

分かというようなことかと思います。実は28年度

におきましては、６カ所が新たに生きがいサロン

というものが開設されました。29年度についてな

んですが、現在のところ、新たに開設をしたいと

いうような具体的な相談というものがまだないと

いうようなことで、これはあくまでちょっとつか

みの数字で恐縮ではございますけれども、まだ相

談というものは若干来ているというようなことな



－409－ 

ので、29年度は、当面２件の新たな予算措置を計

上すれば、予算に対応できるのではないかなとい

うことで、現在57カ所のサロンがありまして、さ

らにプラス２カ所の予算を計上した予算で組み立

てをしております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） すみません、私の計算だ

と、１団体分36万円がプラスになったという計算

でおったんですが、２団体分、72万円分がプラス

になっているということでよろしいんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 計算といたしまし

ては、１カ月３万円の運営費補助で、それの12月

分、そして２カ所分というような計上で、72万円

という計上ということの予算計上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 生きがいサロンの設置箇

所の市の目標というのはあるんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 現時点では、57カ

所のサロンがありまして、今後、各地区にサロン

をできるだけ多く開いていただきたいというよう

な思いはございますけれども、あくまで各地区の

自主的な取り組みというようなところにゆだねら

れるというようなところがありますので、やはり

今後とも１カ所でも多くサロンというものを開い

ていただいて、高齢者の生きがいづくりをつくる

場所をつくっていただきたいというような思いが

ございます。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 続きまして、予算執行計

画書63ページ、歳出３款１項７目、3501事業、健

康長寿センター工事請負費の具体的な内容を伺い

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 29年度の健康長寿

センターの工事の具体的な内容ということで、大

きく分けて、２つの工事を予定しております。 

  １つについては、特定天井改修工事という内容

でございまして、これについては、エントランス

ホールの天井、正面玄関を入っていただきますと、

エントランス部分が非常に高くなっておりまして、

その天井の構造がつり天井の構造になっておりま

す。 

  こちらのほうは、建築基準法の天井脱落対策に

係る基準に基づく改修を行わなければならないと

いうような構造になっておりまして、具体的には、

建築基準法でいいますと、６ｍを超える高さにあ

る面積が200㎡を超えるつり天井のものにつきま

しては、つりボルト等をふやして強度を上げると

いうような対策を講じなければならないというよ

うなことになっておりまして、ちょうど西那須野

長寿センターのエントランス部分につきましては

489㎡の面積がございまして、この部分を補強す

るために、つってある部分をボルトをさらに補強

するとか、さらに細かい部分にＶ字の鉄骨等でつ

るというような補強を加えるというような工事を

行うものであります。 

  もう一つは、屋根の防水及び屋根の改修工事と

いうようなところでございます。この建物は平成

10年に建築して、相当年数がたっておりまして、

やはり雨漏り等が非常に最近見られるというよう

なことで、具体的には、構造が陸屋根部分と切り

妻部分とか非常に複雑な構造になっておりまして、

やはり陸屋根部分のところでは、防水シートなん

かをもう一回張りかえないと、雨漏りの原因にな
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ってしまうというようなところ、もう一つ、切り

妻の屋根の部分のところについても接続部分のシ

ーリングをつけたりとか、あとは塗装を行って、

雨漏り防止対策を行わなければならないというよ

うなもので、そういった工事を行うというような

ところです。 

  防水シートの更新については1,502㎡で、塗装

部分については2,253㎡を予定をしております。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） そうしますと、天井の補

強工事なんですが、これは、建築基準法が後から

変わったということなんでしょうか。もともと補

強しないと、ボルトの数ですとか、そういったも

のが足りなかったということなんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 建築基準法、正確

にいうと建築基準法施行令等というふうにいって

いるんですけれども、これは平成25年７月12日に

公布ということで、このときに基準が変わったと

いうことで、この基準に基づく工事というふうに

理解をしていただければと思います。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 続きまして、予算執行計

画書63ページ、歳出、３款２項１目、2001事業で、

28年度にあった子どもの権利相談カードの印刷製

本費ですが、29年度には製作、印刷はしないので

しょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 本市におけます子

どもの権利に関する相談、救済体制が十分に整っ

ていないという現状がございます。まずは、体制

自体を改めて整理した上で、相談カードも配布す

るほうがその後の相談救済に向けてより実効性が

上がるとの判断のもとに、カードの印刷は見合わ

せたものでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） すみません、再度、最初

の部分の説明をお願いいたします。実効性がない

というふうに伺えたようなんですが、再度お願い

します。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 実効性が上がると、

今現在、実効性がないのかというご質問かと思う

んですけれども、27年度からこちらの相談体制を

構築、整備して進めていたところなんですが、な

かなか実際に、窓口等で相談を受けるのが子ども

未来部の子育て支援課になります。子ども・子育

て相談センターとかを通しまして、具体的な相談

を受けるんですけれども、制度をうまくつないで

いって、委員会、検証にまでつなげていくのに、

正直のところ、紆余曲折を重ねながら現在まで至

っているところです。 

  いろいろな先進事例等も見たところ、もう少し

きちんと内部の相談を受ける体制を進めていかな

いと、やはり実効性のあるものになっていかない

だろうというところが担当のほうの結論となって

おりまして、当然、ホームページ等には現在も提

示しておりますので、救済の申し出があれば、順

次事務の手続を進めていくということではありま

すけれども、広くカードを配布してＰＲするとい

うところでは、なかなかまだ内部の体制をもう少

し整えてからにしたいという思いがありまして、

実は、29年度の予算の計上を見送らせていただい

たところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 了解しました。 

  続きまして、予算執行計画書64ページ、歳出、
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３款２項１目、9001事業、子育て応援券事業交付

金が前年比25％減というふうになる理由を伺いま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 平成27年度から始

まりました本事業につきましては、対象となる０、

１、２歳全てに、27年度に関しましては２万

4,000円分の応援券を交付しているところでござ

います。それを平成28年度からは１、２歳児につ

いては１万2,000円分の応援券の交付に変更いた

しました。また、応援券の有効期限は交付した年

度の翌年度末ですので、この３月末で平成27年度

中に交付した応援の期限が切れるということにな

ります。 

  相対的に、29年度につきましては、事業者への

支払額が減ると見込んだもので、基金額のほうを

減額させていただいたところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） わかりました。 

  続きまして、予算執行計画書92ページ、歳出、

６款１項３目、1001事業、青年就農給付金事業の

補助金3,600万円の具体的な内容と前年比450万円

増の理由を伺います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 青年就農給付金事業

の内容でございますが、45歳未満の方が農業につ

く場合に、お一人年額150万円の給付金が出ます。

それがご夫婦でというような場合には、年額で

225万円、額のパターンがあるんですが、平成24

年度からの制度でございまして、５年間もらえま

す。それが事業の内容で、去年と比べて450万円

増加している理由といたしましては、実績として、

28年度中に３名の方が新たにこの給付金を受け取

るということになりましたので、150万円の３人

分が増加しているということでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） この事業は、経営開始型

ということで括弧して書いてあるんですが、例え

ば、首都圏からご夫婦で地元に戻ってきまして、

45歳未満で、実家が農家なので農家を継ぐといっ

た場合にも、この補助金の対象にはなるものなん

でしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 簡単に一概に、それ

で該当する、しないという判断にはならないんで

すが、なる場合もありますし、ならない場合もあ

ります。 

  ただ、農家の跡継ぎとして、お父さん、お母さ

んのところに入って、一緒にやるよというだけで

はならない。新たに自分が別な業種といいますか、

経営者として入ってきてということであれば該当

すると、細かな制約がございますので、一概にな

るか、ならないかというふうな言い方にはならな

いかと思います。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） わかりました。 

  続きまして、予算執行計画書156ページ、歳出、

10款６項２目、5501事業、青木サッカー場グラウ

ンドＢ改修工事設計の内容についてお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 青木サッカー場Ｂグラウ

ンドの設計の内容でございますが、まず、１つが

測量業務というのがございます。 

  既存のＢグラウンドにつきましては５年以上た

っているということで、高低差が変わっている可

能性がございますので、一応縦横断の測量を行っ
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た上で、改めて現状の図面に補正をかけて、新た

な図面をつくるという測量業務が１つあります。 

  それともう一点が、グラウンドＤで、平成27年

度に、いわゆるＪＦＡの公認の人工芝ということ

で設計を組んでいるわけなんですが、その組んだ

設計をグラウンドＢに変更するに当たりまして、

あわせて外構の整備、そういったものも含めて既

存の設計を生かすために一部設計変更を行うとい

うような経費が含まれております。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 今、ＪＦＡ公認というこ

とだったでしょうか。ＪＦＡ公認の芝をというこ

となんですが、それはグラウンドＡ、グラウンド

Ｃの芝とは違うということなんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） ＪＦＡの公認をとるに当

たりまして、まず、現在のＡグラウンド、Ｃグラ

ウンドは公認はとれておりません。公認をとるに

当たりましては、人工芝の下のベースの部分の施

工状況であるとか、そういったところから逐一、

設計の状況を写真であったり現場チェックであっ

たり、一通りＪＦＡの基準に合った構造になって

いるかというものを、それぞれ施工中、また書類

上もチェックをするという必要がありますので、

そういった部分を今回、改めてＢグラウンドの中

で行っていく設計になっております。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） そうしますと、表面の仕

上がりといいますか、芝の質であったりとか中に

入っているチップの質であったりとかというのが

変わるということではなくて、全体的な基礎のつ

くり方からの違いだという理解でよろしいでしょ

うか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 公認をとるに当たりまし

ては、表面の部分につきましては１つの基準とい

いますか、ある程度幅を持った基準がありまして、

人工芝の長さが19mm以上とか、いろんなものがあ

るんですが、そういった部分も含め、施工に合わ

せての整備、設計の管理状況とかそういったもの

を一連でチェックされるものですから、そういう

ような設計を今回あわせて行うというものでござ

います。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 今回、設計費用というこ

とでございますが、概算で結構ですが、これが実

際に公認規格の人工芝を張った場合の工事費用と

いうのはどのくらいになるか、想定はできている

ものなんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 公認をとるための施工費

用ということでございますが、今回、実施計画等

の中で、我々のほうで積み上げているものは、Ｂ

グラウンド全体の整備ということで３億円をマッ

クスとして見ておりますが、実際の施工の中で、

額的には多少下がるかなというような思いは持っ

ております。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 人工芝にした場合と現在

の天然芝の状態のままの場合と、天然芝を年間維

持管理する費用と今回人工芝にした後に年間に維

持管理費用がどのくらいの差が出ると見込んでお

られますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 正確な数字というのは大

変申しわけありません、持ち合わせておりません
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が、これまで整備をする中でいろいろ検討した数

字としましては、まず、天然芝の場合の施工管理

につきましては、除草であったり施肥、また、い

わゆる空気抜きというんですか、芝を刺したりと

いうことで、人件費的にも相当かかりますので、

たしか年間100万円前後だったかと思います。ち

ょっと正確ではありませんが。 

  ただ、人工芝になった場合には、落ち葉の除去

であるとか、中に入っているゴムチップが不足す

るものであるとか、そういったものを均等になら

すということで、そういったものについては機械

である程度できますので、人工芝の年間の管理費

と天然芝の管理費を比べますと、やはり数倍の違

いはあるというふうに思っておりますが、正確な

額については大変申しわけありませんが、ちょっ

とこの場では持っておりませんので、よろしくお

願いします。 

○議長（中村芳隆議員） 次に、５番、佐藤一則議

員。 

○５番（佐藤一則議員） 予算執行計画書61ページ、

３款民生費、１項６目高齢者福祉費、高齢者自立

対策生活支援費、2001事業の扶助費の具体的な内

容と積算根拠についてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 高齢者福祉の扶助

費の具体的な内容と積算根拠についてということ

で、これについては全部で４つの種類がございま

す。１つずつ、順次お答えをさせてもらいます。 

  まず最初に、１つ目が高齢者外出支援タクシー

利用券の給付というものでございます。これにつ

きましては、内容につきましてはご存じかとは思

いますが、在宅で生活する70歳以上の高齢者で、

みずからの移動手段の確保が困難で、また同居等

の親族による外出支援を受けられない方というこ

とです。交付枚数といいますのは、今年度は１年

間フルタイムで交付をするもので、お一人500円

券が70枚ということで、その券の対象者というか

実際に受け取りになる方というのが、これは実績

をもとに29年度は2,110人ほどを見込みまして、

それに実際に扶助費としてお金を支出する部分が

使用率を約65％と見込みまして、予算を4,800万

円程度ということで見込んで計上してあるもので

す。 

  もう一つ、紙おむつ券の給付ということで、こ

れにつきましては、対象は在宅の65歳以上の寝た

きりの高齢者及び認知症高齢者に紙おむつ券を給

付しますというようなものでございます。これも

最大交付枚数というものは１年間60枚ということ

で、これもやはり１枚1,000円の券を６万円分お

渡しするというものでございます。この積算根拠

につきましても、やはり利用実績を考慮して積算

をしたということで、単価１枚の利用券1,000円

で交付枚数が実績は４万1,650枚を予定しており

まして、また、その使用率も大体年間70％という

ことで、70％の使用率を掛けて、2,915万4,000円

ほどの予算を計上しました。 

  次に３つ目が理美容券といって、理容券と美容

券の給付なんです。これは、対象の方は在宅の要

介護１以上の高齢者に理美容券を交付するという

ような内容で、交付枚数というのが１年間８枚を

交付するということで、１枚1,000円の券、それ

を8,000円分１年分としてお渡しする内容のもの

です。これにつきましても、利用実績を考慮して

積算をしております。1,000円掛ける交付枚数が

約5,300枚と実績を見込んでおりまして、また、

その使用率が実際は50％というようなことから、

使用率50％を掛けまして、265万円ほどの予算を

計上してあります。 

  ４つ目が、日常生活用具給付費ということです。
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これは、低所得世帯の寝たきりの高齢者、そして

認知症高齢者等の要援護高齢者への給付というよ

うなものでございまして、３種類のものがありま

して、１つが自動消火器、２つ目が火災警報器、

３つ目が電磁調理器、ＩＨヒーターの調理器です

ね。これをそれぞれ給付するものでございまして、

消火器につきましては、単価が１万9,000円で、

年間５台ぐらい出ていることを見込みまして、そ

こに消費税を掛けて10万2,600円ほど、火災警報

器につきましては、3,600円の単価にやはり年間

５台の支出を見て、そこに消費税を掛けて１万

9,440円、電磁調理器につきましても単価がちょ

っと細かいんですが、１万3,711円の５台分とい

うことで、そこに消費税を掛けて７万4,039円と

いうことで、トータル19万6,000円ほどの予算を

計上してあります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） 続きまして、予算執行計

画書、同じく61ページ、３款民生費、１項６目高

齢者福祉費、敬老祝い金記念品贈呈費、3001事業、

報償費、敬老祝い金と敬老記念品の具体的な内容

と積算根拠についてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 敬老祝い金、記念

品の事業につきましては、内容は大きく分けて２

つございます。１つ目が敬老祝い金ということで、

人生の祝い年である88歳、そして100歳以上の高

齢者の長寿を祝福し、祝い金を贈呈するというよ

うなものでございます。 

  88歳の方が３万円で、100歳以上の方は５万円

を贈呈することになっておりまして、積算根拠に

つきましては、29年度に対象年齢に到達する高齢

者数により積算をしております。88歳の方が３万

円の方ですけれども、527人ほどを予定しており

ます。100歳以上の方が５万円、これが77人を予

定をしておりまして、トータル1,966万円の予算

を計上させてもらいました。 

  敬老記念品につきましては、これはやはり高齢

者にお祝い記念品として額面2,000円分の商品券

をお渡しするというような内容でございます。こ

れにつきましては、やはり29年度に対象年齢、29

年度は78歳以上が対象になります。この方たちに

お一人2,000円で想定人数を１万800人というふう

に数を上げて、2,160万円の予算を計上してござ

います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） 続きまして、予算執行計

画書104ページ、７款商工費、１項４目消費者啓

発費、1001事業、機械器具費の新規であります特

殊詐欺撃退機器の内容についてお伺いをいたしま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 高齢者をねらった特

殊詐欺、悪質商法、これらが深刻な社会問題とな

っているわけですが、これらの被害を未然に防止

するために、電話機に取りつける特殊詐欺撃退機

器を購入して、貸与を希望する65歳以上の高齢者

に１年間無償で貸与をするものであります。この

特殊詐欺撃退機器というのは、主に通話録音装置

というのがついておりまして、具体的に申し上げ

ますと、装着しますと、本人が着信前に、この電

話は録音されますよというアナウンスが自動的に

流れるという形になりまして、大体犯人はその時

点で切ってしまうというところで、県警の調べに

よりますと、効果は抜群であるという結果が出て

いるところであります。 
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  29年度は、購入台数50台購入する予定でおりま

す。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） これは50台につきまして

はどのような方法で周知をするのか、お伺いをい

たします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 29年度予算で議決を

いただいた後に、広報とかホームページでＰＲを

してまいりたいと考えております。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） 続きまして、予算執行計

画書105ページ、７款商工費、２項２目観光振興

費、新規の観光局支援事業費、2001事業の補助金、

観光誘客促進事業の内容についてお伺いをいたし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 観光誘客促進事業補

助金の内容でございます。 

  主な内容といたしましては、ＪＲ等の鉄道会社

とのタイアップ事業でありましたり、観光振興の

東京出張所の経費、新聞広告、それからテレビ、

ラジオ等の利用した情報発信と、これまで行って

きた観光プロモーションの経費、さらにここにＤ

Ｃ対策の経費を加えまして、また、インバウンド

対策の経費、それから、これまで黒磯、西那須野、

塩原それぞれの観光協会が行っておりました地域

での集客事業、これもこの観光局の補助金の中に

集約をしたという中身でございます。 

  もう一つ、観光局運営のほうの内容でございま

すが、こちらの中身のほうは、車両であったり事

務機器の管理料、それから法人化を予定しており

ますので、その後、旅行業の許可を取得する旅行

業協会の入会金等も含んでおります。 

  また、観光局の人件費がこちらのほうに入って

いるという内容でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 次に、７番、櫻田貴久議

員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、すみません、

全て予算執行計画書から、ページ、質疑箇所、質

疑事項の順で読み上げます。 

  31ページ、防災対策費、災害時協力井戸表示プ

レートの概要についてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） この災害時協力井戸登録

制度につきましては、新たに29年度から導入した

いというふうに考えているものでございまして、

この制度につきましては、市内にあります既存の

民間の井戸につきまして、協力井戸として登録し

まして、大規模災害による水道断水時の生活用水、

つまり掃除でありますとかトイレの水、そういっ

た用水を確保するための制度として、この登録制

度を導入したいと考えております。 

  登録されました井戸の周辺に対しまして、表示

プレート、ここが協力井戸ですというような表示

のプレートを購入するための費用としまして10万

円を計上したものでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） プレートをつくる前に、

順序があると思うんですよね。井戸の把握とか協

力してくれる井戸の人を確認するとかという周知

の仕方とかやり方についてお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） そのとおりでございまし

て、まずは、民間のほうにどういった井戸がどの
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くらいあるのかというふうな予備調査はしないと

いけないというふうには考えておりまして、実際、

下水道のほうをそちら井戸を使っていらっしゃる

方もいらっしゃるというふうに聞いておりますの

で、そんなところ、それから農業用の井戸もある

というふうに聞いておりますので、そういったと

ころで予備調査を実施したいというふうに考えて

おります。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 近年、井戸はＯ157とか

に汚染されたりいろいろしているので、まず使え

るか使えないか、そのプレートを出す前に、使え

るか使えないか、飲料に使うのか、生活用水に使

うのかという、そういったある程度の物差しとい

うか基準ですよね。そういったものに関しては、

市としては何か考えているんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 先ほど申し上げましたよ

うに、あくまで飲料水ではなくて、生活用水とい

うことで考えておりますので、特別な水質検査等

は考えておりません。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、次に、37ペー

ジ、移住・定住促進事業費、移住・定住コーディ

ネーターの業務の内容についてお伺いをいたしま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） お答え申し上げます。 

  こちらの件につきましては、先ほど藤村議員に

お答えしたとおりでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、この移住・定

住コーディネーターを決める上に当たっては、国

の政策をそのままスライドしてやったのか、本市

としてオリジナルで考えた政策なのか、どうなん

でしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 国の政策というよりも国

がこういう制度を用意していますので、その制度

を活用させていただいて、あとは、実際やっても

らう業務とかについては、市のほうで吟味させて

いただくということでございます。 

  そうはいいながらも、国の金を使うということ

ですから、国が出した線からは逸脱することはで

きないということになります。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 先ほど、藤村議員の答弁

でもあったんですが、コーディネーターですよね。

誰を選ぶかによって、全然指針とかが違ってくる

と思うんですけれども、ただ予算がついたからで

そこなのか、例えば今言ったように、Ｕターンと

かどうのこうのとかと、いろいろ説明ありました

けれども、そういったのも国のそういった施策の

中に盛り込まれた内容なんですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 先ほど、どんな人がなる

んですかというお尋ねがあったものですから、国

のほうが示しているところでは、やはりＵターン

の経験者であったりとか、あるいは地域おこし協

力隊のＯＧ、ＯＢであったりとか、あとは行政経

験者、そういうところから選ぶことが適任じゃな

いんですかというようなところの方向性を示して

いるということでございます。 

  したがいまして、我々もそこから逸脱するとい

うようなところではなくて、それに沿った中で設
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定していくということになるということでござい

ます。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、次に、36ペー

ジ、移住・定住促進事業の移住・定住コーディネ

ーター研修の内容についてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） お答え申し上げます。 

  移住・定住コーディネーターの皆さんのスキル

アップのための研修を予定しているということで

ございまして、今、予定させていただいているの

は、地方創生実践塾というのがございます。こち

らは、いろんなところでやっている移住・定住施

策の発表会的なところということでございますの

で、各市町村の事例がここでどんなものかという

ことを情報収集できるということです。 

  あともう一つは、地域パンフレット創造セミナ

ーということがございます。これは、いかにして

我々の地域を売っていくかといったところのＰＲ

ポスターのつくり方とか、そういうものに対する

講習会ということでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 部長、この人はある程度

の経験している人なのに、あえて研修をさせるん

ですか。それ、おかしくないですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 議員ご指摘のこともある

んだと思うんですが、そうはいいながらも、全国

レベルでいろんな方と交流する中で、いろんな知

識を身につけてくるという考え方もひとつあるん

じゃないかなというふうに私は思っています。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） なんとなく、そこは金を

使うようなところじゃないような気がすると思う

んですけれども、やっぱり最初の段階で、そうい

ったある程度の経験した人が来るのにもかかわら

ず、そこで研修をするということの研修費を出す

本市としては何を考えているんですか。何を求め

ているんですか。これ、大した金額ではないんで

すけれども、人選の部分で、最初からこの事業を

成功させようとか、何とかやるんだというような

のが、余りにもちょっと人任せ過ぎるのではない

かなという気がするんですけれども、そこのとこ

ろを聞かせてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 移住・定住コーディネー

ターの皆さんは、やはり私どもで設置しておりま

す移住促進センターというのがございます。そこ

の実質運営といったものを職員の手からその人た

ちの手に移していきたいというようなことがござ

います。 

  ただいま、移住・定住に関する問い合わせとい

うのは年間250件ぐらい来ているというところで

ございますが、私が感じている部分では、どちら

かというと受け身的なところでの事業展開という

ところでございますので、今度はコーディネータ

ーを採用することによって攻めていきたいという

ようなところでございます。 

  あとは、研修の話にちょっと戻っちゃいますけ

れども、やはり情報にしても施策にしても日進月

歩、毎日毎日動いていますので、そういうところ

はやっぱりきちっととってくる努力というものも

必要じゃないかなというふうに思っています。決

して後ろ向きの話ではございません。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、38ページ、地
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方創生地域間連携事業費、新幹線駅を軸とした地

域間連携ＰＲの内容についてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 小山市との地域間連携と

いうことでございます。 

  こちらにつきましては、来年度のＰＲ内容につ

いて、現在、小山・那須塩原移住・定住戦略会議

のところで、最終的な詰めをやっているというよ

うな状況だということでございます。 

  そんな中で、議員のほうはどんな内容かという

お尋ねでございますので、現時点で想定している

ことといたしましては、大宮駅、小山駅、那須塩

原駅での定住促進ＰＲイベントの開催、あるいは、

各種メディアミクスによる両市の情報発信、さら

には、市民ワークショップによって両地域の魅力

の発掘、磨き上げ、そういうものをやっていきた

いなというふうに思っています。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） この間、キックオフイベ

ントをやりましたね。それは十分わかるんですけ

れども、例えば小山との連携で、前にも言ったこ

とがあるんですけれども、新幹線がつないでいる

唯一のそういう条件のもと、限られたところなん

ですけれども、本市がリーダーシップをとってい

く上での、これは基本となる部署はシティプロモ

ーション課でよろしいんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 基本的にはシティプロモ

ーション課のほうで全体のまとめをやらせていた

だいているということでございますが、いずれに

しても、要は、両市のプロモーションを東京首都

圏に向けてやっていくということがございますの

で、これは、市挙げての仕事だというふうに認識

しております。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 3,000万円ぐらいの予算

がついていますけれども、配分、これは那須塩原

市が3,000万円ばしっと使って小山を巻き込むん

ですか。それとも、この3,000万円で小山との、

使い方についてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） ご案内のとおり、この事

業は、地方創生推進交付金ということでもって国

の支援をいただくものでございます。２分の１の

補助率ということでございます。したがいまして、

3,000万円のうち1,500万円は国のほうから来ると

いうことでございまして、その残った1,500万円

の半分、750万円ずつを市の単独費ということで

充てて、事業展開をしてまいるということでござ

います。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、次に、40ペー

ジ、国際交流費、海外姉妹都市交流促進事業の内

容についてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） お答え申し上げます。 

  こちらにつきましても、先ほど、山本議員にお

答えしたとおりでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） ５年間、産業交流事業と

して続けてきましたが、今回、新たに今度、産業

観光部から企画部に移った内容で、その５年間の

そういったものに関してのＰＤＣＡサイクルに普

通落としてやるんですけれども、その５年の部分

の評価を産業観光部長に伺ったほうがいいのかな、

とりあえず。評価、わかりますよね。いわんとす
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ること。お願いします。 

○議長（中村芳隆議員） 櫻田議員に申し上げます。 

  質疑ですから…… 

○７番（櫻田貴久議員） じゃ、わかりました。 

  続きまして、40ページ、新婚対策事業費、結婚

サポートセンターＰＲ用チラシの配布規模及び婚

活イベント、結婚セミナーの内容についてお伺い

をします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） まず、結婚サポートセン

ターのＰＲ用チラシの配布規模ということでござ

いますが、まず、このチラシについては5,000部

プリントアウトしたいというふうに考えておりま

す。 

  それを市内のほうで配布してまいりたいという

ことでございますが、まず、自治会の班回覧とい

うところに3,400枚、そして、各公民館等での配

布というところに800枚、あとは、本庁と支所の

配布で300枚、さらには各種団体、そして企業の

皆さん等に500枚ということで、計5,000枚という

ことになると思います。 

  いずれにしましても、結婚サポート総合戦略と

いうものを立てまして、この結婚ＰＲにつきまし

ては、市だけではできない、家庭も大切、企業も

大切、市民の皆さんも大切というようなところで、

市一体となってやっていくというようなところの

趣旨に基づいて、このような配布規模にさせてい

ただいたということでございます。 

  続きまして、婚活イベントの内容でございます

が、こちらにつきましては、本市の自然や地域資

源を生かした体験型の婚活イベントというものを

２回開催させていただく予定でございます。 

  そして、もう一点、結婚セミナーの内容でござ

いますが、こちらにつきましては、恋愛塾という

ことで、スキルアップセミナーといったものを３

回シリーズで開催してまいりたいというふうに考

えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、今、結婚式と

か、いろんな意味で、時代背景とニーズで、例え

ば媒酌人とか仲人さんとかという人たちがいなく

なっているんですね。そういう流れはもう十分ご

承知だと思うんですが、相変わらずつくって、た

だそういうところに置いたからという、そのつく

る前の段階で5,000部つくります、その背景です

よね。何で5,000部だったのか。お願いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 先ほどもお話しさせてい

ただきましたが、結婚サポート総合戦略の中で、

この施策は市挙げてやっていく必要があるがある

といったところから、その関連する皆さん方に配

布をさせていただくといったようなところで、規

模を決めたということでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、55ページ、民

生児童委員活動費、民生委員推薦会委員、民生委

員児童委員の現状についてお伺いをします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） それでは、民生委

員推薦会委員、そして、民生委員児童委員の現状

についてお答え申し上げます。 

  まず、民生委員推薦会委員につきましては、那

須塩原市民生委員推薦会規則に定めておりまして、

この中で、委員の区分という選出区分といいます

のが市町村の議会の議員、民生委員、教育に関係

ある者など、全部で７つの区分からそれぞれ２名
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ずつ選出をするということで、14名の委員さんが

現在、那須塩原市の推薦委員ということで活躍を

していただいております。 

  主な業務の内容といたしましては、民生委員さ

んが地区から上がってきた場合に、その方がふさ

わしいかどうかを本市として推薦を決定し、県知

事に出すというような、そういう業務内容でござ

います。 

  もう一つ、民生委員児童委員の現状につきまし

ては、民生委員児童委員さんは３年ごとに改選を

されるというようなことで、任期は３年でござい

ます。昨年12月１日に改選されたばかりで、現在、

那須塩原市の民生委員の定員は212人というふう

に定めておりますけれども、実際のところ、現在

決定している方が202名というような現状でござ

います。 

  実際の活動は、おわかりのとおり、地域の方と

行政とのパイプ役というようなこと、それを主な

業務ということで活躍をしていただいているとい

うような状況でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 今、民生委員児童委員の

現状について説明いただきましたが、212名が202

名でしたか、充足率はこれ、足りているんですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 10名ほどやはり足

りていないというような現状にございます。ただ、

これをカバーするのは、やはり近隣の民生委員さ

んがこの部分を現時点ではカバーをしていただい

ているというような状況にございます。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、57ページ、障

害者福祉総務費、障害者差別解消パンフレット作

成の経緯についてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 作成の経緯につい

て説明申し上げます。 

  これは、障害を理由とする差別の解消の推進に

関する法律、障害者差別解消法というふうに言っ

ておりますけれども、これで国や地方公共団体、

そして民間事業者等に障害を理由とする差別の禁

止と障害者への合理的配慮の提供というものがこ

の法律で義務化となったために、市民及び関係者

に周知徹底を図るためにパンフレットを作成する

というような経緯でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、最後の質疑に

入ります。 

  156ページ、東京オリンピック・パラリンピッ

ク事前キャンプ地誘致事業費、オリンピック・パ

ラリンピック事前キャンプ地誘致の委託料の内容

についてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 誘致に関する委託料の内

容ということでございますが、まず、１つのツー

ルであります、手段でありますホストタウンの登

録、誘致活動に向けた基礎情報の収集、そのほか、

東京オリンピックの組織委員会や在日大使館との

交渉、それと、他市町村の誘致状況であるとか、

そういった情報収集及び分析、それと誘致対象国、

オーストリア国の視察団の受け入れ、またキャン

プ地誘致の実現に向けた交渉、それと情報発信の

ツールのための作成支援、そういったもの、また、

あわせてそれに伴う各種会議ということで、委託

の内容としております。 
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○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 今年度、下野新聞に那須

塩原市ホストタウンがだめになっちゃったみたい

な話が出ていたんですけれども、そういったのも

踏まえて、今回この委託料にしたんですか。その

辺をお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） ホストタウンにつきまし

ては、あくまでオリンピックの事前キャンプ地を

誘致するための１つの手段として我々は見ており

ます。ですから、新聞報道で今年度だめというこ

とですが、来年度の７月あたりには出てくるであ

ろうと。 

  それと、これまでの第１次、第２次につきまし

ては、ある程度施設があるとか、そういうような

考え方を整理すれば通っていたというふうに、委

託業者からは聞いておりますが、第３次につきま

しては、具体的な交渉例がないと、なかなかハー

ドルが高くて通らなかったということがございま

すので、今回、ホストタウンの登録ももちろんで

すが、ただいま申し上げたような各種委託業務を

行うことで、事前キャンプ地の誘致に向けて取り

組んでいく、そういった内容の委託経費でござい

ます。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） こういう委託を受ける会

社はそんなに数は多くないと思うんですよね。何

社ぐらいの中から選んだのか、最後にお聞かせく

ださい。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 今、議員おっしゃるとお

り、非常に専門性の高い業務でございます。たま

たま私どもがお願いをしている事業者につきまし

ては、正直、東京オリンピックの組織委員会の中

に入っている方であるとか、そういった方々が組

織している会社でございました。 

  そういったところを受けまして、数については、

他社についてはちょっと把握しておりませんが、

本市としましても、これまで十数年つき合いのあ

る事業者でございました。そういった中、内容を

精査しながらお願いをしているというところでご

ざいます。 

○議長（中村芳隆議員） ここで10分間休憩いたし

ます。 

 

休憩 午後 ３時０８分 

 

再開 午後 ３時１６分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  次に、17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 予算執行計画書から質

疑いたします。 

  37ページ、２款１項８目企画政策費、移住・定

住促進事業費、新規で目黒さんま祭りの報償費、

消耗品費の内容についてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 報償費と消耗品費の内容

についてお答え申し上げます。 

  まず、報償費についてでございますが、こちら

につきましては、本市の農産物や特産品などの販

売といったものをこのイベントの中でやるという

ことで、本市の産直にお願いしているため、その

品々の運搬費や交通費を含む謝金ということで、

18万円を計上させていただいております。 

  また、消耗品費といたしましては、大根おろし
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用の大根を提供するということで、500本分で10

万円を計上させていただいたというところでござ

います。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 今回、移住・定住促進

事業ということで、目黒のさんま祭りに的を当て

た理由はどういうことでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） この目黒のさんま祭りに

つきましては、ご案内のとおり、サンマは宮古市、

そして、スダチについては徳島県の神山町などが

提供しているということで、大根おろし用の大根

については、平成13年から高林地区の高林雷の会

という、私どもとしてはまちづくり団体と認識し

ておりますが、この団体が提供してきたという経

過がございます。 

  そんな中で、昨年、雷の会の皆さんから、会員

がかなり高齢化していっちゃったというところの

中で、継続出展が難しいんだということで、市と

してどうにか引き継いでいただくことはできない

かというような要請がありました。 

  その要請を受ける中で、我々としましては、高

林地区のまちづくり活動ということで、こういう

イベントにもう既に16年間出ているということで、

この塩原大根の大根おろしはやっぱり定番になっ

ていて、なくてはならないものになっているとい

ったような実態があるということと、こういうよ

うなイベントにゼロベースで我々が出るというこ

とになると、相当ハードルが高いというようなこ

とがございますので、このようなことから、我々

も縁を切るのは簡単ですが、この縁を引き継がせ

ていただいて、協力いただける市民の皆さんと一

緒に、本市の魅力といったものを目黒さんま祭り

で発信して、交流人口の拡大といったものに努め

られればなと思ったところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） そういった高林地区の

雷会から長い歴史があって、大根が出されてきた

と。当然、無償でのという、全てこれ無償でとい

うことでしょうから、今回については500本分を

ということで市のほうが出すということですが、

であれば、せっかくのお祭り、３万人ぐらいは人

出があるというようなお話を聞いておりますので、

そこでの独自のＰＲ、那須塩原市のＰＲ等は考え

ていらっしゃるんでしょうか。というか、随行し

たりするんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 独自のＰＲというところ

につきましては、絶好の機会だと我々は思ってお

りますので、先ほども言いましたけれども、我々

の農産物であったりとか特産品というのを持って

いって、そこでＰＲを兼ねて販売していきたいと

思っていますし、我々にはすばらしい温泉もあり

ますので、観光情報なんかもそこでＰＲしていき

たいというふうに思っているところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 了解しました。 

  それでは、次の39ページ、新規のビデオ会議シ

ステムについては、先ほど藤村議員のほうから質

疑がございましたので、了解いたしました。 

  続きまして、同じく155ページ、10款６項１目

体育振興費、スポーツ振興費補助金、新規、那須

塩原クリテリウム那須ロードレース大会の内容に

ついてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） この大会につきましては、

全日本実業団自転車競技連盟が主催するＪプロツ
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アーの１つの種類でございます。本市で開催され

ますのがクリテリウムということで、那須塩原駅

前になりますが、１周2.3kmのコースを10回から

25回周回する大会でございます。 

  また、那須町につきましてはロードレースとい

うことで、7.2kmの周回コースを３回から15回周

回する事業でございます。 

  日時につきましては、29年６月10日土曜日が午

前８時から午後５時まで、それと翌11日が同じく

午前８時から５時ということで、それぞれ土曜日

が那須塩原市、日曜日が那須町というような予定

でございます。 

  特にこの事業につきましては、主催者としまし

て、那須高原オールスポーツアソシエーションと

いうような事業者、また、那須塩原駅西口のハブ

化プロジェクト団体、また那須ブラーゼン等が中

心になって実行委員会を組織し、運営するもので

ございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 今回、補助金として

100万円予算計上されているわけですが、これ、

全体の事業費というのは把握されているんでしょ

うか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 実行委員会のほうから講

演依頼等がある際に、資料として提供いただいて

おりますが、全体事業としては1,500万円ほどの

事業費を見込んでいるということでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 私はテレビでしか見た

ことがありませんが、かなりのスピードで駆け抜

ける競技になっていると思います。そういった面

での安全対策等の説明等も既に受けているという

ことでしょうか。当日はどのくらいの、ごらんに

なる観客の皆さんがいるというようなお話も伺っ

ているんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） まず、安全対策について

でございますが、実行委員会のほうで那須塩原警

察署、そちらに相談に伺ったということで、その

辺の安全対策についての指導は受けているという

ことを聞いております。 

  それと、今回初めてになるんですが、類似の大

会、宇都宮でクリテリウム等行われておりますが、

そのときの数字を見ますと、観客数で約１万

2,000人、また参加者数で500人というような数字

はいただいております。 

○議長（中村芳隆議員） 次に、２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 執行計画書93ページ、６

款１項４目農業経営基盤強化促進事業において強

い農業づくり交付金の内容を伺います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 強い農業づくり交付

金の内容でございますが、この中に２つの事業を

想定しております。 

  １つが植物工場の建設事業、もう一つが水稲共

同乾燥調製施設の建設事業と、２つでございます。 

  本事業は国庫補助事業でございまして、事業費

の２分の１が国庫補助金ということですので、歳

入で受けまして、事業主体のほうに交付するとい

う内容でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 具体的に、植物工場建設

事業とありますが、植物工場の内容といいますか、

どういった植物の工場になるのか、お伺いいたし

ます。 
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○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 幾つかつくるようで

すが、主にリーフレタスというふうなお話を伺っ

ております。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） そうしますと、工場とい

うことでしょうから、ここに伴う、例えば雇用と

かというものも考えられるのでしょうか。お伺い

いたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 雇用も生まれるとい

うふうに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 続きまして、99ページ、

６款２項１目有害鳥獣対策費、こちらの手数料の

各項目の内容を伺います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） こちらの手数料には

３つの項目が入っております。 

  １つ目が有害鳥獣駆除、ハト、カラスの駆除を

実施する際の周辺の方々へのお知らせ用の新聞折

り込みの手数料、それから、有害鳥獣の駆除を実

施するのに、当然、銃を使いますので、弾を買わ

なきゃならない、通常は届け出をして、許可を受

けて銃砲店、火薬屋さん等で買うわけですが、有

害鳥獣で実施する場合には、名称が猟銃用火薬類

無許可譲受票というものを発行していただきます。

その発行手数料がここに含まれております。 

  もう一つが大型獣類を捕獲した際には、基本的

には埋設ということになりますが、埋められない

というような場合、あるいは通報等で大型獣類の

死骸があるよということで回収をした場合、焼却

処分をいたします。その手数料３つがこの手数料

に含まれております。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） それぞれの金額は、幾ら

分ずつぐらい見積もっているのでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 失礼いたしました。

新聞折り込み手数料が4,000円、それから交付事

務の手数料が７万7,000円ほど、それから焼却処

分の手数料が40万円というふうな内訳になります。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 了解しました。 

  続きまして、135ページ、10款２項２目、これ

は山本議員が先ほど質問されましたので、省略い

たします。 

  続いて、151ページの10款５項５目の図書館管

理運営費ですが、先ほど、やはり山本議員と同じ

質問にはなってしまいますが、少し内容を変えて

質問したいのですけれども、図書館利用者カード

を新１年生対象にカードを作成するというお話で

したが、小学１年生で配布をして、図書館利用者

をふやす目的もあると思いますが、図書館から離

れた場所に住む児童生徒は、１人で行けない場合

もあると思いますけれども、保護者への図書カー

ドを配布する理由と、その趣旨を説明するのかど

うかをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 新１年生を対象に配布と

いうことで考えておりますが、小さい子になかな

か内容を説明して理解が得られるかというのも、

正直疑問もないわけではございません。そういっ

た意味で、やはり保護者の方にも、配布の趣旨等

についてはしっかりお伝えをしたいということで
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考えております。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 続きまして、152ページ、

10款５項６目ハーモニーホール管理運営費、新規

でパイプオルガンオーバーホール積み立てとあり

ますが、こちらの内容についてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） ハーモニーホールに設置

してありますパイプオルガンにつきましては、設

置者とこれまで何度かやりとりをしている中で、

一般的に18年に１度のオーバーホールが必要であ

るというようなご指摘を受けました。 

  設置して２年たっております。それを18年で考

えますと、全部で2,400万円ほどかかるというよ

うなお話をいただきました。それを構成団体であ

ります大田原市と那須塩原市で16分割をすると、

年間150万円の積み立てというものが必要になっ

てくるということ、それと、18年後、一どきに

2,400万円を予算化するというのは非常に負担が

大きいということで、今後、18年後といいますか、

16年間かけて、それぞれの負担割合、６対４の負

担割合の中で積み立てをしていきたいということ

で、理事会等で決定した内容でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 18年に１度必要というこ

とでしたが、例えば日々の点検調整では補えない

部分を18年に１度、やはり大きくオーバーホール

して修理が必要ということでよろしいですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） メーカー側のお話からし

ますと、いわゆるピアノの調律に似た内容ですよ

という説明はありました。ただ、パーツが数千と

いうようなことで、パイプオルガン自体、相当数

多くの部材で成り立っているということで、やは

り18年に１度しっかりしたオーバーホールをしな

いと、コンサート等での活用に支障を来すという

ような説明でございました。 

○議長（中村芳隆議員） 次に、23番、平山啓子議

員。 

○２３番（平山啓子議員） それでは、同じく執行

計画書の中からご質問いたします。 

  同じく執行計画書の中から40ページ、国際交流

推進費の質問をいたします。 

  これは先ほど、山本議員のほうからも質問があ

りましたけれども、ここの中で、ちょっと１つだ

けお聞きします。 

  これは国際交流、友好親善大使として、また市

のほうから、リンツ市へお邪魔するんですけれど

も、やはりこれは60万円の２分の１の補助で、６

人分で180万円で計上されておりますけれども、

これは、みんな同じような座席で行くのでしょう

か。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 飛行機の座席の関係のお

問い合わせだと思うんですが、同じ座席だという

ことで考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） それからもう一つ、交

付金で、フェーリクス・ディーックマンさんの木

版画教室、子どもを交えてとハーモニーホールを

お借りしてあるんですけれども、子どもを交えて

ということでしたら、期間が限定されているんで

しょうけれども、夏休みあたりなんかちょっとか

からなかったような気がするんですけれども、こ

れは日時的にこの日しかとれないということで、

こういう日にちになったんでしょうか。 



－426－ 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） こちらの日程については、

お子さんのことも優先的に考えなくちゃいけなか

ったんですが、やはりこの芸術家の方のスケジュ

ールといったところの中で、かなり制約されてし

まったというところが実態でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） それでは、お隣の41ペ

ージの２款１項12目の交通対策費をお伺いいたし

ます。 

  ここの中の新規事業で、運転免許証の自主返納

者支援事業利用乗車券と、また、交付金で新規事

業で、運転免許証の自主返納者支援について、詳

しく事業の内容をお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） それでは、運転免許

証自主返納支援事業についてご説明をいたします。 

  高齢者の自動車運転事故が全国で多発しており

まして、問題になっておるところでございますが、

この事業はこれらの自動車事故の減少を図るため

に、高齢者に対して、それから高齢者外でも運転

に不安のある人に対して、自主的に免許証の返納

を促すというのがこの事業の目的となっておりま

す。 

  内容的には、民間路線バス、ゆ～バス、予約ワ

ゴンバス、タクシー乗車時に利用できる１枚200

円の割引券104枚、２万800円分、これを交付する

というものでありまして、１回当たりの利用制限

はなしで、１年間有効というところでございます。 

  印刷製本費といたしましては、200円券の52枚

つづりの券で単価が680円、これを２部、500人分

印刷するものでございます。 

  それから交付金といたしましては、返納者の乗

車券の利用実績分のお金を運行事業者のほうに支

払うというものでございまして、積算根拠といた

しましては、１回200円のゆ～バス利用想定とい

たしまして往復分、それと週に１回利用というこ

とで52週というところで、200人分を想定いたし

まして、交付金として計上させていただいたとこ

ろであります。 

○議長（中村芳隆議員） 次に、11番、髙久好一議

員。 

○１１番（髙久好一議員） 29年度の予算執行計画

書98ページからです。 

  一般会計歳出について、６款農林水産費、１項

11目地籍調査費です。 

  内容は、今回の予算で進む事業の面積を教えて

ください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 平成29年度沼野田和、

それから下中野地区の一部で事業を実施するわけ

ですが、この２地区合わせまして1.85㎢となって

おります。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） そうすると、本市の全

調査済みの進捗率というのはどのくらいになるん

でしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 全体の進捗率、平成

28年度末の予定でございますが、57.5％でござい

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） ありがとうございます。 

  この事業の内容ですが、国の負担分と市の負担

分の割合の変化というのは、今回あるのかないの

か、聞かせてください。 
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○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 今回、負担割合の変

化はあるのかということでございますが、変化と

いうのはございません。 

○議長（中村芳隆議員） 質疑通告者の質疑が終了

いたしましたので、議案第７号に対する質疑を終

了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８号～議案第１４号の質

疑 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第６、議案第

８号から議案第14号までの特別会計予算７件を議

題といたします。 

  質疑の通告者に対し、順次発言を許します。 

  初めに、20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、国民健康

保険特別会計の予算執行計画書からお尋ねいたし

ます。 

  167ページの１款総務費、医療費適正化特別対

策事業費についてです。 

  新規で、後発医薬品差額通知を出す理由は。あ

と、対象者はどのような人で、何人を見込んでい

るかお尋ねします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） それでは、後発医

薬品の差額通知を出す理由とその対象者について

お答え申し上げます。 

  まず、後発医薬品は、先発医薬品と治療効果は

同等であるとされ、また、先発医薬品に比べ薬価

が安く、患者負担の軽減とまた医療保険財政の改

善につながることから、国は、後発医薬品の利用

促進の取り組みというものを進めております。 

  本市においても、この事業は利用効果が高いと

いうことで事業を行うわけでございまして、実際、

その理由としましては今のような理由ということ

になりまして、対象者につきましては、後発医薬

品の差額が月100円以上となる方、それを対象と

しまして、約3,000人を見込んで、通知を出すと

いうことを見込んでおります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） いわゆるジェネリッ

クの医薬品ということなんですが、以前からこれ

は使われていたと思うんですけれども、来年度か

ら新たにこれを通知するようになった特別の理由

があるんですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 来年度から行う特

別の理由ということですが、理由として特別な理

由ということはないんですけれども、別にそれを

やらなくても、実際71％以上、本市においては使

っていたということもあるんですが、ただ、これ

を改めてお一人お一人にやるということについて

は、やはり医師会等にも説明をして了解をとって

からしっかりとやっていくということが必要であ

ろうということで、来年度から始めるということ

になっております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） この通知で医療費削

減を幾らと見込んでいるのか、かかる費用に比べ

て効果をどのように捉えているのか、お伺いしま

す。 
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○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） この医療費削減効

果の額とその対費用効果ですね、それについてお

答えをさせてもらいます。 

  まず、全て後発医薬品に変更できるということ

を仮定した場合に、市としては、年間4,000万円

ほどの削減を目標としております。 

  この4,000万円の根拠ということについてちょ

っとお話をさせていただきますと、実際に後発医

薬品に代替することが可能な額といいますのが、

現在の月額の医薬品から算定すると、現在約

1,600万円弱ぐらい月額削減できるということを

見込んでおりまして、これを年間に換算しますと、

１億9,100万円ほど年間で見込んでおります。 

  実際に私、先ほど申し上げましたが、本市のジ

ェネリックの使用率というのが28年12月の段階で

は71.3％ほど使われているというような実態がご

ざいます。そうしますと、残りの28.7％、これが

１億9,100万円の28.7％は、約5,400万円という数

字がはじき出されるわけでございます。 

  29年度においては、その８割程度を目標として

目標効果額という額に定めまして、行うというも

ので、これに対してかける費用というのは、通知

を出したりとか、または通知を出す作業とかを含

め事務費ということで、253万円ほどをこれにか

ける経費ということで事業を進めるということで、

もし全て目標4,000万円がクリアできれば非常に

効果は高いものであるというふうに考えておりま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） これをするに当たっ

ては、多分先行事例といいますか、先進地のあり

ようを調べたと思うんですが、そこのところはど

んなふうに、試算をするに当たってどのように利

用したのか教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） この事業に当たっ

て先行事例を調べたのかということですが、これ

については、ちょっと今調べたというようなデー

タを持っておりませんので、答弁は控えさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 既に本市では70％ぐ

らいの方がジェネリックを使っているというお答

えだったと思うんですけれども、そういたします

と、残りの30％については、ジェネリックのない

ものもあると思うんですが、そこのところの説明

をもう一回お願いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 実際に、後発医薬

品に代替することが可能であるという数字が今、

私が申し上げた金額で、もともとそれがかえるこ

とができないというものは、それはそれとして全

く認めてというようなものですので、ちょっとそ

れについては何とお答えしたらいいかちょっとわ

かりませんけれども、それを除いた額についてこ

の金額は対象としているということをご理解いた

だきたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） これは委託でお知ら

せをするということなんですが、具体的にどのよ

うな方法で本人にお知らせをするのか教えてくだ

さい。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 具体的にどのよう

な方法でということは、委託先、これは栃木県国
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民健康保険連合会というところにデータを抽出し

て、個人宛ての通知まで全部つくっていただいて、

後発医薬品を使った場合には、これだけの医療的

な負担が軽減されますというような個人宛ての通

知ということで差し上げるというような内容のも

のでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 今、医療費について

は、年に２回、個人宛てに国保の場合は連絡が来

ています。それと同じような方法で、何月何日に

使ったものに関してはこれだけ安くなりますと、

全てのものを２回にわたって知らせてくださると

いうことでよろしいわけですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 先ほど後発医薬品

の通知を3,000人を100円以上の差額が出る方に通

知しますとお答えしましたけれども、それを年２

回行うというようなことで、予定をしております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） その次なんですが、

重複受診者通知をやはり行うと書いてあるんです

が、これはどういう目的で行うんですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） また、この重複受

診につきましても、やはり個人の方の負担の軽減

と医療財政の改善というようなことを目的として

行うもので、実際に重複受診といいますのは、同

一の疾病について複数の医療機関で受診をしてい

るというような疑いのある方、そういう方に対し

て通知をするもので、実際には、１人当たり月３

件とか４件ぐらいの件数をやっているという方、

そういう方をピックアップしまして、そういう方

に対して重複受診の疑いがあるとこちらで判定を

した方については、それについての医療機関での

処方による重複投薬の防止とか医薬品の適正使用

というものについて、これは委託ではなくて、私

どもで直営で、レセプト点検を行った上で通知を

行うというような内容でございまして、効果につ

いては、先ほどお話し申し上げたとおりでござい

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 重複受診者に対して

は、これは多分薬だけではなくて医療費そのもの

だと思うんですけれども、これを今回ここに上げ

ているということは、イメージとして、それが多

くなっているという傾向なので、ここに上げてき

ているんですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） これについては、

ことしからというわけではなくて、以前からこう

いう傾向があるのではないかなというところは、

こちらでも調べてはいたんですけれども、実際こ

ういうことがやはりふえてきたというようなこと

から、29年度において実施するというような経過

になっています。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） そういたしますと、

ジェネリックに関しては先ほど委託をすると、そ

れから、重複受診者についてはレセプト点検の中

で直営でやるということなんですが、どちらにし

ても個人が自分の体に関して医者にかかったり薬

を飲んでいることが非常につまびらかになると思

うんですけれども、それに対して、個人情報に触

れるということはないんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） この事業につきま
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しては、国民健康保険法に基づく適正な事務とい

うことで、そういった問題というものはないとい

うふうに理解をしております。 

○議長（中村芳隆議員） 次に、５番、佐藤一則議

員。 

○５番（佐藤一則議員） 予算執行計画書186ペー

ジ、介護保険特別会計の支出のほうですね。３款

地域支援事業費、１項１目介護予防生活支援事業

費、新規の第１号訪問事業、1001事業の負担金、

訪問介護相当サービスの内容についてお伺いをい

たします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） まず、訪問介護相

当サービスについてお答え申し上げます。 

  この訪問介護サービスといいますのは、身体介

護が必要な方に対して、現行の介護予防訪問介護

というサービス、これと同様なものを行うという

ような内容でございます。 

  これにつきましては、予算額は870万円ほど今

年度は見込んでおりまして、これについては、現

在利用している方というところから、新年度29年

度以降のサービスを使う方、年間約600件ほど、

これを見込みまして、予算計上したという内容の

ものでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） 同じく訪問型サービスＡ

の内容についてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 訪問型サービスＡ

といいますのが、新たに那須塩原市が独自に行う

事業ということで、先ほどお話しした訪問介護相

当サービスといいますのは、実際には身体介護の

サービスも含んだ介護でございまして、この訪問

介護サービスＡというのは、身体介護が必要では

ない方に対して、指定事業者が生活援助というも

のを提供するサービスの内容でございます。 

  実際に、予算的には305万円ほどの予算を計上

しておりまして、このサービス利用者につきまし

ては、年間1,400件ほどを見込んで予算を計上し

てございます。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） 続きまして、同ページで

すね、３款地域支援事業費、１項１目介護予防生

活支援事業費、新規であります第１号通所事業、

2001事業、負担金、これについては通所介護相当

サービスの内容についてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 今度は在宅ではな

くて、デイ・サービスとか施設などでのサービス

の利用の部分の通所介護相当サービスの内容につ

いてお答え申し上げます。 

  この通所介護相当サービスといいますのは、や

はり身体介護が必要な方に対して、現行の介護予

防通所介護と同様なサービスを提供するというよ

うなものでございます。 

  これにつきましては、予算額は5,574万4,000円

を見込んでおりまして、実際、年間の利用件数を

2,511件ほどということで想定をして予算を計上

してございます。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） 同じく通所型サービスの

内容についてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 通所型サービスＡ

といいますのは、やはり29年４月から本市が独自

に行う内容のもので、身体介護が必要でない方に
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対して、実際のサービスは閉じこもり予防とか生

活目標を明確にした自立支援に効果的な、具体的

にいいますと、運動とかレクリエーションなど、

事業所で提供していただくというような内容のも

のでございます。 

  これについては3,416万6,000円ほどの予算を見

込んでおりまして、年間の利用件数を2,664件と

いうふうに見込んでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 質疑通告者の質疑が終了

いたしましたので、議案第８号から議案第14号ま

での７件に対する質疑を終了することで異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１５号の質疑 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第７、議案第

15号 水道事業会計予算については、質疑の通告

者がおりませんので、質疑を終了することで異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号及び議案第３６号

の質疑 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第８、議案第

35号及び議案第36号の訴えの提起案件２件を議題

といたします。 

  以上に対し質疑を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 質疑がないようですので、

議案第35号及び議案第36号の２件に対する質疑を

終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了します。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時５８分 

 

再開 午後 ４時０７分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３８号～議案第５８号の

質疑 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第９、議案第

38号から議案第58号までの計画案件21件を議題と

いたします。 

  以上に対し質疑を許します。 

  質疑の通告者に対し、順次発言を許します。 

  初めに、１番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） では、議案番号39、第

２次那須塩原市行財政改革推進計画の６ページ、

スケジュールの窓口業務の民間委託について、検

討する窓口業務とは具体的にどの業務か伺います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 具体的にどのような業務

かということでございますが、窓口業務の民間委
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託できる範囲といったものにつきましては、内閣

府の通知によって示されているということが前提

でございます。このようなことから、この範囲の

中で、市として何が実現可能かといったことを来

年度の中で検討してまいりたいということでござ

います。 

  通知で示されている範囲というところで申し上

げますと、住民票の写し、各種証明書等の請求受

け付け及び交付、さらには国民健康保険、介護保

険等の届け出受け付けなどというふうになってご

ざいます。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 次、40に移っていいで

すか。 

  では、那須塩原市公共施設等総合管理計画、８

ページ、⑸公共施設のコスト状況について、下段

の図について説明してください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） ８ページの下段の図につ

いてということでございます。 

  こちらにつきましては、各コストの関係という

ことで、相関関係を簡易的に図式化したものだと

いうことでございます。この計画におけるコスト

の状況につきましては、コスト、フルコスト、キ

ャッシュフロー、ネットコストの概念により分析

を行っているということでございまして、こちら

のページに書いてあるとおり、それぞれの関係性

については、維持管理費と事業運営費を加えた費

用がコストとなっておりまして、そのコストに減

価償却費を加えた費用がフルコスト、そしてコス

トから収入を除いた費用がキャッシュフロー、そ

してフルコストから収入を除いた費用がネットコ

ストということになっているということでござい

ます。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） それぞれは説明がある

んですけれども、丸い円が３つあって、その間に

加えるとか除くということを今おっしゃったので、

その記号がないからちょっとわかりにくいんじゃ

ないかなというふうに感じたんですけれども、そ

の点は考慮されなかったんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 私どものほうとしては、

上の表の補完的な図というようなところで捉えた

ものですから、今議員さんが言うところまで、そ

ういう視点でのチェックにはなっていなかったと

いうところはあるかもしれません。 

  ただ、上との比較対比の中でご理解をいただけ

るような図にはなっているのかなというふうには

思っております。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） では、次に移ります。 

  議案番号45、第２期那須塩原市環境基本計画、

９ページ、第４節、産業別就業者数、こちらの棒

グラフ内の数字の合計とその上に記載されている

数字の差は何を示しているのか、教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） ９ページの棒グラフ

の表でありますが、このデータは国勢調査をもと

につくられた棒グラフでございまして、棒グラフ

の上の数字は、市内の全就業者の全総数でありま

す。 

  第１次、第２次、第３次の就業者数がそれぞれ

書いてありますが、この差につきましては調査票

の記入不備それから記入不詳によりまして、第１、

第２、第３次いずれの項目にも分類不能の数がこ

の差となって表示されております。 
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○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） では、その下の第５節、

土地利用状況の中のその他とは何を指すのか、教

えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 土地利用状況の中の

その他地目その他という部分は、本市の山岳部の

国有林が主なものであります。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 例えばこの表の中で一

番大きい部分がその他なんですけれども、これは

国有林と書かない理由はあるのですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） もう少し詳しく申し

上げますと、このその他の内訳で一番多いのが、

先ほど申し上げた国有林の部分、その次に多いの

が民地の山林で、いわゆる保安林と呼ばれている

勝手に伐採してはいけない林があります。それが

含まれております。 

  それから、そのほかにごく少数でありますけれ

ども、公衆用道路、墓地それから用悪水路等々を、

地目を総称してその他という形で表示しておりま

す。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） では、次に移ります。 

  13ページ、環境項目６、２、環境学習情報提供

の推進で、環境企画展や環境展などへの来場者数

の現況が４万5,300人となっているが、その内訳

を教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） この４万5,300人の

内訳でありますが、各イベントの参加者数であり

まして、もったいない市が2,000人、西那須野産

業文化祭が３万5,000人、なしお博が7,100人、消

費生活と環境展が1,200人。これらの各イベント

の総来場者数の合計がこの４万5,300人というふ

うになっております。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 平成38年度の目標の指

数は、また同じ参加者を考慮した設定になってい

るのでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） このご質問の13ペー

ジの値でありますが、これは第１期の計画の指標

の達成状況でありまして、ちょっと長くなります

けれども説明させていただきますと、第１期目を

つくったときの基準年度、平成17年の基準年度の

数値が年間1,500人というのを上げております。 

  このときのイベントへの取り組みといいますか、

そのやり方といいますのが、塩原温泉ビジターセ

ンターそれから板室自然遊学センター、日新の館、

那須野が原博物館、この４つの施設に各館内にパ

ネルを展示したというのが当時の環境企画展のや

り方でありました。 

  つまり、パネルですので、そのパネルのところ

に来た人数ということではなくて、そのイベント

の全イベント数という形で1,500人というふうな

形でカウントしたわけであります。 

  平成26年度からこの環境企画展のやり方をかえ

まして、イベント会場の中で環境企画展のブース

をつくりまして、そこのブース出展に変更したと

いう経過がございます。 

  第１期計画の達成状況の振り返りという中でい

いますと、当初の基準の設定がイベントの全来場

者数という形になりますので、27年度、先ほど説

明した４つのイベント、参加しておりますので、
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全体の来場者数として４万5,300という形で、第

１期計画の達成状況として報告をさせていただき

ました。 

  ご質問の38年度の2,500人目標値というのは、

これからの第２期の計画に当たりましての目標値

を、48ページのほうに記載させていただきました。 

  27年度は、先ほどの４万5,300人の来てくれた

お客さんのうち、環境企画展のブースに来た方が

1,465人でありまして、これを2,500人まで上げて

いこうというのがこの目標値の設定の内容でござ

います。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） ということは、環境に

特化して、正しくその環境に関心のある学習をさ

れた方にこれから今後統一するということでよろ

しいですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） そのとおりでござい

ます。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） では次、45ページの地

球環境の保全、⑴市域から排出される温室効果ガ

ス総排出量の指標、目標値の計算根拠を教えてく

ださい。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 市域から排出される

温室効果ガス総排出量の指標ということで、この

目標値の計算の算出根拠でありますが、国におき

ましては、平成42年度までに平成25年度比で26％

削減していくよという目標値を立てたわけであり

ますが、当然のことながら、那須塩原市としても

これに基づきまして、平成42年度の目標値を81万

5,000ｔという形で設定をいたしました。 

  それに逆算いたしまして、38年度の値を90万

6,000ｔという形で設定をさせていただいたとこ

ろであります。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） これは、あくまで目標

を設定したということであって、それを実現でき

るための具体的な施策というか方法論については

確信を持った上で書かれたということでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） この目標値に向かっ

て、この環境基本計画に掲げるさまざまな施策を

実施してクリアしていくという、そういう目標を

立てたわけであります。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） では、同じくこの45ペ

ージ、４、地球環境の保全、⑴市が行う業務によ

り排出される温室効果ガス排出量の指標の排出量

削減の手法についてお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） この指標は、市役所

が１事業所として、いわゆる市が行う業務により

排出される温室効果ガスの排出量、これの目標値

を掲げたわけでありますが、これに関しては、市

の環境マネジメントシステムというのがございま

すが、これに基づきまして、各課施設ごとに環境

管理主任者というのを置きまして、それぞれ各課

で使っている電気料、燃料の使用料の削減である

とかごみの削減、減量化、あるいはエコ通勤、グ

リーン購入等を月ごとに出していただきまして、

上半期と下半期に環境管理課のほうに報告をして

いただいて、その削減量を目標に向かって削減を

推進していくという、そういう手法をとっており

ます。 
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○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 新庁舎の計画がまだは

っきり確定していない中で、10年後の値をどのよ

うに想定して算出されたのか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 先ほど市役所が１事

業所と申し上げましたけれども、市役所の本庁だ

けでなくて、支所とそれから出張所、それから各

公民館、それから各小中学校全てを合わせた形の

値という形になりますが、その中で一応32年度を

目標として、21年度比で対25％削減という形で目

標を掲げたわけであります。 

  最終的には、平成38年度は530万ｔで5,000ｔの

二酸化炭素を目指しましょうという形で掲げさせ

ていただきました。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） では、次に行きます。 

  46ページの⑶省エネルギーの推進、家庭向け省

エネ診断の受診世帯数、この省エネの診断をどの

ように行っているのか、教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） この省エネ診断につ

きましては国の事業でありまして、家庭向けの省

エネルギー診断、うちエコ診断という国の環境省

のコンサルティング事業でありますが、栃木県に

おいては地球温暖化防止活動推進センターという

ところが窓口になっておりまして、環境省から認

定を受けた診断士が受診家庭のエネルギー使用料、

光熱費を専用のソフトでチェックをして、各家庭

のライフスタイルに合わせたオーダーメードの省

エネ、省ＣＯ２の対策を提案してくれるというと

ころでありまして、受診時間は１家庭で大体50分

程度、料金は無料という形になっております。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） ちょっと私自身この事

業、把握していなかったんですが、実際にこれ、

年間の世帯が17世帯、基準値で出ておりますが、

目標が50ということになっておりますけれども、

この数値で、例えば目標のＣＯ２削減に貢献でき

るという設定ですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 確かに17という数字、

少ないと思いますけれども、目標値に向かって、

例えば来年度予定しておりますエコポイント制度

というのを予定しておりますが、その中でエコア

クションの１つとして、この省エネの診断の受診

世帯という項目を挙げておりますし、また、環境

連絡会の民生家庭部門の方々と連携して、もう少

しＰＲ、どうしたらいいかというのを今後詰めて

いきたいなというふうに思っております。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 続いて、47ページ、一

般廃棄物の最終処分量の指標ですが、第１期計画

では最終処分率で目標設定していたのに、処分量

に切りかえた理由を教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） ご存じのとおり、第

１期最終処分場が32年で満杯になります。その後、

33年からは第２期最終処分場が稼働する予定でご

ざいます。 

  その中で、今まで処分率という形で、意味合い

は最終処分量という形と同じなんですが、最終処

分場の残容量という中で、それをより明確にする

ために最終処分量という形の目標値に切りかえさ

せていただきました。 

  加えて、国や県の目標、指標が最終処分量の減
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量という形で決まっておりますので、これらもあ

わせて整合性を図っていくというのも理由の１つ

でございます。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 第１期計画の検証のと

ころで、平成17年が10.4％で、平成31年4.0％を

目標にしていたところ、平成27年は実は当初と同

じ10.4％という数字になっています。 

  これをどのように受けとめて次期計画の目標値

を設定されたのか、お聞かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 議員おっしゃるとお

り、最終処分率という形であればクリアできなか

ったのが事実でございますので、当然のことなが

ら、今の処分率といいますと、分母のごみ総排出

量というところをいかに減らしていくかという施

策を、今回の基本計画またその下の今検討中のご

み処理一般廃棄物の処理基本計画の中で、３Ｒの

推進を中心にやっていこうというのが１つ検討し

ているところであります。 

  いずれにしても、最終処分量を減らしていくと

いうのが命題になりますので、それに向かってい

ろんな施策を展開していきたいというふうに考え

ております。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 次のクリーンセンター

長寿命化に行ってよろしいですか。 

  議案46、那須塩原クリーンセンター長寿命化総

合計画、47ページ、⑴延命化工事の実施回数です

が、延命化工事を実施して３％以上のＣＯ２削減

効果がクリアできれば交付金を受けられるという

ことか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 議員おっしゃるとお

り、この延命化工事を実施いたしまして、ＣＯ２

排出量削減率が３％以上になる場合に、循環型社

会形成推進交付金の対象になるということでござ

います。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） どのくらいの年度で

３％以上の削減効果が把握できるのかわからない

のですが、もしそれがクリアできなければ全額市

の負担になる、改修工事費が負担になるという意

味なのでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 理屈的には、延命化

工事をした後に、延命化工事をする前に比べて二

酸化炭素の削減量が３％減なければ、交付金は返

すという理屈になりますが、ただ、交付金の交付

申請の段階で、那須塩原市はこういう形、例えば

施設を最新のこういう効率なものに変えるとか、

ＬＥＤを実施しますかという、いわゆる厳しいチ

ェックを受けて交付金の申請、交付金の対象事業

になりますので、100％とは言いませんが３％を

クリアという部分はできるというふうに確信をし

ております。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） では、次の元気アップ

アグリに行きます。 

  元気アップアグリプランの26ページ、女性の農

業者の方へ、⑸女性の担い手の確保育成のところ

で、女性が農業へ就労する場合や農業経営に参画

する場合にこれを支援するとありますが、どのよ

うな支援なのかお聞かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 女性への支援でござ
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いますが、現在想定しておりますのが、農村女性

を構成員とする、本市には農村生活研究グループ

協議会という組織がございます。そういった協議

会の活動支援、それから農業者の海外視察研修派

遣事業というのがございますが、こちらのほうに

も女性の農業者を積極的に派遣をしていく、さら

に家族経営協定の締結というようなところを推進

いたしまして、昔でいいますと主従の関係ではな

いですが、お手伝い的な部分があったんですが、

それをしっかりと女性の役割、明確にしながら労

働条件等もしっかりするという協定ですが、そう

いったものを推進しまして、女性の社会参画なん

かも推進していきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 男女共同参画という観

点に立っての事業だと読んでいて感じましたので、

この家族経営協定という言葉が、ちょっとこの26

ページ、27ページに見当たらなかったんですが、

この女性の農業経営及び社会の参画を推進します

というところがそれに当たるということですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 文章としてはそこに

該当してくるということです。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 家族経営協定という言

葉を明確に書かれない理由はあるのでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 明確な理由、記載し

ない積極的な理由というのはございません。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 書きかえるという可能

性はあるんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 家族経営協定という

名称を使わなくても、趣旨はしっかりと書き込ん

だというつもりでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 次に、20番、山本はるひ

議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、議案番号

43、那須塩原市第３次定員適正化計画について質

疑をいたします。 

  ページでいきますと、10ページの目標のところ

に、この計画に臨時職員などの職員を入れない理

由を伺います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 臨時職員につきましては、

基本としまして、臨時的あるいは緊急的な必用性

がある場合について、正規職員の補助的な業務を

担うために任期を定めて任用するというふうなこ

とになっています。 

  それで、臨時職員でありますけれども、職によ

って勤務時間につきましても多様でありまして、

業務量に伴い任用する人数が増減するというよう

なことから、職員定数には含めていないというふ

うなことでございます。 

  また、総務省が実施しております、全国自治体

の職員数を把握するため毎年度実施しております

地方公共団体定員管理調査におきましても、一般

的には臨時職員のほうは対象外としているという

ようなところでございまして、例えば類似団体で

の比較の場合でも、その臨時職員は除いた正規職

員だけの数で比較しているというふうな状況でご

ざいます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 定員適正化計画とい
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うふうに書いてございますけれども、これはあく

まで那須塩原市民に対するサービスを提供する、

そういうために必要な人数のことだというふうに

理解をするんですが、そうではないんですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） あくまで正職員というふ

うなことで、サービスをするために正規職員がど

の程度必要かというふうな計画というふうに認識

をしております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、職員の定

員、正職員の定員を考えるときに、那須塩原市の

サービス提供をするための仕事の量、業務量は考

えないんですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） サービスをする場合に、

そのサービスの量に見合った職員数は考えないの

かというふうなところかと思いますけれども、も

ちろん、いろんな業務がそしてサービスがあるわ

けでありまして、それを遂行していくためにどの

くらいの職員が必要なのかというふうなところに

つきましては、これはなかなか難しいところがあ

りまして、はっきり何というのはなかなか算定が

難しいところもございます。 

  ただ、そういうふうなところがありますので、

毎年度、部局長の皆さんにヒアリングをしまして、

これからふえるであろう業務それから事業が完了

した業務、そういったところから人員配置のほう

がどういうふうなところになるんだというふうな

お話を聞いた上で、人数のほうも検討しておりま

すし、実際この定員適正化計画、５年間というふ

うなことになりますけれども、これを策定するに

当たりましても、そういった５年間を見通した中

での業務量、どうなるのかというふうなところも

踏まえましてヒアリングをしまして、策定をして

いるところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 先ほど臨時の職員は

あくまでも臨時なんだということだったんですが、

臨時という名前がついていても臨時ではない職員

もいると思うんですが、この定員適正化計画の目

的を読んでみますと、やはり市民に対するサービ

スとか仕事の量に対してどのくらい人がいるかと

いうことだと思うので、そういたしますと、臨時

さんでも市民のための仕事をしているわけですし、

そこのところが抜けていると、この計画そのもの

が実効性がどうなのかなというふうなところは、

いかがなんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 確かに臨時職員といいま

しても、各種の臨時職員がおります。例えば、産

休の代替の臨時職員であるとか、本当に事務的な

補助、簡単な作業をやっていただくような補助的

な臨時職員、それから保育園での保育士さん、そ

の方たちもフルタイムそれからパートタイムの保

育士さんたちがいらっしゃいます。 

  例えば、その保育士さんでありますと、保育園

整備計画というふうな後期計画が現在議会のほう

に上程されておりますけれども、その中で、やは

り計画的に100人体制にしていきましょうという

ふうなところがありまして、それを踏まえて保育

士のほうの採用人数についても計画的に採用して

いるというふうなことになっております。 

  ですから、この例えば保育士においては何の計

画もなくてというふうなところではなくて、こう

いうふうな個々の計画において、その計画的な採

用を行っているというふうなことになりますし、
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また、そのほかの臨時職員につきましても、ただ

雇っているわけではございません。 

  やはり、その必要性というものを毎年度毎年度

当初予算のときに査定をしまして、これは財政で

はなくて人事のほうを所管します総務課のほうで

査定をして、どのくらいその臨時職員が本当に必

要なのか、それも査定をした上で決定していると

いうというふうなところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） １ページ戻りまして、

９ページのところにいきますが、一番下のところ

に職種別適正化の考え方というものがありまして、

その職種別適正化の考え方の中に、定員適正化の

定員の対象について、一般事務職で年齢構成を平

準化するその理由をお聞かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） これは逆に、その計画書

の８ページのほうに男女別の職員数がピラミッド

形式に出ていますけれども、ごらんになっていた

だいてわかりますように、本当に私たちの年代、

59歳、60歳というのがかなりの数でいる。その後

がずっと少なくなっていて、また47歳あたりから

37歳あたりまでが膨らんでいるというふうな状況

になっている。 

  こういうふうな出っ張り引っ込みがありますと、

どうしても退職数が多くなったり少なくなったり

するわけなんですね。できるだけそれを平準化し

たいというふうな意図です。 

  なぜ平準化するかといいますと、例えば30人、

来年度退職になるというふうなことになりますと、

この計画については、809人から810人というふう

なことで今後５年間、大体同じというようなとこ

ろですね、現在を基礎と基本とするというふうな

計画になっておりますので、そうすると、本当に

退職者イコール新規採用というふうなことになり

ますので、かなりの数の職員をここ二、三年は採

用しないといけないというふうな状況になります

し、そういうふうなことがまた十数年後起こって

くるということでありますので、できるだけ年齢

のほうにつきましては平準化をしたいというふう

なところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 18から60までそれぞ

れの年齢のところに人がいたほうがいいというこ

となんだと思うんですけれども、職員を採用する

というときに、男女別ではないと思うんですが、

ここの部分で男女別にしてある、あるいは職員を

とるときに18歳の人を１人とか、25歳の人を１人

というふうにとっているわけではないと思うんで

すが、ここまで１歳刻みにその表をつくって、こ

れがいびつだというふうにする必要があるのです

か。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） あくまでこれは表のつく

りというふうなところもありますけれども、やは

りこういうふうな状況だということに理解をして

いただきたいというふうなことで、こんなふうな

表にしてあるということでございます。 

  現在は、職員の採用試験といいますのは、一般

事務職ですと29歳までなんですね。ただ、私たち

が入ったころには24歳までというふうなことが、

たしか合併のころまで続いていたのではないかと

思うんですね。 

  ですから、最近におきましては、先ほど議員お

っしゃったように、男女何人ずつとか、何歳が何

人というふうな採用は、もちろんしてございませ

ん。能力に応じてというふうなところで採用して

いるところでございますけれども、結構この、ば
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らけてきているというふうな状況にはございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） そういたしますと、

市のほうでは年齢は、男女別はともかくとして年

齢がこう変わっていく、上がっていくあるいは下

がっているというのか、年齢別によって、それが

業務をするうちの能力に比較して、それに比例し

ているというふうに考えての平準化なんですか。

そこのところがよくわからないんですが。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 能力に応じてというふう

なところ、それも一理あるのかなというふうには

思うわけでありますけれども、やはり、一番いい

体系といいますのは、部長がいて、課長がいて、

係長がいて、係員がいてというふうな形になるわ

けでありますので、それだけピラミッド型の年齢

構成というのが望ましいのかもしれませんけれど

も、そういうふうなことばかりでも言っておられ

ませんので、あくまで、先ほど申し上げましたよ

うに、ある年齢のところにたくさんの職員が固ま

っていると、その職員の人たちが退職したときに

また大量の職員を採用しなければいけないという

ふうなところがあるので、平準化をしたいという

ふうなところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 次に、専門職のこと

なんですが、ここの９ページの下に専門職につい

て職種が書いてありますが、ほかに考えられる職

種はないのでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 確かに専門職、行政需要

等につきましても、専門的な知識とか技術を有す

る職員が必要になってきているというふうな状況

にあります。 

  実際、この28年度の採用試験におきましても、

水道技師それから電気技師、学芸員、これを採用

というふうなことになっております。 

  採用まで至らなかったんではございますけれど

も、そのほかに臨床心理士そして機械技師のほう

も募集をしたというふうなことになっております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 市役所の職員は一般

職の方が多いという中で、やはりここにわざわざ

専門職という言葉が入っているということは、実

際のところ、ここに書いてある以外の専門職の方

がいらっしゃるということで、これは５年後まで

見据えていることなので、そのような言葉をなぜ

入れなかったのか、そういう職の方をとっている

ということをなぜ入れていないのかを教えて下さ

い。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 専門職というようなこと

で９ページに記載してありますのは、専門職の計

画的な採用に努めますというふうな記載にとどめ

ておいたわけでございますが、確かにいろんな職

種がありまして、今後どういうふうな職が必要に

なってくるかというふうなところもありますので、

具体例は示さなかったというふうなところでござ

いまして、もちろん必要があれば、ここに書いて

ありますように、計画的にやはり採用はしていき

たいというふうには考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 次に、２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 議案番号45、環境基本計

画、36ページから52ページ、第１節、主要施策、

環境配慮施策、重点施策選定の理由を伺います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 
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○生活環境部長（山田 隆） 重点施策の選定の理

由でありますが、環境基本計画の50ページから52

ページにかけて重点施策のほうを記載させていた

だきましたが、これらの重点施策については、環

境配慮施策の中で特に重要性、緊急性を要するも

ので、かつ、先頭的役割を果たすべき施策という

ところで記載をさせていただいたところでありま

す。 

  第２期においては重点施策、11ほど記載をして

おりますが、これらを定めることによって、望ま

しい環境像の実現のための基本施策の方向性を示

して、あわせて、指標と合わせることで計画の進

捗状況を客観的に把握できるということから、こ

れらの重点施策を記載したというところでござい

ます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） そうしますと、重点施策

ということでこの施策を進める、これを中心にし

てこの重点施策を進めることによって、ほかの施

策の推進を図っていくという考えでよろしいでし

ょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） そのとおりでござい

ます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 続きまして、議案番号46、

クリーンセンター長寿命化総合計画、48ページか

ら49ページ、⑵、⑶延命化工事実施時期検討及び

３パターンの費用比較のところで、費用の積算根

拠と内容について伺います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 今回のクリーンセン

ター延命工事の費用の算出根拠でありますが、こ

れは、まず環境省のほうの手引に基づきまして、

施設の一般的な稼働年数の20年を今回の延命化工

事によりまして10年延命化して30年という形で設

定をいたしました。 

  延命化工事の時期については、稼働開始後、①

として15年後、②として18年後、それから③とし

て10年後及び23年後の２回実施という、３つのパ

ターンを想定いたしました。これは、稼働開始後

15年を過ぎると急激にその設備、部品が老朽化が

進むという前提のもとにこのパターンを設定させ

ていただきました。 

  それぞれのパターンに基づきまして、延命工事

費とその期間の維持管理費、これを合わせた概算

費用を、現在の使っているメーカーさんにお願い

をして、細かく見積もりを算出していただいたと

いうのが、見積もりの算出根拠でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） これの評価の算出方法で、

32ページ、健全度評価は27年度に実施したものだ

と思いますが、ここで書いてある健全度４で示さ

れているものは、壊れにくいもの、交換しなくて

も大丈夫というものだとは思うんですが、２年た

っています。 

  27年度から今にわたって２年たっていますけれ

ども、そのままでこの後15年もつということで判

断していいのか。また、途中で破損はないのか。

そういった、ここの32ページからの健全度の中で、

目視とか日常点検の中で次々に壊れていくものは

ないのかどうか、そこもお聞きしたいのですが、

お願いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 32ページの、議員お

っしゃった、健全度の判断基準というところで４

段階ほどありまして、一番健全度の低いものにつ
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いては早急に交換という中で、こう、32ページか

らの表があるわけでありますが、この表をおのお

のの設備機器のこの表の健全度を前提として、今

後の30年間の、いわゆる維持管理も含めてですけ

れども設備のメンテナンス、交換を計画を立てて

いくというところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 了解しました。 

  続きまして、同じ場所で46、クリーンセンター

長寿命化総合計画で、パターン①にした詳細な理

由もお願いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 先ほどご説明いたし

ました３つのパターンのうち、延命化工事費それ

から維持管理費用、合計について、この３つのパ

ターンを比較検討いたしますと、パターン①につ

いては総事業費が166億5,100万、②については

183億1,500万、パターン③については196億2,800

万ということで、パターン①の施設稼働後15年か

ら17年に当たる平成35年度から37年度の時期に延

命化工事を実施することが、最も経済性が図られ

効果的であるというふうな判断をしたことで、パ

ターン①という形で延命化工事を進めていきたい

ということでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 続きまして、議案番号54、

教育振興基本計画、ページ25、具体的施策③の参

考指標としまして不登校出現率、平成33年目標が

3.31％、中学校の不登校出現率3.31％の目標値の

根拠を伺います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 不登校出現率、33年度の

目標値を3.31にした根拠でございますが、これま

で本市内の中学校の不登校出現率につきましては、

県の出現率を１度も下回ったことがございません

でした。 

  そういった中で、県の平成17年度から26年度ま

での10年間、それの平均をとった数値が3.31％と

いうことで、そこを目標に設定したものでござい

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 質疑通告者の質疑が終了

しましたので、議案第38号から議案第58号までの

21件の質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案の各常任委員会付託につい

て 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第10、議案の

各常任委員会付託についてを議題といたします。 

  ただいま上程中の各議案については、審査のた

め各常任委員会に付託いたします。 

  議案第７号から議案第36号まで及び議案第38号

から議案第58号までの51件については、お手元に

配付の議案付託表のとおり、所管の常任委員会に

付託したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、議案付託表のとおり各常任委員会に付

託いたします。 

  各常任委員会は、委員会日程に基づき審査を行

い、本会議最終日、各委員長は登壇の上、審査結

果の報告を願います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎請願・陳情等の関係委員会付託

について 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第11、請願・

陳情等の関係委員会付託についてを議題といたし

ます。 

  継続審査となっている陳情１件及び新たに提出

された陳情１件については、既に配付いたしまし

た請願・陳情等文書表のとおり、関係委員会に付

託したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、請願・陳情等文書表のとおり、関係委

員会に付託いたします。 

  関係委員会は、委員会日程に基づき審査を行い、

本会議最終日、委員長は登壇の上、審査結果の報

告を願います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（中村芳隆議員） 以上で本日の議事日程は

全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時５５分 
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